
 

 

 

 

上智大学法科大学院 

 
（法学研究科法曹養成専攻） 

 

履 修 要 綱 

 

 

 

 

 

 

 

 
2015 年度 

 



【本学の教育理念】 

 

上智大学は，キリスト教精神を基底とし，真実と価値を求めて，人間形成につとめるものの共同社会である。したがっ

て，本学は，構成員のおのおのが，人格の尊厳と基本的人権を認め合い，責任ある連帯感と謙虚な心構えをもって，それ

ぞれの持ち場で大学の形成に参加することを期待する。 

教授は，学術の研究を尊重し，みずからの研究を深めることを通して，人類の精神的，知的文化を新しい世代に伝達す

るとともに，現代に生起する諸問題に目をそそぎ，人類の当面する課題について，意識を喚起するよう心掛けることが必

要である。 

学生は，専攻の学問を研究すると同時に，現代社会に対する鋭敏な問題意識と判断力を養成することが必要である。 

これによって，学生は，みずからの人格を形成し，社会の建設に貢献する力を身につけることができるのである。 

本学は，その特色を生かして，キリスト教とその文化を研究する機会を提供する。これと同時に，本学は思想の多様性

を認め，各種の思想の学問的研究を奨励する。このようにして，人間と世界の問題についての洞察力と批判的精神が養わ

れる。 

学問の発展のためには，思想と研究の自由が保障され，厳正な学問的態度が堅持されなければならない。したがって，

本学は，思想と研究に対して加えられる政治的，イデオロギー的圧力及びいかなる権力の介入も，これを許さない。 

われわれは，激動する現代世界に向かって広く窓を開き，人類の希望と苦悩をわかちあい，世界の福祉と創造的進歩に

奉仕することを念願する。 

 

 

【校章と校名（ソフィア）の由来】 

 

校章の鷲は真理の光を目ざして力強くはばたく鷲をかたどったもので，その姿は上智大学の本質と

理想とを表わしている。 

中央にしるされた文字は，本学の標語「真理の光」Lux Veritatisの頭文字である。 

上智大学は，海外では早くからソフィア・ユニバーシティの名で親しまれてきたが，このソフィア

はギリシア語のΣＯΦＩＡからとったものであり，その意味は「人を望ましい人間へと高める 上

の叡智」である。この叡智こそ本学が学生に与えようとする究極のものであり，本学の名称“上智”

（SOPHIA）にほかならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上智大学ホームページ http://www.sophia.ac.jp/ 

上智大学法科大学院ホームページ http://www.sophialaw.jp/ 
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2015 年度 法科大学院行事予定表 
カレンダー 

□：休日・祝日・土曜日 

 ：※祝日以外の休業日 
大学院年間予定 

2015 年 

4 月 
日 月 火 水 木 金 土 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

※29 日：昭和の日は授業実施日 

 

2 日(木) 

2 日(木)～3日(金) 

3 日(金) 

7 日(火) 

8 日(水) 

6 日(月) 

2 日(木)～13 日(月) 

14 日(火) 

15 日(水)～17 日(金) 

 

入学式 

ガイダンス（新入生） 

健康診断（在校生） 

健康診断（新入生女子） 

健康診断（新入生男子） 

春学期授業開始 

春学期履修登録期間 

春学期履修登録確認期間 

春学期履修登録修正期間 

5 月 
日 月 火 水 木 金 土 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       
 

 

11 日(月)～14 日(木) 

29 日(金) 

31 日(日) 

 

春学期前半科目履修中止申請期間(Loyola) 

春学期休学願提出期限 

ソフィアンズ・デー 

6 月 
日 月 火 水 木 金 土 

  1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     
 

 

6 日(土)～11 日(木) 

 

 

春学期履修中止申請期間(Loyola) 

 

7 月 
日 月 火 水 木 金 土 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

※20 日：海の日は試験実施日 

 

4 日(土)・11 日(土)・ 

18 日(土) 

9 日(木) 

15 日(水) 

16 日(木)～29 日(水) 

20 日(月) 

 

春学期補講日 

 

春学期試験日程掲示(Loyola) 

春学期授業終了 

春学期試験期間（8月 3日は予備日） 

試験実施日（海の日） 

8 月 
日 月 火 水 木 金 土 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
 

 

4 日(火)～ 

4 日(火)～ 

26 日(水)～ 

 

 

 

夏期休業（9月 22 日まで） 

集中科目開講期間（9月 18 日まで） 

春学期成績公開(Loyola) 

春学期追試験（8月下旬） 

 

9 月 
日 月 火 水 木 金 土 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30  

※23 日：秋分の日は授業実施日 

 

10 日(木) 

11 日(金)～25 日(金) 

18 日(金) 

20 日(日) 

21 日(月) 

23 日(水) 

23 日(水) 

21 日(月)～30 日(水) 

 

9 月修了者発表 

春学期科目成績評価確認願提出期限 

学位授与式（9月期） 

春学期終了 

秋学期開始 

秋学期授業開始 

授業実施日（秋分の日） 

秋学期履修登録期間 



 

 
カレンダー 

□：休日・祝日・土曜日 

 ：※祝日以外の休業日 
大学院年間予定 

10 月 
日 月 火 水 木 金 土 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

※12 日：体育の日は授業実施日 

 

1 日(木)～2日(金) 

3 日(土)～5日(月) 

12 日(月) 

26 日(月)～29 日(木) 

31 日(土) 

 

秋学期履修登録確認期間 

秋学期履修登録修正期間 

授業実施日（体育の日） 

秋学期前半科目履修中止申請期間(Loyola) 

ソフィア祭（11 月 2日まで） 

11 月 
日 月 火 水 木 金 土 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

※23 日：勤労感謝の日は授業実施日 

 

1 日(日) 

2 日(月) 

23 日(月) 

30 日(月) 

 

創立記念日 

先哲祭（休講） 

授業実施日（勤労感謝の日） 

秋学期休学願提出期限 

12 月 
日 月 火 水 木 金 土 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 
 

 

3 日(木) 

7 日(月)～11 日(金) 

19 日(土) 

22 日(火) 

23 日(水)～ 

 

 

ザビエル祭（休講） 
秋学期履修中止申請期間(Loyola) 

秋学期補講日 

授業終了 

冬期休業（1月 4日まで） 

 

2016 年 

1 月 
日 月 火 水 木 金 土 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       
 

 

5 日(火) 

6 日(水)・15 日(金) 

8 日(金) 

9 日(土)・16 日(土) 

16 日(土) 

18 日(月)～2 月 1日(月) 

 

 

授業再開 

みなし月曜日 

秋学期試験日程掲示(Loyola) 

秋学期補講日 

秋学期授業終了 

試験期間（2月 1日は予備日） 

 

2 月 
日 月 火 水 木 金 土 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29      
 

 

2 日(火)～ 

 

25 日(木) 

25 日(木)～26 日(金) 

 

 

春期休業（3月 31 日まで） 

秋学期追試験期間（2月中旬～下旬） 

秋学期成績公開(Loyola) 

秋学期成績確認願提出期間 

3 月 
日 月 火 水 木 金 土 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   
 

 

15 日(火) 

25 日(金) 

31 日(木) 

 

修了者発表 

学位授与式 

秋学期終了 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ．ガイドページ 

 



- 2 - 

1. 基本事項 
 

 

学 生 証 

 

学生証は上智大学の学生であることを証明するものです。学生生活を送る上で，学内・学外を問わず提示が必要な場合が

ありますので，常に携帯してください。学生証はいかなる理由があっても他人に貸与，譲渡することはできません。また，

退学等により学籍を失った場合は，本学に返却してください。 

 

■学生証の交付 

学生証は入学式当日に交付されます。有効期間は修了年度末までです。 

 

■在籍確認シールの貼り替え 

学生証は，裏面に在籍確認シールを貼った状態で，はじめて学生証として機能します。在籍確認シールの有効期限は 1

年間ですので，年度はじめに必ず貼り替えてください。住所を変更して通学区間が変更になった場合や，定期券の発行

控欄が足りなくなった場合は，2号館 1F 学事センター（学籍・証明書）窓口に申し出てください。 

 

■記載事項に変更がある場合 

学生証の記載事項（氏名や生年月日等）に誤りや変更がある場合は，2 号館 1F 学事センター（学籍・証明書）窓口に申

し出をしてください。 

 

■紛失・汚損・破損してしまった場合 

再発行となりますので，「学生証再発行願」（所定用紙）に手数料分の証紙（1,000 円）を購入・貼付の上，2 号館 1F 学

事センター（学籍・証明書）窓口に申し込んでください。 

 

門の開閉時間 

 

 平日 土 日祝日 

正 門 8：00～22：00 8：00～22：00 8：00～20：00 

東 門 8：00～20：00 9：00～18：00 9：00～18：00 

北 門 8：00～19：30 終日閉門 終日閉門 

＊ 2 号館（法科大学院施設のある建物）は 7 時以前に入館することはできません。 

また，22 時以降は南側入口は施錠され，1階東側入口（サブエントランス）しか出入りができません。 

＊ 夜間時間帯等，2号館への入館にあたり学生証の提示による本人確認を行う場合がありますので，学生証を常に携帯し

てください。 

 

学期期間 

 

学期の期間は下記のとおりです。 

春学期 4 月 1 日 ～ 9 月 20 日 

秋学期 9 月 21 日 ～ 3 月 31 日 

 

授業期間 

 

授業の開始日・終了日，試験期間については見開きの「法科大学院行事予定表」で確認してください。 
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2. 学籍について 
 

 

在学期間 

 

標準コース（法学未修者）の修業年限は 3 年，短縮コース（法学既修者）の修業年限は 2 年です。在学期間の上限は，休

学期間を除き，標準コース（法学未修者）は 6 年，短縮コース（法学既修者）は 4 年です（上智大学法科大学院履修規程

第 3条）。 

 

休  学 

 

病気，その他のやむを得ない理由で休学しようとする場合は，指導教員または専攻主任と相談のうえ，所定の「休学願」

に必要事項を記入して 2号館 1F 学事センター（学籍・証明書）窓口に提出してください。病気により休学する場合は，医

師の診断書を添付する必要があります。休学期間は修業年限に含まれないので，休学期間分は修了が延期されます。また，

修了要件を満たしていても，休学している学期中は修了することができません。 

 

■期間 

休学期間は 1 学期単位（春学期・秋学期）で，2年を限度とします（大学院学則第 28 条）。 

 

■提出期限（2015 年度） 

 

 休学期間 提出期限 

春学期休学 

秋学期休学 

4 月 1 日～9 月 20 日 

9 月 21 日～3 月 31 日 

 5 月 29 日（金） 

11 月 30 日（月） 

 

前もって休学の計画がある場合は，休学をする年度または学期が始まる 1 ヶ月前に「休学願」を提出してください。提

出期限を過ぎた場合は，どのような理由であっても受理できませんので注意してください。郵送による提出の場合，提

出期限当日の消印有効です。連続 2年分まで一括して受け付けることができます。 

 

■休学中の学費 

休学期間中の授業料等学費は減額されます。詳細は 2 号館 1F 学事センター（学費）窓口に問い合わせてください。 

 

復  学 

 

休学期間が満了した場合は，自動的に復学となるので復学の届出は必要ありません。ただし下記の場合は，復学を希望す

る学期が始まる前日までに所定の「復学届」の提出が必要になります。 

 

① 病気により休学した場合（「医師の診断書」を添付してください）。 

② 2 学期以上の休学について許可が下りている場合で一部の学期で休学の事由が終了した為，休学期間を短縮して復学す

る場合（1学期以下に短縮することはできません）。 

 

退  学 

 

退学には自主退学と退学を命ぜられるものと 2種類あります。 

 

■期日 

退学の期日は学期末日（9月 20 日または 3月 31 日）に限ります。 

 

■自主退学 

事情により退学しようとする場合は，指導教員または専攻主任と相談のうえ，所定の「退学願」に必要事項を記入し，

原則として希望する退学の期日までに，2 号館 1F 学事センター（学籍・証明書）窓口に学生証を添付して提出してくだ

さい。 

退学を願い出る者は，その時期までの授業料等学費を全額納入していなくてはなりません。 

なお，春学期末日を退学日とする「退学願」を春学期末までに提出し許可された場合，学費は減額されます。詳細は 2

号館 1F 学事センター（学費）窓口に問い合わせてください。 
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■退学を命ぜられるもの 

下記の者は退学を命じられます（大学院学則 29 条）。 

①在学期間（休学期間は含まない）を満たした者。 

②定められた授業料等学費を期限までに納付しない者。 

③成業の見込みがないと認められる者。ただし，認定事由は研究科において別に定める（法科大学院履修規程第 16 条）。 

 ＊履修要綱 p.77 参照 

④懲戒処分として退学事由のある者（大学院学則 40 条，上智大学学則 61 条） 

 

修  了 

 

修了要件は次のとおりです。 

（大学院学則-専門職学位課程の修了要件） 

第 21 条の 3 法学研究科法曹養成専攻（法科大学院）の修了の要件は，3 年以上在学し，各年次で所定の成績を修め，93

単位以上を修得することとする。ただし，必要とされる法律学の基礎的な学識を有すると認められた者（法学既修者）

については，2年以上在学し，各年次で所定の成績を修め，65 単位以上を修得することとする。 

2 各年次で修得すべき単位及び所定の成績については，別に定める。＊履修要綱 p.24～31 参照 

 

9 月修了 

 

春学期をもって修了要件を満たした者は 9月修了が可能です。2015 年 9 月に修了を希望する学生は，2015 年 7 月 22 日（水）

までに 2号館 1F 学事センター（教務）へ所定用紙で申し出てください。詳細については，掲示で確認してください。 

なお，9月修了する場合の学費は減額されます。詳細は 2号館 1F 学事センター（学費）窓口に問い合わせてください。 

 

住所変更 

 

学生本人および保証人の住所・電話番号に変更があった場合には，Loyola の「学生住所変更」メニューから，もしくは学

事センター（学籍・証明書）備付の「住所変更届」を提出してください。本人の住所変更の場合は，学生証裏面の「在籍

確認シール」を上記窓口で受け取り，貼り替えてください。変更の届出がない場合，大学からの送付物が届かなくなりま

すのでご注意下さい。 

 

氏名変更，保証人変更，その他 

 

下記の変更があった場合は，2号館 1F 学事センター（学籍・証明書）窓口に届け出をしてください。 

 

■本人氏名の変更 

本人氏名の変更があった場合は，「住民票の写し」（本人氏名・性別・生年月日が記載されたもの。本籍・続柄は不要。）

を添付して，窓口備え付けの所定用紙で届出をしてください。 

 

■保証人の変更 

保証人を変更する場合は，窓口備付の所定用紙で届出をしてください。なお，日本国外に居住する者を保証人に指定で

きるのは外国籍の学生に限ります。 

 

■在留資格・期間の報告 

外国籍の者で在留期間を更新または在留資格を変更したときは，在留カードのコピーを必ず提出してください。上記証

明書の提出がない場合，Loyola の ID 使用停止，奨学金受給資格の喪失，その他在学する上で不利となる扱いを受けるこ

とがあります。 

 

＊在留資格が「留学」の在留期間を更新，または他の在留資格から「留学」の在留資格に変更を希望する場合は，在留

資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請様式の「申請人等作成用１～３」を記入したうえで，学事センターにて

申し込んでください。「所属機関 1,2」は学事センターにて作成します。手数料は 200 円です。不明な点は学事センタ

ー（学籍・証明書）窓口に問い合わせてください。 
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3. 各種証明書 
 

 

証明書自動発行機による発行のもの

 

各種証明書は，証明書自動発行機によるものと，窓口申込によるものがあります。証明書の種類を確認のうえ，申込を行

ってください。それぞれの発行手順等は下記のとおりです。 

学生証がない場合は，発行できません。学生証の暗証番号（数字 4 桁）の初期設定については，新入生ガイダンスで説明

します。証明書自動発行機は在校生のみ利用可能です。 

※既に卒業･修了した身分の証明書については，学事センター（学籍･証明書）窓口での申し込みとなります。（法科大学院

の証明書は証明書自動発行機で発行できますが，学部の証明書は窓口での申し込みとなります。） 

 

証明書種類 発行手数料 所要日数 備考 
在学証明書（和文・英文） 200 円 

即日 

証明書自動発行機の設置場所 

 2 号館 3F  

取扱い時間 

 月～金 9：00～17：00 

 ＊行事等で変更する場合は掲示します。

成績証明書（和文・英文） 200 円 

修了見込証明書（和文・英文） 200 円 

学割証 無料 

健康診断証明書（本学所定用紙・和文） 300 円 

臨時学生証（定期試験期間中のみ発行可） 500 円 

①修了見込証明書は， 終学年の春学期授業開始後の発行です。 

②健康診断証明書は，保健センターの健康診断を受診している必要があります。 

 

証明書自動発行機のアナウンスに従って操作してください。 

 

窓口申込による発行のもの 

 

証明書種類 発行手数料 備考 
卒業・修了・学位取得証明書（和文・英文） 

300 円 
月・火申込→同週の金曜日発行 

水・木申込→次週の月曜日発行 

金曜申込 →次週の水曜日発行 
授業料等納付金納入証明書 

在留資格変更及び在留期間更新許可申請に係る証明書 200 円 

学生証再発行 1,000 円 即日発行 
取扱い窓口：2 号館 1F 学事センター（学籍・証明書）取扱い時間：月～金 9：30～11：30，12：30～17：00 

＊行事等で変更する場合は掲示します。 

①窓口に備付けの申込票に必要事項を記入します。 

②発行手数料分の証紙を証紙販売機で購入し，所定欄に貼付します。 

③申込票に学生証を添えて窓口に提出してください。申込者には領収票が渡されます。 

④所要日数経過後，窓口に領収票を提示し，証明書を受け取ります。 

 

ＧＰＡ分布表について 

 

法科大学院長名の GPA 分布表が必要な場合には，発行された成績証明書の枚数分だけ法科大学院事務室で発行いたします

ので，下記の通り申し出てください。 

 

1 成績証明書を学事センター窓口で申込，窓口受領する場合 

2 号館 12F 法科大学院事務室に，申込時の領収印のある証明書申込票を持ってくるか，あるいは，成績証明書を受領後，

証明書本体を持ってきてください。 

 

2 成績証明書を学事センター窓口で申込，郵送受領する場合 

2 号館 1F 学事センターで申込後，2 号館 12F 法科大学院事務室に，申込時の領収印のある証明書申込票を持ってきてく

ださい。 

 

3 成績証明書を学事センターへ郵送で申込する場合 

申込の際，別紙を付けて，「法科大学院発行の成績分布表を合わせて希望します。」と明記してください。申込枚数分を

同封して郵送します。 
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4. 窓口事務取扱いについて 
 

 

事務・施設関係一覧 

 
電話番号は内線番号です。外線からかける場合は 03－3238－××××（内線番号）としてください。 

窓口事務取扱時間：平日（月～金） 午前 9：30～11：30 午後 12：30～17：00 

＊ただし，財務局窓口における現金の取り扱いは午後 4時まで（月末は午後 3時半まで） 
 

法科大学院関連 
法科大学院事務室 2 号館 12F 内線 3259 

法科大学院にかかわる事務全般（各種授業期間中事務，TKC，L-BOX，担任制度，チュー

ター・特別講義等お知らせ，エクスターンシップ，ロッカー鍵・自習室カード，司法試

験に関わる事項，就職，上智法曹会，修了生窓口 等） 

法科大学院図書室 2 号館 2F 内線 4326 開室日：上智大学 HP 参照（年間約 348 日開室） 

授業・試験期間 （平日）9：00～22：00（土日祝日）9：00～20：00 

授業・試験期間外（平日）9：00～20：00（土日祝日）10：00～18：00 

法科大学院自習室 2 号館 2F （平日，土日祝日）7：00～23：00 

開室日：年末年始（12 月 31 日～1月 3日）他 2号館閉館日を除く全ての日 

法科大学院市谷研修室 

（修了生研修生用） 

市谷ｷｬﾝﾊﾟｽ 

研究棟 B1 

（平日，土日祝日）8：00～22：00 

開室日：年末年始（12 月 31 日～1 月 3 日）他市谷キャンパス研究棟閉館日を除く全て

の日 

 

学部・大学院共通 

学事センター 

学籍・証明書 
各種証明書，学生証再発行，氏名変更，保証人変更，

休学，退学，復学等 
2 号館 1F 3519 

教務 

（大学院・学部） 
履修登録，試験，成績表，成績確認願等 2 号館 1F 3515 

学費 学費関係 2 号館 1F 3195 

入学センター 学部入試，大学院入試，法科大学院入試等 2 号館 1F 3167 

グローバル教育セン

ター 

交換留学生の派遣・受入，海外短期語学講座・研修，国費留学生，留学カ

ウンセリング等 
2 号館 1F 3521 

学生センター 

奨学金 2 号館 1F 3523 

課外活動，学生教育研究災害傷害保険，法科大学院生教育研究賠償責任保

険，寮･アパート･マンション，アルバイト，ボランティア・ビューロー，

実習定期，託児室，障がい学生支援等 

2 号館 1F 3525 

保健センター 健康診断，健康診断証明書，健康についての相談，応急処置 ホフマン･ホール 2F 3394 

カウンセリングセンター 学生生活に関する相談・リーフレットの配布 10 号館 3F 3559 

キャリアセンター 就職に関する情報収集・提供，相談等 （公務員採用試験含む） 2 号館 1F 3581 

中央図書館 
閲覧・貸出 L 号館 1F 3510 

レファレンス，図書館講習会の申込 L 号館 1F 3507 

総合メディア 

センター 

利用相談室 学内無線 LAN 設定など，コンピュータに関する基本的な質問 2 号館 3F 4615 

事務室 

自習室 PC･プリンタの故障，PCパスワード忘れ，印刷ポイン

ト追加申請 

※総合メディアセンターウェブページ利用ガイドを参照 

（http://ccweb.cc.sophia.ac.jp） 

2 号館 3F 3101 

管財グループ 

物品貸出，遺失物，会議室の申込，セミナーハウスの申込等 2 号館 1F 3112 

清掃，廃棄物処理等 2 号館 1F 3141 

施設管理，防犯防災 2 号館 4F 3143 

資金グループ 出納 2 号館 4F 3186 

カトリックセンター ミサ，聖書講座，講演会などキリスト教に関するさまざまな活動及び相談 2 号館 1F 4161 

 

緊急時の連絡先 

火災等緊急通報等 
正門守衛所 3000 

24 時間対応 
防災センター 3119 

救急車の要請 
保健センター 3394 平日 9:00～17:00 

正門守衛所 3000 24 時間対応 

 

その他 
Maruzen Sophia Shop 書籍等の販売 2 号館 B1F 3013 

パティネ･スポーツ ｽﾎﾟｰﾂ･ｳｪｱ等の販売 2 号館 B1F 4103 
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法科大学院で利用する各種 ID について 

 

■総合メディアセンターコンピュータシステム利用許可書 

法科大学院自習室，図書室，その他大学のコンピュータ室に設置してある PC にログイン，無線 LAN を利用するにあたり

必要です。ID・パスワード等のお問合せは 2号館 3F 総合メディアセンターまで。 

 

上智大学 総合メディアセンター ウェブページ＞利用ガイド 

http://ccweb.cc.sophia.ac.jp 

 

■教学システム「Loyola」 

Web による教学支援システム「Loyola（ロヨラ）」により，履修や成績にかかわる手続や，大学からの各種お知らせ（学

事センター，学生センター等）を行っていますので確認する習慣をつけてください。ID・パスワード等のお問い合わせ

は 2号館 1F 学事センターまで。 

「Loyola（ロヨラ）」では以下のようなことが可能です。 

・Web 上での履修登録や履修中止の申請（一部例外もあり） 

・現在の登録状況や過去の成績，単位修得情報等の確認 

・休講・補講情報，定期試験の情報をはじめ，学内掲示板で告知している情報の閲覧 

・パソコンや携帯電話を介しての確認 

利用方法，操作手順等をはじめとする詳細については，Loyola の「HOME」にあります，「Loyola Handbook（学生）」を参

照してください。 

 

上智大学 HP トップページ＞学生生活＞授業履修/教務/証明書の発行＞教学支援システム「Loyola」 

https://scs.cl.sophia.ac.jp/campusweb/campusportal.do 

 

■「TKC 法科大学院教育研究支援システム」 

株式会社 TKC が提供する，法科大学院教育研究支援システムです。Loyola 上で各自の履修登録が確定した後に，TKC 教

育研究支援システム上でも履修登録データが反映され，各授業内での伝達事項やレジュメや教材の配布を行っています。

基本判例データベース検索，一部出版社/新聞社のデータベース検索の利用も可能です。ID・パスワード等のお問い合わ

せは 2号館 12F 法科大学院事務室まで。 

なお，「お知らせ一覧」では，法科大学院から様々なお知らせや呼び出しを行っていますので，毎日確認してください。 

 

上智大学法科大学院 HP トップページから「TKC(在校生)」のタブをクリック 

 

■L-BOX(Sophia Law Box） 

上智大学法科大学院が提供する，在校生や修了生の相互利用が可能な WEB 上のグループサイトです。法科大学院からの

お知らせのほか，自主的な勉強会など，在校生同士でグループをつくり，メンバー間で資料共有・情報交換を行うこと

ができます。ID・パスワード等のお問い合わせは 2号館 12 階法科大学院事務室まで。 

 

上智大学法科大学院 HP トップページから「L-Box」のタブをクリック 

 

■『判例秘書』アカデミック版 LLI 統合型法律情報システム Intra 版 

株式会社エル・アイ・シーが提供する，判例・法令検索，法律雑誌・文献検索などが可能な統合型法律情報システムで

す。学外からは利用できません。ID・パスワード等のお問い合わせは 2号館 2F 法科大学院図書室まで。 

 

大学から学生への掲示・連絡 

 

大学から学生へのお知らせは，「2号館掲示板」および Web による教学支援システム「Loyola 掲示板」，「TKC 法科大学院教

育研究支援システムお知らせ」などをもって行われます。必ず掲示板，Loyola，TKC を見る習慣を身につけてください。

授業に関する情報（休講，補講，教室，臨時の教室変更，試験やレポートの告知など）や，緊急を要する重要な掲示等も

これらの掲示で行います。大学が発信する 新の情報を得るためにも，毎日必ず Loyola 掲示板，TKC お知らせを見るよう

に習慣づけてください。紙による掲示を併用する場合もありますので，2 号館 2 階の法科大学院掲示板も確認してくださ

い。掲示を見なかったために，後になって支障をきたし不利益を招くことのないように，十分注意してください。 

 

学生から教員への連絡 

 

専任教員は個人研究室を持っています。p.9 のオフィスアワー時間を参照してください。非常勤教員は，個人研究室があ

りませんので，連絡をとりたい場合は，授業の前後で連絡をとってください。 
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問い合わせ 

 

授業についての情報や履修に関する相談は，間違いや誤解を生じさせてしまうおそれがあるため，電話では受け付けませ

ん。必要のあるときには，窓口で問い合わせください。また，家族等からの連絡についても，非常時以外は取りつぎを行

いません。 

 

遺失物について 

 

2 号館 1F 管財グループで保管しています。遺失物を受け取る際には学生証の提示が必要です。なお，1 ヶ月間引き取りの

ないものは処分します。電話での問合せ・照会には応じていません。Loyola を通じて該当者へ通知する場合もあります。 

 

個人情報の取扱い 

 

上智学院個人情報保護への取組みについては下記 URL を参照してください。 

http://www.sophia.ac.jp/jpn/top/info/privacypolicy 
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5. 教員研究室一覧・オフィスアワーについて 
 

 
職名 氏名 研究室 オフィスアワー 

教授 安西 明子 2-1208 （春）火 9:15～10:45（秋）サバティカル  メールアドレス非公開 

教授 石井 文晃 2-1221 
（春）金 17:30～18:30，（秋）火 11:00～12:00，事前にメール（f_ishii@sophia.ac.jp）

予約必要 

准教授 伊藤 栄寿 2-1314 火 15:15～16:45 メールアドレスは授業時に確認してください 

教授 伊藤 雄司 2-1212 月 15:15～16:45 事前に予約必要 メールアドレス非公開 

教授 伊藤 渉 2-1310 金 15:15～16:45 事前に予約必要 メールアドレス非公開 

教授 岩﨑 政孝 2-1309 
金 13：20～14：50（なお，他の曜日・時間帯での調整も可能）。事前にメール（アドレスは

事務室で確認すること）で用件を簡潔に記して連絡し，アポイントメントを得ることが必要。

教授 岩田 太 2-1414 （春）金 13:00～15:00（秋）月 13:00～15:00 事前に用件を記してメールで予約すること 

教授 江藤 淳一 2-1328 月曜 15 時～16 時 

教授 奥田 純一郎 2-1412 
火 13:30～15:00，木 13:30～15:00，事前に用件を記してメールで予約すること 

（j-okuda@sophia.ac.jp） 

教授 奥冨 晃 2-1329 （春）火 15:30～16:30（秋）サバティカル メールアドレス非公開 

教授 越智 敏裕 2-1325 （春）水 12:30～13:30（秋）サバティカル 事前に用件を記してメールで予約すること 

教授 小幡 純子 2-1210 （春）木 14:15～15:10（秋）金 12:30～13:30 メールアドレス非公開 

教授 川瀬 剛志 2-1326 

（春）木 13:00～14:30（秋）水 13:30～15:00 但し他の公務でやむを得ず在室できない

場合があるので，事前に用件を記してメールで予約すること（随時他の曜日・時間帯に変更

することもある） 

教授 北村 喜宣 2-1212 
（春）金 14:00～15:00（秋）金 14:00～15:00 その他の時間帯は事前に用件を記してメ

ールで予約すること 

教授 楠 茂樹 2-1207 水 13:30～15:00 事前に用件を記してメールで予約すること 

教授 桑原 勇進 2-1223 （春）金 11:00～12:00（秋）木 15:15～16:45 メールアドレス非公開 

准教授 小島 慎司 2-1209 火 13:30～15:00 メールアドレスは初回の授業で周知する 

教授 古城 誠 2-1224 
（春）火 13:00～15:00（秋）水 13:00～15:00 

事前に用件を記してメールで予約すること（m-kojo@sophia.ac.jp）  

教授 駒田 泰土 2-1409 金 14:00～15:00 事前に用件を記してメールで予約すること（komada-y@sophia.ac.jp） 

教授 小山 泰史 2-1316 火 15:15～16:45 左記の時間内であれば事前の予約は不要 

教授 塩野谷 高 2-1313 火曜 5限（事前にメール（t-shionoya-nt6@sophia.ac.jp）で要予約，同時間以外も対応可）

教授 田頭 章一 2-1320 （春）サバティカル（秋）金 14:00～15:30 メールアドレス非公開 

教授 高見 勝利 2-1411 水 15:15～16:45 メールアドレス非公開 

准教授 滝澤 正 2-1201 （春）水 13:00～15:00（秋）月 13:00～15:00 メールアドレス非公開 

教授 筑紫 圭一 2-1303 火 15:30～16:30 事前に用件を記してメールで予約すること 

教授 出口 耕自 2-1413 水・金 12:30～13:30 メールアドレス非公開 

教授 照沼 亮介 2-1312 
金 15:15～16:45 左記の時間帯はあくまで一例であり，要確認・調整のこと。 

なお，いずれの場合も事前に用件を記してメールで予約すること（terunuma@sophia.ac.jp）

准教授 富永 晃一 2-1304 
水・金 12:30～13:30 他の時間は随時予約のこと。事前にメールで予約必要（メールアド

レスは初回授業で告知する） 

教授 長沼 範良 2-1317 月 13:15～14:45 

准教授 永野 仁美 2-1407 火 13:30～16:45 事前にメールで予約必要（メールアドレスは初回授業で告知する） 

教授 野田 耕志 2-1311 月～金 午後 事前に予約必要 メールアドレス非公開 

教授 葉玉 匡美 2-1218 
（春）水，（秋）水及び金（ただしメールにて簡便に用件を記した上で事前にアポイントが必

要。メールアドレスは mhadama@tmi.gr.jp） 

准教授 羽生 香織 2-1307 水 12:30～13:30 事前に用件を記してメールで予約すること 

教授 原 強 2-1318 
（春）木 12:30～13:30，15:00～16:00，（秋）月 12:30～13:30 15:00～17:00 

（その他事前予約を条件に随時面会可能） 

教授 福田 誠治 2-1213 （春）月 15:00～16:00 メールアドレス非公開 

教授 平川 雄士 2-1321 

（春）木 11:00～12:00（租税法Ⅰの授業終了後までにアポイントメント必要），  

（秋前半）木 11:00～12:00（租税法Ⅱの授業終了後までにアポイントメント必要）， 

（秋後半）金 16:45-17:45（法文書作成の授業終了後までにアポイントメント必要） 

教授 堀口 健夫 2-1324 月 13:30～15:00 事前に用件を記してメールで予約すること（thoriguchi@sophia.ac.jp）

准教授 松井 智予 2-1323 水 12:30～13:30 事前に用件を記してメールで予約すること 

教授 松本 尚子 2-1410 （春）水 13:00～15:00（秋）サバティカル 事前に用件を記してメールで予約すること 

教授 三好 幹夫 2-1301 火 15:30～17:00 その他の日もアポイントメントをとれば可能です。 

教授 森下 哲朗 2-1202 火 15:00～16:30 事前に用件を記してメールで予約すること（tetsu-mo@sophia.ac.jp） 

教授 矢島 基美 2-1222 
火 11:00～13:00 事前に用件を記してメールで予約すること。メールアドレスは初回授業

で周知する。 

教授 和仁 亮裕 2-1211 木 15:00～16:00 事前にメールで予約必要（awani@mofo.com） 
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Ⅱ．履修について 



- 12 - 

1. 授業 
 

 

授業時間 

 

時限 時間 

1  9：15 ～ 10：45 

2 11：00 ～ 12：30 

3 13：30 ～ 15：00 

4 15：15 ～ 16：45 

5 17：00 ～ 18：30 

6 18：45 ～ 20：15 

※この他に，通常の授業日時・時間帯とは異なる形式で，土日や補講期間などに集中的に授業を行う「集中講義科目」も

あります。この場合の授業日時・教室については掲示で別途連絡します（開講科目担当表では「集中講義」として記載

されています） 

 

 

みなし曜日 

 

授業が行われる月曜から金曜のうち，祝日が集中するために十分な授業日数を確保できない曜日が発生することがありま

す。この際，ある曜日を異なる曜日とみなして授業を行うことがあります。 

2015 年度の場合， 1 月 6 日(水)，1月 15 日(金)は月曜日の時間割で授業を行います。 

 

 

祝日の授業日・試験日 

 

授業日数を確保するため特定の祝日にも授業・試験を行うことがあります。 

2015 年度の該当日は以下のとおりです。 

 

4 月 29 日（水） 昭和の日 

7 月 20 日（月） 海の日 ※試験実施日 

9 月 23 日（水） 秋分の日 

10 月 12 日（月） 体育の日 

11 月 23 日（月） 勤労感謝の日 

 

 

休  講 

 

授業は学事日程によって行われますが，公務，出張，学会，病気などによって担当教員が授業が行えず，休講となる場合

もあります。休講は担当教員からの連絡により Loyola に掲示しますが，当日になって連絡をする場合もありますので，授

業前に Loyola を確認する習慣をつけてください。当日の休講情報は携帯電話からも確認することができます。授業開始時

間から 30 分経過しても担当教員が入室しない場合は，2 号館 1F 学事センター窓口に連絡し，その指示に従ってください。 

 

 

補  講 

 

補講は，春学期と秋学期にそれぞれ設けられている補講日に原則として行いますが，このほかにも別日程で行う場合もあ

ります。いずれの場合も Loyola に掲示をしますので，教室や日時を確かめて受講してください。 

 

春学期補講日 7 月 4日（土），7月 11 日（土），7月 18 日（土） 

秋学期補講日 12 月 19 日（土），1月 9日（土），1月 16 日（土） 
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教  室 

 

授業を行う教室は，基本的に履修要綱に掲載されている教室で行われます。しかし，開講後の受講者の人数等によって，

教室が変更となる場合があります。教室変更については，Loyola ならびに 2号館 2階の法科大学院掲示板（教室変更掲示）

で確認できます。開講後しばらくは教室の変更がある場合がありますので，特に注意してください。 

また，設備の都合などにより，期間中部分的に臨時で教室が変更となる場合もあります。この場合も，Loyola に掲示しま

す。 

 

 

公共交通機関運行停止時の取扱いについて

 

台風・大雨など各種の自然災害や事故・ストライキなどによる電車運行停止のため，授業や定期試験を平常通り行うこと

ができないと判断された場合は，休講もしくは試験日の振替などの特別措置をとることがあります。特別措置の内容につ

いては，大学ホームページ，Loyola もしくは公式フェイスブックでお知らせしますので各自で確認してください。 

 

 

感染症に罹患した場合 

 

学校保健安全法に定められた感染症に学生が罹患した場合は，感染拡大を防ぐために所定の期間，登校禁止となります。

もし罹患した場合は，下記のとおり対応してください。 

なお，新しい感染症の場合は，特別な措置が取られることがあります。Loyola およびホームページの掲示に注意して下さ

い。 

 

1. 医師の指示に従い，感染の危険がなくなるまで自宅療養する。保健センターには電話で罹患を報告する。 

2. 大学ホームページ上から「感染症治癒後登校許可証明書」をダウンロードし，登校が許可されたことを医師に記入して

もらう（登校禁止期間が記載されていれば医療機関発行の様式でも可）。 

＊ダウンロードできない場合は，保健センターへ用紙を請求してください。 

3. 登校時，上記証明書原本を保健センターに提出する。各担当教員には証明書の写しを提出する。 

 

 

裁判員選任等に伴う授業等の出欠の取扱いについて

 

「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」に基づいて，今般導入された裁判員制度のもとでは，学生は裁判員の辞退等

が認められていますが，裁判員になることを希望する学生の意思を尊重するため，学生が裁判員に選任された場合（その

選任手続を含む）の授業等の出欠について，下記のとおり取扱うものといたします。 

 

1. 対象となる学生 

本学に在籍する学部・大学院の正規生および科目等履修生（聴講生は含まない）。 

2. 対象となる事由 

①裁判員候補者として裁判員選任手続のために裁判所へ出向くとき 

②裁判員として裁判に参加するとき 

③補充裁判員として裁判に立会い等をおこなうとき 

3. 手続 

学生は，原則として事前に 2号館 1F 学事センターに申し出て，裁判員選任用所定の欠席届用紙を受取り，その欠席届と

ともに，裁判所から送達された文書（「選任手続日のお知らせ（呼出状）」）の写しを担当教員に提出し，当該授業を欠席

することについて申し出る。また，事後には裁判所が発行する証明書類を提示して同教員に報告する。 

4. 出欠の取扱い 

上記所定の文書による申し出および報告があった場合，本人の不利益とならないよう，教員側で次のように配慮するこ

とといたします。 

①授 業：「欠席」扱いとしない。代替措置については担当教員の判断による。 

②授業内試験：「欠席」扱いとしない。代替措置については担当教員の判断による。 

③定 期 試 験：追試験の対象とする。通常の追試験願を期限までに提出する。 

 

＊参考 

学生も裁判員候補者として選ばれるものの，法律により裁判員の辞退を申し出ることができる事由に該当するので，出

廷の対応例は次のようになります。 
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（学生の対応例） 

a）裁判員の選任手続や裁判員として裁判に参加する 

b）学生という身分で，一般的に辞退する 

c）定期試験時など特定の日時は辞退する。 

 

（辞退を申し出ることができる主な事由） 

・1年間を通じて辞退することができる一般的事由がある…「学生」という身分 

・裁判員になることが特に難しい特定の月がある…定期試験時など 

・他の期日に行うことができない社会生活上の重要な用務がある場合 
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2. 履修登録 
 

 

履修登録日程 

 

授業を履修するためには，春学期・秋学期ともに，所定の期間内に Loyola で履修登録手続をする必要があります。履修登

録の際の Loyola の操作手順や注意事項などの詳細は，「履修登録の手引き」「Loyola Handbook（学生）」の該当部分を参照

し，間違いのないよう手続してください。 

 

■春学期登録日程 

項 目 月 日 備 考 

春学期履修登録 
4 月 2日（木）10：00 

～13 日（月）21：00 まで

春学期の科目を履修する場合は，必ずこの期間内に

Loyola で履修登録を行うこと。 

春学期履修登録確認 
4 月 14 日（火） 

10：00～21：00 まで
Loyola で履修登録した結果を確認することができます。

春学期 

履修登録修正期間 

4 月 15 日（水）10：00 

～17 日（金）21：00 まで
Loyola で履修登録した結果を修正することができます。

春学期履修登録確認 4 月 21 日（火）13：00～ Loyola で修正登録した結果を確認することができます。

 

■秋学期登録日程 

項 目 月 日 備 考 

秋学期履修登録 
9 月 21 日（月）10：00 

～9 月 30 日（水） 21：00 まで

秋学期の科目を履修する場合は，必ずこの期間内に

Loyola で履修登録を行うこと。 

秋学期履修登録確認 
10 月 1 日（木）10：00 

～2 日（金） 21：00 まで
Loyola で履修登録した結果を確認することができます。

秋学期 

履修登録修正期間 

10 月 3 日（土）10：00 

 ～5 日（月） 21：00 まで
Loyola で履修登録した結果を修正することができます。

秋学期履修登録確認 10 月 7 日（水）13：00～ Loyola で修正登録した結果を確認することができます。

 

 

高履修限度 

 

履修登録単位数は 1 年次生および 2 年次生については 36 単位以内，3 年次生については 44 単位以内とします。例外につ

いては「Ⅲ．カリキュラムについて－1. 修了要件・進級要件，履修上の注意－5. 履修上の注意」の①を参照してくださ

い。 

 

 

履修登録の手順 

 

■履修計画 

履修要綱，シラバスを参考に履修計画を立てて下さい。シラバスは Loyola もしくは TKC から閲覧できます。 

 

■履修登録 

履修しようとする授業科目は所定の期間に登録しなければならない（上智大学学則第 50 条）。 

必ず履修登録期間に手続を行ってください。履修登録は，上智大学学則第 50 条で規定されているとおり，所定の期間以

外に行うことはできません。 

コンピュータの不具合や通信環境のトラブルによって登録 終日に登録や修正ができなかった場合でも，特例の措置は

とりません。余裕をもって早めに登録を済ませ，登録期間中に再確認が行えるように気をつけてください。また質問等

は事務取扱い時間内に問い合せてください。 

 

■履修登録の確認 

履修登録後は Loyola で履修登録の結果が確認できます。 

履修登録ミスを防ぐため，履修登録手続完了後，履修登録期間内及び修正期間内に再度，Loyola で履修科目を確認して

ください。 
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3. 履修中止 
 

 

履修中止申請 

 

履修中止制度は，授業に出席してみたものの，①授業の内容が自分が勉強したいものと違っていた，②授業のスピードに

ついていけるだけの知識が不足していることに気が付いた，③健康上の理由から履修科目数を減らしたい等といった理由

から履修を中止するものです。 

 

・履修中止申請は Loyola 上で行います。 

操作手順や注意事項については，必ず Loyola の Home メニューによる「Loyola Handbook（学生）」を参照してください。 

 

・履修中止を希望する場合は，必ず所定の期間中に申請を行って下さい。 

申請後は，随時 Loyola で履修中止の結果が確認できます。申請ミスを防ぐため，履修中止申請の手続完了後，所定の規定

内に再度 Loyola で確認して下さい。 

 

■春学期申請期間 

月 日 備 考 

5 月 11 日（月）～ 5 月 14 日（木）まで 春学期前半科目のみ 

6 月 6日（土）10:00 ～ 6 月 11 日（木）21:00 まで 春学期科目・春学期後半科目 

 

■秋学期申請期間 

月 日 備 考 

10 月 26 日（月）～ 10 月 29 日（木）まで 秋学期前半科目のみ 

12 月 7 日（月）10:00 ～ 12 月 11 日（金）21:00 まで 秋学期科目・秋学期後半科目 

 

■履修中止申請の注意 

1）必修科目については，履修中止はできません。 

2）予備登録を行う科目（法律実務基礎科目 A群，B群）は履修中止できません。 

3）履修中止期間内であれば Loyola 上での履修中止の取消は可能ですが，期間終了後の取消は一切認められません。た

だし，履修中止した科目を翌年度以降登録することは可能です。 

4）履修中止の申請をせずに教員から指示された試験やレポートなど必要な課題をこなさなかった場合には，その科目は

成績表および成績証明書に「F」（不合格）として記載されます。 

5）履修中止した科目の単位も 高履修限度に含まれます。 
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4. 試験 
 

 

受験資格 

 

授業欠課数が当該授業科目の開講時間数の 4 分の 1 を超える学生は，その学期における当該科目の学期末試験を受験する

ことができません。 

 

 

試験の心得 

 

■持参するもの 

① 学生証は，必ず机上に置くこと。学生証を所持しない学生はいかなる理由があっても受験できません。 

② 筆記用具（原則ペン書き。修正液は使用不可。） 

③ 下敷きを利用するときは，白色のものか，これに近いものに限ります。ノート，図書等を下敷きにすることはできま

せん。 

■六法の持込 

定期試験時の六法は，原則として，大学が貸与します。ただし，六法持込許可の指示がある場合であっても，特別な指

示がない限り，持ち込める六法は書き込みが一切ないものに限ります。 

■試験場では 

携帯電話（スマートフォン）・PHS 等の電源は必ず切って鞄の中にしまってください。また携帯電話（スマートフォン）・

PHS 等を時計の代わりに使用することは認められません。 

■学生証を忘れた場合 

試験当日に学生証を忘れた学生は，2 号館 3F 証明書自動発行機にて「臨時学生証」を取得してください（発行手数料：

500 円）。なお，この手続による試験時間の損失は，配慮されません。また，定期試験期間以外は「臨時学生証」は発行

できません。 

■試験場 

指定された試験場で受験してください。科目によっては，試験場がいくつかに分かれることもあるので，注意してくだ

さい。 

■遅刻・退場 

① 試験開始後，20 分以上の遅刻者は，受験することができません。 

② 試験開始後，30 分以前または試験終了 10 分前は退場できません。 

■答案用紙 

・ 答案用紙は，（本紙と写しとから成る）複写式であり，原則として，ステイプラーによって綴じられた 5 枚ひと組か

らなるものを用います。 

・ 試験開始後，ただちに，他の答案用紙に複写されてしまう恐れがありますのでステイプラーを取り外し，さらに各答

案用紙に順に 1から 5まで頁数を書いてください。 

・ 試験終了後，写しを切り離し，本紙の答案用紙をステイプラーで綴じなおして提出します。答案を提出せずに退場す

ることはできません。 

・ 写しは各自持ち帰ります。 

・ 学生番号を記入していないとき，また試験監督者から配布された答案用紙以外の用紙を用いたときは，その答案は無

効となります。 

・ 私語や態度が悪いことの注意を与えても改めないとき，また試験監督者の指示に直ちに従わないときは，退場を命じ

られ，その答案は無効となります。 

■不正行為 

筆記試験において不正行為があった場合，厳しく処分されます。 

詳細については別途示します。 

■雪害等により定期試験が実施不可能な場合 

① このような事態に備えて，試験期間の 終日に，予備日を設けています。あらかじめ，各自の試験日程に予備日を含

めておいてください。 

② 予備日に試験日を変更して実施する場合は，掲示で通知するので注意してください。 
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定期試験 

 

試験時間は，原則として 120 分または 90 分です。定期試験日程は定期試験期間の 1週間前に法科大学院掲示板に掲示しま

す。 

試験 日程掲示 試験期間 

春学期試験 7 月 9日（木） 7 月 16 日（木）～7月 29 日（水），8月 3日（月） 

秋学期試験 1 月 8日（金） 1 月 18 日（月）～2月 1日（月） 

 

 

追 試 験 

 

下記の事由により，定期試験を受験できなかった学生は，『追試験願』（所定用紙）を提出することによって追試験受験を

認められることがあります。追試験を受けるには，所定の期間内に申請し許可を得るとともに追試験料を納める必要があ

ります。 

なお，授業内（定期試験期間外）に試験を実施した科目は追試験を申請することができません。 

 

■追試験願を提出する事由 

原則として，『病気』，『三親等以内の忌引き』，『災害』，『交通機関の遅延』，『裁判員制度での選任』とします。申請時には

試験当日に当該試験を受験できなかったことが証明できる以下の書類を添付し，定められた期日内に手続きを完了させな

ければなりません。 

 

■各事由の証明書および手続きについて 

①『病気』の場合 医師が発行した診断書または登校許可書 ※領収書は不可 

試験当日の診察状況を記載し，かつ試験当日に試験を受験できる状態になかったことが証明できるもの。受験できな

かった試験日が受診日または療養期間として明記されているもの。数日にわたって試験を欠席した場合，その期間の

診断内容が明記された診断書が必要となる。 

②『三親等以内の忌引き』の場合 会葬御礼のはがき等 

試験が受験できなかった日付が記載されていること。 

③『交通機関の遅延』の場合 各交通機関が発行した遅延証明書（乗車日付が当日のもの，およ

び遅延時間が記載されたもの）インターネット上の遅延証明書を

印刷したものでも可。 

交通機関が 20 分以上遅延し，試験会場への到着が試験開始定刻から 20 分を超えたことにより，定期試験を受験でき

なかった場合，追試験を申請することができる。ただし，交通機関の遅延当日のみ受け付ける。 

※ 試験翌日以降に申し出ても，追試措置はとれないので注意すること。 

 

注意 遠距離通学や交通機関のストップ等やむを得ない事情で遅延当日に学校に来られない場合のみ，当日 17：00 まで

（5・6 限の試験は当該の試験時間が終わるまで）に学事センター追試験担当まで電話連絡（TEL03-3238-3515）を

して「仮申請」をしてください。上記の期間内に「仮申請」を行わなかった場合および「仮申請」の後，所定の期

限までに追試験申請を行わなかった場合は，いかなる理由があっても当該遅延による追試験申請ができなくなるの

で注意してください。 

・ 学生本人自宅から大学へ通常使用している路線の遅延に限る（自宅外からは申請不可）。申請の際に，学生証裏面の「通

学証明書シール」に記載している住所を確認します。 

・ 遅れた時間以上の遅延証明（例えば，試験開始から 30 分遅れた場合は，30 分以上の遅延証明でなければ認められま

せん。初めから遅刻入室を想定して登校した場合，追試験の申請はできません）。 

・ 交通遅延が事由の場合，代理申請をすることはできません。 

 

◎ 試験開始後 20 分以内に到着した場合 

20 分までの遅刻ならば受験可能なため，速やかに試験会場に向かうこと。そのまま受験をする。 

◎ 試験開始後 20 分を超えて到着した場合 

遅延証明書を持って，速やかに２号館１階の学事センター（教務）窓口に来ること。到着時間等を確認し，遅延証明

書を提出のうえ追試験申請をすることができる。 

★判断に迷う場合は，まず試験教室に行き，試験監督の指示に従うこと。 

 

具体的な追試験申請期間および注意事項等は定期試験前に Loyola 学事センター（教務）掲示板に掲示しますのでよく確認

してください。 
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臨時試験 

 

臨時試験は，随時授業中に行われる試験です。日程などは，掲示あるいは授業中に指示されることもあるので，注意して

下さい。 

 

 

公共交通機関運行停止時の取扱いについて

 

台風・大雨など各種の自然災害や事故・ストライキなどによる電車運行停止のため，授業や定期試験を平常通り行うこと

ができないと判断された場合は，休講もしくは試験日の振替などの特別措置をとることがあります。特別措置の内容につ

いては，大学ホームページ，Loyola もしくは公式フェイスブックでお知らせしますので各自で確認してください。
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5. 学力の評価 
 

 

評価基準 

 

期末試験を課さない科目を除き，成績評価は，概ね平常点 30%，期末試験 70%の割合でこれを行います。シラバスにおいて

平常点と期末試験を総合評価する旨を記載している場合は，すべてこの基準に即しています。 

成績評価と判定基準は次のとおりです。 

 

  評価 評点 QPI 内   容 

判 
 
 
 
 

定 

合 格 

A 100～90 点 4.0 特に優れた成績を示したもの 

B 89～80 点 3.0 優れた成績を示したもの 

C 79～70 点 2.0 妥当と認められる成績を示したもの 

D 69～60 点 1.0 合格と認められるための 低限度の成績を示したもの 

P ――  合格と認められる成績を示したもの 

不合格 

F 59 点以下 0 
合格を「A，B，C，D」とする科目において，合格と認められるに足

る成績を示さなかったもの 

X ――  
合格を「P」とする科目において，合格と認められるに足る成績を

示さなかったもの 

評価保留 I ――  判定を一時的に保留としたもの 

履修中止 W   所定の期日までに履修中止の手続をしたもの 

認定科目 N ――  修得単位として認定されたもの 

 

 

成績評価の割合 

 

受験学生総数が 20 名以上の科目について，受験者数に対する成績評価の割合は，概ね以下のとおりとします。 

①Aは，20%以下とする。 

②Bは，30%以下とする。ただし，Aと合計して 50%を超えない限度で 30%を超えることができる。 

③Aおよび Bは，合計して 20%以上とする。 

ただし，A群・実務演習科目及びB群・実務科目（開講科目担当表p.35-38）については， 
A は，50%以下，B以下については，成績評価割合を定めないものとします。 

上記の割合は，レポートの成績評価にも適用されます。 

受験学生総数が 20 名に満たない場合であっても，上記の基準を考慮して，成績評価を行うように努めます。 

 

 

ＧＰＡ (Grade Point Average) 

 

各評価の Quality Point Index（＝QPI：上表参照）と呼ばれる値に各科目の単位数をかけたものが Quality Point となり，

Quality Point の総合計を履修登録科目の総単位数で割ったものが GPA となります。W（履修中止），N（認定科目），P（合

格），X（不合格），I（判定保留）は計算式に含まれません。 

 

【ＧＰＡの計算式】 

4.0×A の修得単位数+3.0×B の修得単位数+2.0×C の修得単位数+1.0×D の修得単位数 

履修登録科目の総単位数（W，N，P，X，Iとして表示された科目を除く） 

 

 

成績の確認 

 

春学期科目を含んだ累積の成績 法科大学院生（1年次～3年次） 8 月 26 日（火）～Loyola にて公開 

秋学期科目を含んだ累積の成績 法科大学院生（1年次～3年次） 2 月 25 日（木）～Loyola にて公開 
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成績評価確認願 

 

成績評価について疑問のある場合は，「成績評価確認願」（所定用紙・学事センター（教務）備付け）を下記の提出締切日

までに 2 号館 1F 学事センター（教務）へ提出してください。その際，必ず Loyola の成績照会画面を印刷したもの等，成

績を確認できる資料を持参してください。期日を過ぎた場合の願い出は一切受け付けられません。 

 

■「成績評価確認願」提出締切日 

 
2015 年度春学期科目 9 月 11 日（金）～9月 25 日（金）

2015 年度秋学期科目 2 月 25 日（木）～2月 26 日（金）

 

なお，次の要件を充たす場合に限り，上記「成績評価確認願」の回答を 2号館 1F 学事センター（教務）で確認後，次の

方法にしたがい，「成績評価再確認願（理由書）」を法科大学院成績評価委員会に提出することができます。 

 

■「成績評価再確認願（理由書）」の提出の要件 

①明らかに成績表への誤記があると考えられるとき 

②成績評価確認願の回答書に明らかに誤りがあると考えられるとき 

 

■「成績評価再確認願（理由書）」提出の手続 

①「成績評価再確認願（理由書）」の提出は，2 号館 1 階の学事センター（教務）より「成績評価確認願」の回答閲覧の

呼び出しを Loyola で受けてから，2週間以内とする。 

②「成績評価確認願」の回答書の写しを，2号館 1階学事センター（教務）で受け取る。 

③「成績評価確認願」の回答書の写しとともに，「成績評価再確認願（理由書）」を法科大学院成績評価委員会宛に提出

する（提出窓口は，法科大学院事務室）。 

 

法科大学院成績評価委員会は，上記の要件を充たすと思料したときには，当該学生および担当教員から事情を聴取し，

また必要があれば担当教員から答案の提出を求めて，再度，検証の必要の有無を判断します。 

この結果については，措置決定通知書によって，「成績評価再確認願（理由書）」受理後 14 日以内に法科大学院事務室よ

り当該学生に通知します。 

 

 

入学前等の単位認定 

 

入学前または在学中に他の大学院等で修得した単位について，教育研究上有益と認められる場合には，本法科大学院にお

いて修得したものとして認定することができます。 

標準コースの者は 30 単位，短縮コースの者は 2単位を限度とします。認定する単位数の上限には，早稲田大学大学院法務

研究科（p.32）との単位互換協定により修得した単位も含みます。認定することを希望する者は，入学後 2 ヶ月以内に，

または修得後 2ヶ月以内に申請してください。 
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Ⅲ．カリキュラムについて 
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1. 修了要件・進級要件，履修上の注意 
 

 

標準（3年制）コース 

 

1. 修了要件（上智大学大学院学則第 21 条の 3） 
下記，①，②，③の条件すべてを満たすこと。 

①在学年数 3 年以上 

②修了要件単位数 

必修 68 単位 

選択必修   22 単位 

(法律実務基礎 6 単位) 

(基礎法学・隣接科目 4 単位) 

(展開・先端科目 12 単位) 

選択 3 単位 

合 計 93 単位 

③GPA 要件 

【2010 年度入学】  各年次（第 1学年～第 3学年）の GPA が 1.0 を下回らない 

【2011 年度以降入学】各年次（第 1学年～第 3学年）の GPA が 1.6 を下回らない 

2. 標準配当表 

93 

単 

位 

   1 年次 2 年次 3 年次 

必 

修 

68 

単 

位 

法律基本科目 憲法基礎 4 単位 

行政法基礎 2 単位 

民法基礎Ⅰ 4 単位 

民法基礎Ⅱ 4 単位 

民法基礎Ⅲ 2 単位 

商法基礎 4 単位 

民事訴訟法基礎 

 4 単位 

刑法基礎 4 単位 

刑事訴訟法基礎 

 2 単位 

 

 計 30 単位 

憲法 2 単位 

行政法基礎(※)2 単位 

行政法 2 単位 

民法Ⅰ 4 単位 

民法Ⅱ 4 単位 

商法Ⅰ 2 単位 

商法Ⅱ 2 単位 

民事訴訟法Ⅰ 2 単位 

民事訴訟法Ⅱ 2 単位 

刑法 2 単位 

刑事訴訟法 4 単位 

 

 計 26 単位 

公法(総合) 2 単位 

民事法(総合) 2 単位 

刑事法(総合) 2 単位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 計 6 単位 

法律実務基礎科目  法曹倫理 2 単位 

訴訟実務基礎(民事) 

 2 単位 

 

 計 4 単位 

訴訟実務基礎(刑事) 

 2 単位 

 

 

 計 2 単位 

選 

択 

必 

修 

22 

単 

位 

法律実務基礎科目 

6 単位 

 A 群 

1 科目 2単位以上 

B 群 

2 科目 4単位以上 

基礎法学・隣接科目 

4 単位 

   

展開・先端科目 

12 単位 

   

選 

択 

3 

単 

位 

    

※【2015 年度入学】「行政法基礎」は，1 年次または 2 年次に履修することができる。ただし，「行政法」の前提科目であ

ることに注意すること。 

・【2015 年度入学】法律基本科目分野の選択科目「法学実務基礎Ⅰ」「法学実務基礎Ⅱ」は，修了要件単位数としては算入

されない。 

・早稲田大学大学院法務研究科との単位互換により履修する授業科目の単位数は，選択科目に算入される（p.32 参照）。 
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3. 進級要件 
【2010 年度入学】 

〔単位要件〕1年次は当該年次の必修科目 24 単位，2年次は当該年次の必修科目 20 単位を含む 24 単位を修得していること。 

〔GPA 要件〕各年次の GPA が 1.0 を下回らないこと。 

【2011 年度以降入学】 

〔単位要件〕1年次は当該年次の必修科目 24 単位，2年次は当該年次の必修科目 20 単位を含む 24 単位を修得していること。 

〔GPA 要件〕各年次の GPA が 1.6 を下回らないこと。 

[注意] 進級要件・修了要件としての GPA の計算方法について 

・進級要件・修了要件として利用する GPA は，「各年次ごとの GPA」である。各学期の GPA，累積全科目の GPA とは異なる。 

・例えば，1 年次に GPA3.0 の成績を収め，1 年次及び 2 年次の累積全科目 GPA が 1.6（1.0）を上回っていても，2 年次に

おける GPA が 1.6（1.0）未満である場合には，進級要件を満たすことはできない。 

＊進級できなかった場合の履修については，p.26「6.留年（原級留置）の場合の科目履修」を参照。 

4. 退学要件 
同一年次に通算 4 セメスター（休学期間を除く）を超えて留まることはできない。ただし，春学期が 4 セメスター目にあ

たる場合に限り，当該年度の秋学期まで同一年次での在籍とする。この場合は，当該年度の秋学期休学は認められない。

なお，半期休学によって履修に不都合が生じても特例の措置はとらない（休学前に履修計画を検討すること）。 

5. 履修上の注意 

① 履修登録単位数の上限（年間 高履修限度） 

年間の履修登録単位数は，各年次下記の通り制限されているので，これを超えて履修することはできない。 

1・2年次 36 単位 

3 年次 44 単位 

＊【2015 年度入学】「法学実務基礎Ⅰ」および「法学実務基礎Ⅱ」は，年間 高履修限度に含めない。ただし，修了要 

件単位数に算入できない。 

＊【2015 年度入学】「行政法基礎」を 2年次に履修する場合，年間 高履修限度に含めない。 

＊ 進級が認められた場合の再履修科目については，4単位を限度として，年間 高履修限度に含めない。 

＊「エクスターンシップⅠ」（1単位）「エクスターンシップⅡ」（1単位）は年間 高履修限度に含めない。 

＊ 早稲田大学大学院法務研究科との単位互換による授業科目の単位数は年間 高履修限度に含まれる。 

＊ 履修中止をした科目の単位数も年間 高履修限度に含まれるので注意すること。 

＊ いずれの年次においても，44 単位を超えて履修登録することはできないので注意すること。 

②「法情報調査」の受講 

入学時に「法情報調査」の講義を集中で行うので，全員必ず受講すること。 

③ 必修科目の履修とその前提科目の単位修得 

前提科目とは，特定の科目の履修にあたり，既に単位を修得していなければならない科目をいう。進級要件の必要単位

数を修得して進級した場合でも，下表の左側に位置する必修科目については，右側の前提科目を修得していない限り，

当該科目の履修は認められない。 

配当

年次 
科目名 前提科目 

配当

年次
科目名 前提科目 

2 

年 

次 

憲法 憲法基礎  

3 

年 

次 

公法（総合）

憲法基礎，行政法基礎の 2 科目，

並びに憲法，行政法の 2科目のう

ち 1科目以上 
行政法 行政法基礎  

民法Ⅰ 

民法基礎Ⅰ 

民法基礎Ⅱ 

民法基礎Ⅲ 

 

民事法（総合）

民法基礎Ⅰ・民法基礎Ⅱ・民法基礎

Ⅲ，商法基礎及び民事訴訟法基礎の

5 科目， 

並びに民法Ⅰ・民法Ⅱ，商法Ⅰ・商

法Ⅱ，民事訴訟法Ⅰ・民事訴訟法Ⅱ

の 6 科目のうち 2 科目以上 

民法Ⅱ 

民法基礎Ⅰ 

民法基礎Ⅱ 

民法基礎Ⅲ 

 

商法Ⅰ 商法基礎  

商法Ⅱ 商法基礎  

刑事法（総合）

刑法基礎，刑事訴訟法基礎 2 科目，

並びに刑法，刑事訴訟法の 2 科目の

うち 1 科目以上 

民事訴訟法Ⅰ 民事訴訟法基礎  

民事訴訟法Ⅱ 民事訴訟法基礎  

刑法 刑法基礎  
訴訟実務基礎

（刑事） 

刑法基礎，刑事訴訟法基礎の 2 科目，

並びに刑法，刑事訴訟法の 2 科目の

うち 1 科目以上 
刑事訴訟法 刑事訴訟法基礎  

訴訟実務基礎 

（民事） 

民法基礎Ⅰ・民法基礎Ⅱ・民法基礎

Ⅲ，商法基礎及び民事訴訟法基礎の

5科目のうち 4科目以上 
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④ 再履修クラス 

進級した後に，進級前の年次に配当されている必修科目を再履修しようとする場合は，みずからの属するクラス（A で

あれば 2A，B であれば 2B）で履修登録すること。時間割上，進級後の年次の他の必修科目の開講時間と重なるときは，

例外的に進級後の年次の必修科目について，指定外クラスでの履修を認める措置を取ることがある。指定外クラスの履

修については，⑤の手続によること。指定外クラスでの履修であっても開講時間が重複する場合は，進級前の年次に配

当されている必修科目の履修を優先し，その結果履修することができなかった進級後の年次に配当されている必修科目

の履修は，次年度以降に履修することとする。 

⑤ 指定外クラスの履修 

必修科目で指定外クラスの履修が必要な場合は，必ず指定期間内に法科大学院事務室に所定の申請書を提出すること。

許可された場合，学事センターが登録を行うので，必ず各自で登録を確認すること。 

⑥ 法律実務基礎科目の履修と予備登録 

法律実務基礎科目のうちの選択必修科目（6単位）は，以下のとおり，必ず履修すること。 

なお，これらの科目は，事前に希望調査（予備登録）を行った上で，人数調整を行う。 

この予備登録の結果に従って学事センターが登録を行うので，必ず各自で登録を確認すること。 

予備登録を行った科目は履修を変更・中止することはできない。 

【2年次配当】A群・実務演習科目：1科目（2単位）以上必ず修得すること。 

       ＊3 年次生でも受講者数によっては履修できる場合もある。 

【3年次配当】B群・実務科目：2科目（4単位）以上必ず修得すること。 

⑦ 各科目群で必要とされる修得単位を超えた単位の取扱い 

選択必修科目である法律実務基礎科目（A 群・B群）から 6単位を超えて修得した単位，基礎法学・隣接科目から 4 単位

を超えて修得した単位，展開・先端科目から 12 単位を超えて修得した単位は，いずれも選択科目として，修了に必要な

単位（3単位）に算入される。 

⑧ リーガルクリニックの履修 

リーガルクリニックは，春学期・秋学期同内容で開講するが，各学期 15 名を上限とする。履修できるのは，いずれか 1

学期に限る。 

⑨ エクスターンシップへの派遣と履修希望調査 

エクスターンシップは，派遣期間が春期休暇中もしくは夏期休暇中となるが，事前に履修希望を調査した上，派遣先を

決定する。派遣が決まった者は，所定の事前授業に必ず出席しなければならない。また，エクスターンシップに派遣さ

れた者は，派遣後，直近の学期にて学事センターが登録を行うので，必ず各自で登録を確認すること。エクスターンシ

ップの派遣が決まっても，予備登録で認められた他の B群科目の履修を変更・中止することはできない。 

⑩ 自主研究・論文作成 

1) 自主研究・論文作成の単位を修得しようとする学生は，次の要領で論文を提出しなければならない。 

1.論文の字数 本文 2万字程度（別紙として，1,000 字程度の要旨を付ける） 

2.提出期限  2016 年 1 月 29 日（金）16:00 

3.提出先   法科大学院事務室 

4.提出部数 2 部 

5.書式 法科大学院が別途指定する規格に沿って提出 

6. 留年（原級留置）の場合の科目履修 

① 年次指定科目について 

留年（原級留置）した場合，次の年次以降の必修科目および選択必修科目の法律実務基礎科目（A群・B群）を履修する

ことはできない。ただし，法律実務基礎科目以外の選択必修科目および選択科目については，個別の許可によって，年

次指定を外して履修できる場合がある。許可申請は，各学期の履修登録期間が始まる前に行うこと。許可された場合，

学事センターが登録を行うので，必ず各自で登録を確認すること。 

② 再履修について 

【2011 年度～2012 年度入学】 

GPA 要件が理由で進級・修了できなかった場合は，2012 年度以降に履修した成績評価が D である科目について，同一

年次の 2年目において，所定の許可申請書を指定期間内に提出することにより，再履修することができる。 

【2013 年度以降入学】 

GPA 要件が理由で進級・修了できなかった場合は，当該年次に履修した D 評価を受けたすべての必修科目を，同一年

次の 2年目において再履修する。 
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③ 進級できなかった場合の GPA の計算方法について 

進級要件を満たせず同一年次に留まる場合には，同一年次の2年目の成績と1年目の成績を合算して「各年次ごとのGPA」

を算出する。 

〔F評価について〕 

・1年目において F評価を受けた科目については，同一年次の 2年目に同じ科目を再履修して成績が付与された場合に

限り，1年目の同じ科目の F 評価を「各年次ごとの GPA」の算出にあたり除外し，再履修の際に新たに付与された評

価に基づき算出する。 

・（履修中止可能な科目の場合）1 年目の F 評価を受けた科目を，同一年次の 2 年目に再度登録したが履修中止をした

場合（W），1年目の F評価は「各年次ごとの GPA」の算出にあたり除外されない。 

〔D評価について〕＊GPA 要件が理由で進級・修了できなかった場合のみ 

【2011 年度～2012 年度入学】 

・「各年次ごとの GPA」の算出にあたっては，1年目の同じ科目の D評価を除外し，再履修の際に新たに付与された評

価に基づき算出する。 

・（履修中止可能な科目の場合）1年目の D 評価を受けた科目を，同一年次の 2年目に再度登録したが履修中止をした

場合（W），1年目の D評価は「各年次ごとの GPA」の算出にあたり除外されない。 

【2013 年度以降入学】 

｢各年次ごとの GPA」の算出にあたっては，1年目の同じ必修科目の D評価を除外し，再履修の際に新たに付与され

た評価に基づき算出する。 
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短縮（2年制）コース 

 

1. 修了要件（上智大学大学院学則第 21 条の 3） 
下記，①，②，③の条件すべてを満たすこと。 

①在学年数 2 年以上 

② 修了要件単位数 

【2015 年度入学】 

必修 40 単位 

選択必修 22 単位 

(法律実務基礎 6 単位) 

(基礎法学・隣接科目 4 単位) 

(展開・先端科目 12 単位) 

選択 3 単位 

合 計 65 単位 

【2014 年度以前入学】 

必修 38 単位 

選択必修 22 単位 

(法律実務基礎 6 単位) 

(基礎法学・隣接科目 4 単位) 

(展開・先端科目 12 単位) 

選択 5 単位 

合 計 65 単位 

①  GPA 要件 

各年次（第 2 学年～第 3学年）の GPA が 1.6 を下回らない 

2. 標準配当表 

【2015 年度入学】 

65 

単 

位 

   2 年次 3 年次 

必 

修 

40 

単 

位 

法律基本科目 憲法 2 単位 

行政法基礎 2 単位 

行政法 2 単位 

民法Ⅰ 4 単位 

民法Ⅱ 4 単位 

商法Ⅰ 2 単位 

商法Ⅱ 2 単位 

民事訴訟法Ⅰ 2 単位 

民事訴訟法Ⅱ 2 単位 

刑法 2 単位 

刑事訴訟法 4 単位 

 計 28 単位 

公法(総合) 2 単位 

民事法(総合) 2 単位 

刑事法(総合) 2 単位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 計 6 単位 

法律実務基礎科目 法曹倫理 2 単位 

訴訟実務基礎(民事) 2 単位 

 

 計 4 単位 

訴訟実務基礎(刑事) 2 単位 

 

 

 計 2 単位 

選 

択 

必 

修 

22 

単 

位 

法律実務基礎科目 

6 単位 

A 群 

1 科目 2単位以上 

B 群 

2 科目 4単位以上 

基礎法学・隣接科目 

4 単位 

  

展開・先端科目 

12 単位 

  

選 

択 

3 

単 

位 

   

・早稲田大学大学院法務研究科との単位互換により履修する授業科目の単位数は，選択科目に算入される（p.32 参照）。 
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【2014 年度以前入学】 

65 

単 

位 

   2 年次 3 年次 

必 

修 

38 

単 

位 

法律基本科目 憲法 2 単位 

行政法 2 単位 

民法Ⅰ 4 単位 

民法Ⅱ 4 単位 

商法Ⅰ 2 単位 

商法Ⅱ 2 単位 

民事訴訟法Ⅰ 2 単位 

民事訴訟法Ⅱ 2 単位 

刑法 2 単位 

刑事訴訟法 4 単位 

 

 計 26 単位 

公法(総合) 2 単位 

民事法(総合) 2 単位 

刑事法(総合) 2 単位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 計 6 単位 

法律実務基礎科目 法曹倫理 2 単位 

訴訟実務基礎(民事) 2 単位 

 

 計 4 単位 

訴訟実務基礎(刑事) 2 単位 

 

 

 計 2 単位 

選 

択 

必 

修 

22 

単 

位 

法律実務基礎科目 

6 単位 

A 群 

1 科目 2単位以上 

B 群 

2 科目 4単位以上 

基礎法学・隣接科目 

4 単位 

  

展開・先端科目 

12 単位 

  

選 

択 

5 

単 

位 

   

・早稲田大学大学院法務研究科との単位互換により履修する授業科目の単位数は，選択科目に算入される（p.32 参照）。 

3. 進級要件 
〔単位要件〕当該年次の必修科目 20 単位を含む 24 単位を修得していること。 

〔GPA 要件〕 各年次の GPA が 1.6 を下回らないこと。 

[注意] 進級要件・修了要件としての GPA の計算方法について 

・進級要件・修了要件として利用する GPA は，「各年次ごとの GPA」である。各学期の GPA，累積全科目の GPA とは異なる。 

・例えば，1 年次に GPA3.0 の成績を収め，1 年次及び 2 年次の累積全科目 GPA が 1.6 を上回っていても，2 年次における

GPA が 1.6 未満である場合には，進級要件を満たすことはできない。 

＊進級できなかった場合の履修については，p.26「6.留年（原級留置）の場合の科目履修」を参照。 

4. 退学要件 
同一年次に通算 4 セメスター（休学期間を除く）を超えて留まることはできない。ただし，春学期が 4 セメスター目にあ

たる場合に限り，当該年度の秋学期まで同一年次での在籍とする。この場合は，当該年度の秋学期休学は認められない。

なお，半期休学によって履修に不都合が生じても特例の措置はとらない（休学前に履修計画を検討すること）。 

5. 履修上の注意 

① 履修登録単位数の上限（年間 高履修限度） 

年間履修登録単位数は，各年次下記の通り制限されているので，これを超えて履修することはできない。 

2 年次 36 単位 

3 年次 44 単位 

＊【2015 年度入学】「行政法基礎」は，2年次の年間 高履修限度に含めない。 

＊ 「エクスターンシップⅠ」（1単位）「エクスターンシップⅡ」（1単位）は年間 高履修限度に含めない。 

＊ 早稲田大学大学院法務研究科との単位互換による授業科目の単位数は年間 高履修限度に含まれる。 

＊ 履修中止をした科目の単位数も年間 高履修限度に含まれるので注意すること。 

＊ いずれの年次においても，44 単位を超えて履修登録することはできないので注意すること。 

② 必修科目の履修とその前提科目の単位修得 

前提科目とは，特定の科目の履修にあたり，既に単位を修得していなければならない科目をいう。進級要件の必要単位

数を修得して進級した場合でも，下表の左側に位置する必修科目については，右側の前提科目を修得していない限り，



- 30 - 

当該科目の履修は認められない。 

配当年次 科目名 前提科目 

2 

年 

次 

行政法 行政法基礎 

 

配当年次 科目名 前提科目 

3 

年 

次 

公法（総合） 憲法，行政法の 2科目のうち 1科目以上 

民事法（総合） 
民法Ⅰ・民法Ⅱ，商法Ⅰ・商法Ⅱ，民事訴訟法Ⅰ・民事訴訟法Ⅱの 6 科目のうち 2

科目以上 

刑事法（総合） 刑法，刑事訴訟法，の 2科目のうち 1科目以上 

訴訟実務基礎（刑事） 刑法，刑事訴訟法，の 2科目のうち 1科目以上 

③ 再履修クラス 

進級した後に，進級前の年次に配当されている必修科目を再履修しようとする場合は，みずからの属するクラス（A で

あれば 2A，B であれば 2B）で履修登録すること。時間割上，進級後の年次の他の必修科目の開講時間と重なるときは，

例外的に進級後の年次の必修科目について，指定外クラスでの履修を認める措置を取ることがある。指定外クラスの履

修については，④の手続によること。指定外クラスでの履修であっても開講時間が重複する場合は，進級前の年次に配

当されている必修科目の履修を優先し，その結果履修することができなかった進級後の年次に配当されている必修科目

の履修は，次年度以降に履修することとする。 

④ 指定外クラスの履修 

必修科目で指定外クラスの履修が必要な場合は，必ず指定期間内に法科大学院事務室に所定の申請書を提出すること。

許可された場合，学事センターが登録を行うので，必ず各自で登録を確認すること。 

⑤ 法律実務基礎科目の履修と予備登録 

法律実務基礎科目のうちの選択必修（6単位）は，以下のとおり，必ず履修すること。 

なお，これらの科目は，事前に希望調査（予備登録）を行った上で，人数調整を行う。 

この予備登録の結果に従って学事センターが登録を行うので，必ず各自で登録を確認すること。 

予備登録を行った科目は履修を変更・中止することはできない。 

【2年次配当】A群・実務演習科目：1科目（2単位）以上必ず修得すること。 

       ＊3 年次生でも受講者数によっては履修できる場合もある。 

【3年次配当】B群・実務科目：2科目（4単位）以上必ず修得すること。 

⑥ 各科目群で必要とされる修得単位を超えた単位の取扱い 

選択必修科目である法律実務基礎科目（A 群・B群）から 6単位を超えて修得した単位，基礎法学・隣接科目から 4 単位

を超えて修得した単位，展開・先端科目か 12 単位を超えて修得した単位は，いずれも選択科目として，修了に必要な単

位（5単位）に算入される。 

⑦ リーガルクリニックの履修 

リーガルクリニックは，春学期・秋学期同内容で開講するが，各学期 15 名を上限とする。履修できるのは，いずれか 1

学期に限る。 

⑧ エクスターンシップへの派遣と履修希望調査 

エクスターンシップは，派遣期間が春期休暇中もしくは夏期休暇中となるが，事前に履修希望を調査した上，派遣先を

決定する。派遣が決まった者は，所定の事前授業に必ず出席しなければならない。また，エクスターンシップに派遣さ

れた者は，派遣後，直近の学期にて学事センターが登録を行うので，必ず各自で登録を確認すること。エクスターンシ

ップの派遣が決まっても，予備登録で認められた他の B群科目の履修を変更・中止することはできない。 

⑨ 自主研究・論文作成 

1) 自主研究・論文作成の単位を修得しようとする学生は，次の要領で論文を提出しなければならない。 

1.論文の字数 本文 2万字程度（別紙として，1,000 字程度の要旨を付ける） 

2.提出期限  2016 年 1 月 29 日（金）16:00 

3.提出先   法科大学院事務室 

4.提出部数 2 部 

5.書式 法科大学院が別途指定する規格に沿って提出 

6. 留年（原級留置）の場合の科目履修 

① 年次指定科目について 

留年（原級留置）した場合，次の年次以降の必修科目および選択必修科目の法律実務基礎科目（A群・B群）を履修する

ことはできない。ただし，法律実務基礎科目以外の選択必修科目および選択科目については，個別の許可によって，年
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次指定を外して履修できる場合がある。許可申請は各学期の履修登録期間が始まる前に行うこと。許可された場合，学

事センターが登録を行うので，必ず各自で登録を確認すること。 

② 再履修について 

【2012 年度入学】 

GPA 要件が理由で進級・修了できなかった場合は，2012 年度以降に履修した成績評価が D である科目について，同一

年次の 2年目において，所定の許可申請書を指定期間内に提出することにより，再履修することができる。 

【2013 年度以降入学】 

GPA 要件が理由で進級・修了できなかった場合は，当該年次に履修した D 評価を受けたすべての必修科目を，同一年

次の 2年目において再履修する。 

③ 進級できなかった場合の GPA の計算方法について 

進級要件を満たせず同一年次に留まる場合には，同一年次の2年目の成績と1年目の成績を合算して「各年次ごとのGPA」

を算出する。 

〔F評価について〕 

・1年目において F評価を受けた科目については，同一年次の 2年目に同じ科目を再履修して成績が付与された場合に

限り，1年目の同じ科目の F 評価を「各年次ごとの GPA」の算出にあたり除外し，再履修の際に新たに付与された評

価に基づき算出する。 

・（履修中止可能な科目の場合）1 年目の F 評価を受けた科目を，同一年次の 2 年目に再度登録したが履修中止をした

場合（W），1年目の F評価は「各年次ごとの GPA」の算出にあたり除外されない。 

〔D評価について〕＊GPA 要件が理由で進級・修了できなかった場合のみ 

【2012 年度入学】 

・「各年次ごとの GPA」の算出にあたっては，1年目の同じ科目の D評価を除外し，再履修の際に新たに付与された評

価に基づき算出する。 

・（履修中止可能な科目の場合）1年目の D 評価を受けた科目を，同一年次の 2年目に再度登録したが履修中止をした

場合（W），1年目の D評価は「各年次ごとの GPA」の算出にあたり除外されない。 

【2013 年度以降入学】 

｢各年次ごとの GPA」の算出にあたっては，1年目の同じ科目の D評価を除外し，再履修の際に新たに付与された評

価に基づき算出する。 
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2. 早稲田大学法科大学院との学生交流について 
 

 

早稲田大学大学院法務研究科と上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻は，2006 年 4 月より，法科大学院教育の一層の充

実をはかり，優れた法律家の養成に資することを目的として，相互科目履修による学生交流を行っています。 

 

履修科目について 

 

2015 年度に履修できる科目は下記のとおりである。履修できるのは，2・3 年次生で，1 人 2 科目 4 単位を上限とし，1 科

目につき 3 人を上限とする。なお，標準コースの学生がこれらの科目を履修した場合，修了認定にあたってはその修得単

位を選択科目（その他）の単位数として算入する。短縮コースの学生については，2単位を限度として選択科目（その他）

の単位数として算入する。 

p.21「入学前等の単位認定」参照 

 

（注） 早稲田大学法科大学院の提供科目については，履修中止，定期試験未受験は一切認められない。 

 

早稲田大学法科大学院提供科目 上智大学法科大学院提供科目 

消費者法 Law and Practice of International 

Business Transactions 

自治体紛争法 国際取引法の現代的課題 

資本市場法 金融法 

社会保障法 比較法 

少年法 国際環境法 

医事法Ⅰ 環境訴訟 

ジェンダーと法 B 比較環境法 

外国人と法 法と経済学 

公務員法 

 

 

 

 

3. 「環境法プログラム履修証」の授与について 
 

 
環境法の関係科目を履修して環境法に関する専門性を高めたことを証するために，修了時において一定基準を満たした学

生に対して，申請に基づき，法科大学院より「環境法プログラム履修証（Certificate of Specialization in Environmental 

Law）」を授与する。下記の表に掲げられる関係科目のうち，環境法政策，環境訴訟を含む合計 10 単位以上を取得した者が，

申請資格を有する。 

なお，本措置は，2015 年度入学以前の学生に対しても適用する。 

 

1．法律実務基礎科目 環境法と実務（選択 1単位），環境法実務演習（Ａ群・実務演習科目）（選必 2単位） 

2．展開・先端科目 環境法基礎（選必 2単位），環境法政策（選必 2単位），環境訴訟（選必 2単位）， 

国際環境法（選必 2単位），自然保護法（選必 2単位），企業環境法（選必 2単位）， 

環境刑法（選必 1単位），比較環境法（選必 2単位） 

 

お問い合わせは 2号館 12F 法科大学院事務室まで。 
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4. 2015 年度開講科目担当表 
 

 

 

 

 

 

※短縮（2年制）コース新入生の年次は，2年次とする。 

※担当者欄の＊印は兼任講師（非常勤講師）を示す。 

※前半は学期の前半，後半は学期の後半に授業を行うことを示す。 

登録番号 授 業 科 目 名 

単位 
開

講

期

担当者 
履修 

年次 
備  考 

必

修

選

必

選

択
氏     名 

法 律 基 本 科 目 

LWS10100 憲法基礎 4   春  矢 島 基 美 1 週 2 回 

LWS10200 行政法基礎 2   春  古 城   誠 1・2  

LWS10300 民法基礎Ⅰ 4   春  奥 冨   晃 1 週 2 回 

LWS10400 民法基礎Ⅱ 4   秋  伊 藤 栄 寿 1 週 2 回 

LWS10500 民法基礎Ⅲ 2   秋  羽 生 香 織 1  

LWS10600 商法基礎 4   秋  野 田 耕 志 1 週 2 回 

LWS10700 民事訴訟法基礎 4   秋  田 頭 章 一 1 週 2 回 

LWS10800 刑法基礎 4   春  伊 藤   渉 1 週 2 回 

LWS10900 刑事訴訟法基礎 2   秋  三 好 幹 夫 1  

LWS20100 憲法 2   春  高 見 勝 利 2 A クラス 

LWS20101 憲法 2   春  高 見 勝 利 2 B クラス 

LWS20200 行政法 2   秋  小 幡 純 子 2 A クラス 

LWS20201 行政法 2   秋  小 幡 純 子 2 B クラス 

LWS20300 民法Ⅰ 4   春  福 田 誠 治 2 A クラス 

LWS20301 民法Ⅰ 4   春  福 田 誠 治 2 B クラス 

LWS20400 民法Ⅱ 4   秋  小 山 泰 史 2 A クラス 

LWS20401 民法Ⅱ 4   秋  小 山 泰 史 2 B クラス 

LWS21500 商法Ⅰ 2   春 松 井 智 予 2 A クラス 

LWS21501 商法Ⅰ 2   春 松 井 智 予 2 B クラス 

LWS21600 商法Ⅱ 2   秋 松 井 智 予 2 A クラス 

LWS21601 商法Ⅱ 2   秋 松 井 智 予 2 B クラス 

LWS20600 民事訴訟法Ⅰ 2   春  原     強 2 A クラス 

LWS20601 民事訴訟法Ⅰ 2   春  原     強 2 B クラス 

LWS20700 民事訴訟法Ⅱ 2   秋  原     強 2 A クラス 

LWS20701 民事訴訟法Ⅱ 2   秋  原     強 2 B クラス 

LWS20800 刑法 2   春  照 沼 亮 介 2 A クラス 

LWS20801 刑法 2   春  照 沼 亮 介 2 B クラス 

同内容 注 1 

同内容 注 1 

同内容 
週 2 回 注 1 

同内容 
週 2 回 注 1 

同内容 注 1 

同内容 注 1 

同内容 注 1 

同内容 注 1 

同内容 注 1 
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登録番号 授 業 科 目 名 

単位 
開

講

期

担当者 
履修 

年次 
備  考 

必

修

選

必

選

択
氏     名 

LWS21400 刑事訴訟法 4   秋  長 沼 範 良 2 A クラス 

LWS21401 刑事訴訟法 4   秋  長 沼 範 良 2 B クラス 

LWS30100 公法（総合） 2  
 

春
 小 島 慎 司 

 筑 紫 圭 一 
3 A クラス 

LWS30101 公法（総合） 2   春
 小 島 慎 司 

 筑 紫 圭 一 
3 B クラス 

LWS30200 民事法（総合） 2

  

春

 田 頭 章 一 

 石 井 文 晃 

辻   伸 行 

野 田 耕 志 

3 A クラス 

LWS30201 民事法（総合） 2   春

 田 頭 章 一 

 石 井 文 晃 

辻   伸 行 

野 田 耕 志 

3 B クラス 

LWS30300 刑事法（総合） 2
  

春
三 好 幹 夫 

 照 沼 亮 介 
3 A クラス 

LWS30301 刑事法（総合） 2   春
 三 好 幹 夫 

 照 沼 亮 介 
3 B クラス 

LWS61600 法学実務基礎 I   2 春

 コーディネータ 

 森 下 哲 朗 

 石 井 文 晃 

＊新 沼   径 

＊南 谷 英 幸 

＊海老沼 英 次 

＊横 手   聡 

1 

2015 年度以降入学の 

標準（3年制）コース対象 

 

輪講 隔週 

LWS61700 法学実務基礎Ⅱ   1 秋

 コーディネータ 

 矢 島 基 美 

 伊 藤 栄 寿 

 伊 藤   渉 

＊金 谷   良 

＊浦 西 洋 行 

＊萩 原 美保子 

＊松 井   智 

1 

2015 年度以降入学の 

標準（3年制）コース対象 

 

輪講 隔週 

法 律 実 務 基 礎 科 目 

LWS21100 法曹倫理 2

  

春

 三 好 幹 夫 

 岩 崎 政 孝 

塩野谷   高 

2 A クラス 

LWS21101 法曹倫理 2   春

 三 好 幹 夫 

 岩 崎 政 孝 

塩野谷   高 

2 B クラス 

LWS30400 訴訟実務基礎（民事） 2   秋 ＊三 上 乃理子 2 A クラス 

LWS30401 訴訟実務基礎（民事） 2   秋 ＊三 上 乃理子 2 B クラス 

同内容 
週 2 回 注 1 

同内容 
輪講 注 1 

同内容 
輪講 注 1 

同内容 
輪講 注 1 

同内容 
輪講 注 1 

同内容 注 1 
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登録番号 授 業 科 目 名 

単位 
開

講

期

担当者 
履修 

年次 
備  考 

必

修

選

必

選

択
氏     名 

LWS30500 訴訟実務基礎（刑事） 2

  

春

 三 好 幹 夫 

 岩 崎 政 孝 

 塩野谷   高 

3 A クラス 

LWS30501 訴訟実務基礎（刑事） 2   春

 三 好 幹 夫 

 岩 崎 政 孝 

 塩野谷   高 

3 B クラス 

LWS61100 民法と実務   2 秋  葉 玉 匡 美 2・3  

LWS60201 会社法と実務   2 春  葉 玉 匡 美 3  

LWS60300 応用訴訟実務   2 秋  葉 玉 匡 美 3  

LWS60401 要件事実と法曹実務   2 秋

 石 井 文 晃 

＊柳 澤 宏 輝 

＊森   大 樹 

3 輪講 

（A 群・実務演習科目） 

LWS50100 公共法務演習  2  秋

 高 見 勝 利 

 小 幡 純 子 

 桑 原 勇 進 

＊羽 根 一 成 

2 輪講 注 3 

LWS50200 企業法務演習  2  秋
 石 井 文 晃 

 伊 藤 雄 司 
2 共同担当 注 3 

LWS50300 環境法実務演習  2  春
 北 村 喜 宣 

 越 智 敏 裕 
2 共同担当 注 3 

LWS50400 金融法実務演習  2  春

 和 仁 亮 裕 

 森 下 哲 朗 

＊前 田   博 

2 共同担当 注 3 

LWS55000 生活法実務演習  2  秋
 福 田 誠 治 

＊田 中 千 草 
2 共同担当 注 3 

（B 群・実務科目） 

LWS50600 模擬裁判（民事）  2  春

 安  西  明  子 

 岩 崎 政 孝 

＊三 上 乃理子 

3 隔週 共同担当 注 3 

LWS50700 模擬裁判（刑事）  2  秋

 三 好 幹 夫 

 岩 崎 政 孝 

塩野谷   高 

3 共同担当 注 3 

LWS50800 ネゴシエイション・ロイヤリング  2  春
 石 井 文 晃 

 森 下 哲 朗 
3 

春学期集中講義 共同担当

注 3 

LWS50900 法文書作成  2  秋
 葉 玉 匡 美 

 平 川 雄 士 
3 輪講 注 3 

LWS51100 刑事実務  2  秋
 三 好 幹 夫 

 塩野谷   高 
3 輪講 注 3 

同内容 
輪講 注 1 
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登録番号 授 業 科 目 名 

単位 
開

講

期

担当者 
履修 

年次 
備  考 

必

修

選

必

選

択
氏     名 

LWS51200 リーガルクリニック 

 

2  春

 コーディネータ 

 岩 崎 政 孝 

 コーディネータ 

 原     強 

＊馬 場   望 

＊松 田 道 佐 

＊鈴 木 潤 子 

＊池 田 泰 介 

3  

LWS51201 リーガルクリニック  2  秋

 コーディネータ 

 岩 崎 政 孝 

 コーディネータ 

 原     強 

＊大 櫛 健 一 

＊南 谷 英 幸 

＊高 橋 弘 子 

＊森 岡 耕 太 

＊谷 川 行 雄 

3 

 

LWS5133S エクスターンシップⅠ（法曹）  1  春

 和 仁 亮 裕 

 小 幡 純 子 

 石 井 文 晃 

 北 村 喜 宣 

野 田 耕 志 

 平 川 雄 士 

＊石 井   禎 

＊權 田 光 洋 

2・3 春学期集中講義 注 3 

LWS5133A エクスターンシップⅠ（法曹）  1  秋

 和 仁 亮 裕 

 小 幡 純 子 

 石 井 文 晃 

 北 村 喜 宣 

野 田 耕 志 

 平 川 雄 士 

＊石 井   禎 

＊權 田 光 洋 

2・3 秋学期集中講義 注 3 

LWS5134S エクスターンシップⅠ（企業等）  1  春

和 仁 亮 裕 

 小 幡 純 子 

 石 井 文 晃 

 北 村 喜 宣 

野 田 耕 志 

 平 川 雄 士 

＊石 井   禎 

＊權 田 光 洋 

2・3 春学期集中講義 注 3 

LWS5134A エクスターンシップⅠ（企業等）  1  秋

和 仁 亮 裕 

 小 幡 純 子 

 石 井 文 晃 

 北 村 喜 宣 

野 田 耕 志 

 平 川 雄 士 

＊石 井   禎 

＊權 田 光 洋 

2・3 秋学期集中講義 注 3 

隔週 
共同担当 
春学期・秋学期同内容

各クラス定員 15 名 
注 2 注 3 

隔週 
共同担当 
春学期・秋学期同内容

各クラス定員 15 名 
注 2 注 3 
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登録番号 授 業 科 目 名 

単位 
開

講

期

担当者 
履修 

年次 
備  考 

必

修

選

必

選

択
氏     名 

LWS5135S エクスターンシップⅠ（公務）  1  春

和 仁 亮 裕 

 小 幡 純 子 

 石 井 文 晃 

 北 村 喜 宣 

野 田 耕 志 

 平 川 雄 士 

＊石 井   禎 

＊權 田 光 洋 

1～3 春学期集中講義 注 3 

LWS5135A エクスターンシップⅠ（公務）  1  秋

和 仁 亮 裕 

 小 幡 純 子 

 石 井 文 晃 

 北 村 喜 宣 

野 田 耕 志 

 平 川 雄 士 

＊石 井   禎 

＊權 田 光 洋 

1～3 秋学期集中講義 注 3 

LWS5136S エクスターンシップⅡ（法曹）  1  春

 和 仁 亮 裕 

 小 幡 純 子 

 石 井 文 晃 

 北 村 喜 宣 

野 田 耕 志 

 平 川 雄 士 

＊石 井   禎 

＊權 田 光 洋 

2・3 春学期集中講義 注 3 

LWS5136A エクスターンシップⅡ（法曹）  1  秋

 和 仁 亮 裕 

 小 幡 純 子 

石 井 文 晃 

 北 村 喜 宣 

野 田 耕 志 

 平 川 雄 士 

＊石 井   禎 

＊權 田 光 洋 

2・3 秋学期集中講義 注 3 

LWS5137S エクスターンシップⅡ（企業等）  1  春

 和 仁 亮 裕 

 小 幡 純 子 

 石 井 文 晃 

 北 村 喜 宣 

野 田 耕 志 

 平 川 雄 士 

＊石 井   禎 

＊權 田 光 洋 

2・3 春学期集中講義 注 3 

LWS5137A エクスターンシップⅡ（企業等）  1  秋

 和 仁 亮 裕 

 小 幡 純 子 

 石 井 文 晃 

 北 村 喜 宣 

野 田 耕 志 

 平 川 雄 士 

＊石 井   禎 

＊權 田 光 洋 

2・3 秋学期集中講義 注 3 

LWS5138S エクスターンシップⅡ（公務）  1  春

 和 仁 亮 裕 

 小 幡 純 子 

 石 井 文 晃 

 北 村 喜 宣 

野 田 耕 志 

 平 川 雄 士 

＊石 井   禎 

＊權 田 光 洋 

1～3 春学期集中講義 注 3 
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登録番号 授 業 科 目 名 

単位 
開

講

期

担当者 
履修 

年次 
備  考 

必

修

選

必

選

択
氏     名 

LWS5138A エクスターンシップⅡ（公務）  1  秋

 和 仁 亮 裕 

 小 幡 純 子 

 石 井 文 晃 

 北 村 喜 宣 

野 田 耕 志 

 平 川 雄 士 

＊石 井   禎 

＊權 田 光 洋 

1～3 秋学期集中講義 注 3 

LWS51400 国際仲裁・ADR  2  春

 石 井 文 晃 

 森 下 哲 朗 

＊森   大 樹 

＊森 口   聡 

2・3 

 

春学期集中講義 注 3 

 

基 礎 法 学・隣 接 科 目 

LWS51500 比較法  2  秋  滝 澤   正 1～3  

LWS51600 英米法  2  春 岩 田   太 1～3  

LWS51700 法哲学  2  秋  奥 田 純一郎 1～3  

LWS51800 法社会学  2  秋 ＊太 田 勝 造 1～3  

LWS51900 法と経済学  2  秋 ＊日 引   聡 1～3  

LWS55100 西洋法制史  2  春
松 本 尚 子 

 福 田 誠 治 
1～3 共同担当 

展 開・先 端 科 目 

（社会経済法系） 

LWS54900 社会法基礎  2  秋  永 野 仁 美 1～3  

LWS52000 労働法Ⅰ  2  春  富 永 晃 一 2・3  

LWS52100 労働法Ⅱ  2  秋  富 永 晃 一 2・3  

LWS52200 租税法Ⅰ  2  春  平 川 雄 士 2・3  

LWS52300 租税法Ⅱ  2  秋  平 川 雄 士 2・3  

LWS52400 経済法Ⅰ  2  春  楠   茂 樹 2・3  

LWS52500 経済法Ⅱ  2  秋  楠   茂 樹 2・3  

LWS52600 知的財産権法Ⅰ  2  春  駒 田 泰 土 2・3  

LWS52700 知的財産権法Ⅱ  2  秋  駒 田 泰 土 2・3  

LWS52800 倒産処理法  4  春  田 頭 章 一 2・3 週 2 回 

LWS52900 民事執行・保全法  2  秋 原     強 2・3  

LWS53000 スポーツ・エンタテインメント法  1  春

 コーディネータ 

＊道垣内 正 人 

 森 下 哲 朗 

＊松 井 真 一 

＊松 田 俊 治 

＊藤 原 総一郎 

＊服 部   薫 

＊宍 戸 一 樹 

2・3 春学期前半 輪講 注 5 
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登録番号 授 業 科 目 名 

単位 
開

講

期

担当者 
履修 

年次 
備  考 

必

修

選

必

選

択
氏     名 

LWS54800 金融法  2  秋

 和 仁 亮 裕 

 森 下 哲 朗 

 野 田 耕 志 

＊井 上   聡 

＊藤 田 元 康 

2・3 輪講 

（国際関係法系） 

LWS53200 国際法基礎   2  春  江 藤 淳 一 1～3  

LWS53300 国際取引法   2  秋  森 下 哲 朗 2・3  

LWS53400 国際私法  2  春  出 口 耕 自 2・3  

LWS53500 国際家族法  1  秋  出 口 耕 自 2・3 秋学期後半 

LWS53600 国際人権法   1  秋  江 藤 淳 一 2・3 秋学期前半 注 5 

LWS53700 国際経済法  2  秋  川 瀬 剛 志 3  

LWS53800 国際取引法の現代的課題  2  春  和 仁 亮 裕 2・3  

LWS53900 国際民事紛争処理  1  春 ＊道垣内 正 人 2・3 春学期後半 

（環境法系） 

LWS54000 環境法基礎   2  春  筑 紫 圭 一 1～3  

LWS54100 環境法政策   2  春  北 村 喜 宣 2・3  

LWS54200 環境訴訟  2  春  越 智 敏 裕 3  

LWS54300 企業環境法  2  秋  筑 紫 圭 一 2・3  

LWS54400 国際環境法  2  春 堀 口 健 夫 2・3  

MGGE6025 環境リスクマネジメント  2  秋  織   朱 實 1～3 
地球環境学専攻開講科目

注 4 

LWS54500 環境刑法  1  春 ＊嘉 屋 朋 信 2・3 春学期前半 注 5 

LWS54600 比較環境法  2  秋 ＊及 川 敬 貴 2・3  

LWS54700 自然保護法  2  秋 桑 原 勇 進 2・3  

そ の 他 

LWS60500 法と実務入門   1 春  葉 玉 匡 美 1 春学期前半 注 5 

LWS60600 

Law and Practice of 

International Business 

Transactions 

  1 秋

 コーディネータ 

 森 下 哲 朗 

＊MCGONIGAL Patric

＊MCGONIGAL Tami 

＊GILMORE David Andrew 

＊細 川 兼 嗣 

1～3 秋学期前半 輪講 注 5 

LWS61500 特殊講義（警察活動と法実務）   1 春 ＊金 山 泰 介 2・3 春学期前半 注 5

MLLW7680 環境法研究Ⅰ   2 春  北 村 喜 宣 1～3 法律学専攻開講科目 注 4 

MLLW7710 環境法研究Ⅳ   2 春 桑 原 勇 進 1～3 法律学専攻開講科目 注 4 

MLLW7730 環境法研究Ⅵ   2 春  越 智 敏 裕 1～3 法律学専攻開講科目 注 4 
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登録番号 授 業 科 目 名 

単位 
開

講

期

担当者 
履修 

年次 
備  考 

必

修

選

必

選

択
氏     名 

MLLW7890 環境法研究Ⅶ   2 秋  筑 紫 圭 一 1～3 法律学専攻開講科目 注 4 

MLLW7900 環境学研究Ⅰ   2 春 大和田 滝 惠 1～3 法律学専攻開講科目 注 4 

MLLW7910 環境学研究Ⅱ   2 秋 大和田 滝 惠 1～3 法律学専攻開講科目 注 4 

研 究 ・ 論 文 

LWS60701 自主研究・論文作成   2 秋  高 見 勝 利 3  

LWS60702 自主研究・論文作成   2 秋  滝 澤   正 3  

LWS60704 自主研究・論文作成   2 秋  長 沼 範 良 3  

LWS60706 自主研究・論文作成   2 秋  小 幡 純 子 3  

LWS60705 自主研究・論文作成   2 秋  原     強 3  

LWS60700 自主研究・論文作成   2 秋  福 田 誠 治 3  

LWS60710 自主研究・論文作成   2 秋  松 井 智 予 3  

注 1．クラス指定あり。A，Bクラスの指定は，必ず守ること。 

注 2．同一内容であるため，春・秋学期いずれか 1科目を履修すること。 

注 3．この科目は履修中止できない。 

注 4．この科目は法科大学院の授業日程と異なる場合があるので，事前に法科大学院事務室に確認すること。 

注 5．履修中止期間注意。（P.16 参照） 
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6. モデル履修案 
 

 

標準（3年制）コース 

 

■法廷中心の法律家を目指すタイプ 

 1 年次 2 年次 3 年次 

必 

修 

法律基本科目 憲法基礎 

行政法基礎 

民法基礎Ⅰ 

民法基礎Ⅱ 

民法基礎Ⅲ 

商法基礎 

民事訴訟法基礎 

刑法基礎 

刑事訴訟法基礎 

憲法 

行政法 

民法Ⅰ 

民法Ⅱ 

商法Ⅰ 

商法Ⅱ 

民事訴訟法Ⅰ 

民事訴訟法Ⅱ 

刑法 

刑事訴訟法 

公法（総合） 

民事法（総合） 

刑事法（総合） 

法律実務基礎科目  法曹倫理 

訴訟実務基礎（民事） 

訴訟実務基礎（刑事） 

選 

択 

必 

修 

法律実務基礎科目  生活法実務演習 模擬裁判（民事）または模擬裁判（刑事） 

リーガルクリニックまたはエクスターンシップ

（法曹） 

基礎法学・隣接科目 比較法  法哲学 

展開・先端科目  社会法基礎 知的財産権法Ⅰ 

知的財産権法Ⅱ 

民事執行・保全法 

倒産処理法 

選 

択 

 法学実務基礎 ※  応用訴訟実務 

要件事実と法曹実務 

※ 【2015 年度入学】修了要件単位数に算入できない。 

■国際法務中心の法律家を目指すタイプ 

 1 年次 2 年次 3 年次 

必 

修 

法律基本科目 憲法基礎 

行政法基礎 

民法基礎Ⅰ 

民法基礎Ⅱ 

民法基礎Ⅲ 

商法基礎 

民事訴訟法基礎 

刑法基礎 

刑事訴訟法基礎 

憲法 

行政法 

民法Ⅰ 

民法Ⅱ 

商法Ⅰ 

商法Ⅱ 

民事訴訟法Ⅰ 

民事訴訟法Ⅱ 

刑法 

刑事訴訟法 

公法（総合） 

民事法（総合） 

刑事法（総合） 

法律実務基礎科目  法曹倫理 

訴訟実務基礎（民事） 

訴訟実務基礎（刑事） 

選 

択 

必 

修 

法律実務基礎科目  企業法務演習または金融

法実務演習 

ネゴシエイション・ロイヤリング， エクスタ

ーンシップ（法曹）または国際仲裁・ADR 

基礎法学・隣接科目  法社会学 英米法 

展開・先端科目 国際法基礎  経済法Ⅰ／経済法Ⅱ 

国際取引法の現代的課題 

国際取引法 

国際私法／国際家族法 

国際民事紛争処理 

選 

択 

 法学実務基礎 ※ 

 

 スポーツ・エンタテインメント法 

要件事実と法曹実務 

※ 【2015 年度入学】修了要件単位数に算入できない。
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■環境問題中心の法律家を目指すタイプ 

 1 年次 2 年次 3 年次 

必 

修 

法律基本科目 憲法基礎 

行政法基礎 

民法基礎Ⅰ 

民法基礎Ⅱ 

民法基礎Ⅲ 

商法基礎 

民事訴訟法基礎 

刑法基礎 

刑事訴訟法基礎 

憲法 

行政法 

民法Ⅰ 

民法Ⅱ 

商法Ⅰ 

商法Ⅱ 

民事訴訟法Ⅰ 

民事訴訟法Ⅱ 

刑法 

刑事訴訟法 

公法（総合） 

民事法（総合） 

刑事法（総合） 

法律実務基礎科目  法曹倫理 

訴訟実務基礎（民事） 

訴訟実務基礎（刑事） 

選 

択 

必 

修 

法律実務基礎科目  環境法実務演習 模擬裁判（民事）または模擬裁判（刑事）

法文書作成 エクスターンシップ（公務）

エクスターンシップ（企業等） 

基礎法学・隣接科目  法と経済学 法社会学 

展開・先端科目 環境法基礎  租税法Ⅰ 

租税法Ⅱ 

環境法政策 

環境訴訟 

自然保護法 

選 

択 

 法学実務基礎 ※ 

法と実務入門 

 環境法と実務 

比較環境法 

国際環境法 

要件事実と法曹実務 

※ 【2015 年度入学】修了要件単位数に算入できない。 

■行政法実務の法律家を目指すタイプ 

 1 年次 2 年次 3 年次 

必 

修 

法律基本科目 憲法基礎 

行政法基礎 

民法基礎Ⅰ 

民法基礎Ⅱ 

民法基礎Ⅲ 

商法基礎 

民事訴訟法基礎 

刑法基礎 

刑事訴訟法基礎 

憲法 

行政法 

民法Ⅰ 

民法Ⅱ 

商法Ⅰ 

商法Ⅱ 

民事訴訟法Ⅰ 

民事訴訟法Ⅱ 

刑法 

刑事訴訟法 

公法（総合） 

民事法（総合） 

刑事法（総合） 

法律実務基礎科目  法曹倫理 

訴訟実務基礎（民事） 

 

訴訟実務基礎（刑事） 

選 

択 

必 

修 

法律実務基礎科目  公共法務演習 リーガルクリニック 

刑事実務 エクスターンシップ（公務） 

基礎法学・隣接科目  法社会学 法と経済学 

展開・先端科目 社会法基礎  労働法Ⅰ 

労働法Ⅱ 

倒産処理法 

国際人権法または国際経済法 

選 

択 

 法学実務基礎 ※ 

法と実務入門 

 国際家族法 

環境法政策 

要件事実と法曹実務 

※ 【2015 年度入学】修了要件単位数に算入できない。
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短縮（2年制）コース 

 

■法廷中心の法律家を目指すタイプ 

 2 年次 3 年次 

必 

修 

法律基本科目 憲法 

行政法基礎 

行政法 

民法Ⅰ 

民法Ⅱ 

商法Ⅰ 

商法Ⅱ 

民事訴訟法Ⅰ 

民事訴訟法Ⅱ 

刑法 

刑事訴訟法 

公法（総合） 

民事法（総合） 

刑事法（総合） 

法律実務基礎科目 法曹倫理 

訴訟実務基礎（民事） 

訴訟実務基礎（刑事） 

選 

択 

必 

修 

法律実務基礎科目 生活法実務演習 模擬裁判（民事）または模擬裁判（刑事） 

リーガルクリニックまたはエクスターンシップ（法曹） 

基礎法学・隣接科目 法哲学 英米法 

展開・先端科目  知的財産権法Ⅰ 

知的財産権法Ⅱ 

民事執行・保全法 

倒産処理法 

選

択 

 民法と実務 応用訴訟実務 

要件事実と法曹実務 

 

■国際法務中心の法律家を目指すタイプ 

 2 年次 3 年次 

必 

修 

法律基本科目 憲法 

行政法基礎 

行政法 

民法Ⅰ 

民法Ⅱ 

商法Ⅰ 

商法Ⅱ 

民事訴訟法Ⅰ 

民事訴訟法Ⅱ 

刑法 

刑事訴訟法 

公法（総合） 

民事法（総合） 

刑事法（総合） 

法律実務基礎科目 法曹倫理 

訴訟実務基礎（民事） 

訴訟実務基礎（刑事） 

選 

択 

必 

修 

法律実務基礎科目 企業法務演習または金融

法実務演習 

ネゴシエイション・ロイヤリング， エクスターンシップ（法

曹）または国際仲裁・ADR 

基礎法学・隣接科目 比較法 英米法 

展開・先端科目 国際法基礎 経済法Ⅰ 

経済法Ⅱ 

国際取引法の現代的課題 

国際取引法/ 

国際私法/国際家族法 

国際民事紛争処理 

選 

択 

  スポーツ・エンタテインメント法 

環境訴訟 

要件事実と法曹実務 
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■環境問題中心の法律家を目指すタイプ 

 2 年次 3 年次 

必 

修 

法律基本科目 憲法 

行政法基礎 

行政法 

民法Ⅰ 

民法Ⅱ 

商法Ⅰ 

商法Ⅱ 

民事訴訟法Ⅰ 

民事訴訟法Ⅱ 

刑法 

刑事訴訟法 

公法（総合） 

民事法（総合） 

刑事法（総合） 

法律実務基礎科目 法曹倫理 

訴訟実務基礎（民事） 

訴訟実務基礎（刑事） 

選 

択 

必 

修 

法律実務基礎科目 環境法実務演習 模擬裁判（民事）または模擬裁判（刑事） 

法文書作成 エクスターンシップ（公務）エクス

ターンシップ（企業等） 

基礎法学・隣接科目 法と経済学 法社会学 

展開・先端科目 環境法基礎 租税法Ⅰ 

租税法Ⅱ 

環境法政策 

環境訴訟 

自然保護法 

選 

択 

  比較環境法 

国際環境法 

要件事実と法曹実務 

 

■行政法実務の法律家を目指すタイプ 

 2 年次 3 年次 

必 

修 

法律基本科目 憲法 

行政法基礎 

行政法 

民法Ⅰ 

民法Ⅱ 

商法Ⅰ 

商法Ⅱ 

民事訴訟法Ⅰ 

民事訴訟法Ⅱ 

刑法 

刑事訴訟法 

公法（総合） 

民事法（総合） 

刑事法（総合） 

法律実務基礎科目 法曹倫理 

訴訟実務基礎（民事） 

訴訟実務基礎（刑事） 

選 

択 

必 

修 

法律実務基礎科目 公共法務演習 リーガルクリニック  

エクスターンシップ（公務） 

刑事実務 

基礎法学・隣接科目 法と経済学 法社会学 

展開・先端科目  労働法Ⅰ 

労働法Ⅱ 

倒産処理法 

国際経済法 

国際環境法 

選 

択 

 国際家族法 国際人権法 

環境法政策 

要件事実と法曹実務 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ．学生生活関連について 
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1. 法科大学院関連施設について 
 

 

2号館2F施設 

 

法科大学院の施設は 2号館に集中しています。 

＊ 2 号館（法科大学院施設のある建物）は 7 時以前に入館することはできません。 

＊ 22 時以降は南側入り口は施錠され，1階東側入り口（サブエントランス）しか出入りができません。 

＊ 夜間時間帯等，2号館への入館にあたり学生証の提示による本人確認を行う場合がありますので，学生証を常に携帯し

てください。 

 

＜教室＞ 

・模擬法廷室（2-203） 

模擬法廷として使用するほか，模擬法廷の設備を収納して大教室として利用したり，間仕切りをして 203 と 203-a とい

う二つの教室として利用することもできます。 

・第二演習室（2-210），第三演習室（2-208） 

必修科目等で利用する階段教室です。 

・第四演習室（2-207） 

比較的少人数のクラスや演習等で利用する教室です。 

 

＜法科大学院図書室＞ 

・法科大学院図書室（2-211） 

利用時間・ルールに関しては入学時に配布する，法科大学院図書室利用案内を参照下さい。 

 

＜学生生活施設＞ 

・法科大学院自習室（2-201） 

開室日：年末年始（12 月 31 日から 1月 3 日）など，2号館を閉館する日を除く全ての日 

開室時間：7時から 23 時 

 

① 入室 

法科大学院自習室は，セキュリティ確保のため，入口で入室用カードを機械に通さないと入室できません。入退室の

状況は防災センターで管理しています。入室用カードを入学時に各法科大学院生に 1枚交付するので，各自責任をも

って管理し，自習室への入室時に利用してください。なお，以下の点に注意してください。 

＊ 入室用カードの他人への貸与は厳禁です。 

＊ 紛失時には直ちに法科大学院事務室に届け出ること。無効とした上，新しいカードを再発行します。 

＊ 入室用カードを忘れた場合には，法科大学院事務室（平日 9時から 17 時）あるいは 2号館 1階サブエントランス

横の管理室（平日 9時から 17 時以外の時間帯）において，学生証と引き換えに臨時カードを借りてください。臨

時カードは，法科大学院事務室から借りた場合には遅くとも翌日の正午まで（翌日が休日の場合には次の平日），

管理室から借りた場合は遅くとも大学を出るときまでに返却しなくてはなりません。 

 

② 座席 

自習室の座席は 216 席あり，自由席です。このうち，ロッカー室側の 40 席には薄型のパソコンを設置しています。 

＊ 自由席ですので，座席を占有する目的等で，帰宅時に私物を机の上に放置して帰ることのないようにしてくださ

い。 

＊ 机の蛍光灯が切れていることに気付いた場合には，各自管財グループ（内線 3143：2 号館 4 階）に連絡して交換

を依頼してください。 

 

③ 個人ロッカー 

各人 1 個のロッカーが割り当てられます（場所は法科大学院で指定します）。ロッカーの鍵は各自が責任をもって管

理してください。防災上，ロッカーの上に荷物を置くことは厳禁です。ロッカーの鍵を紛失した場合には，直ちに法

科大学院事務室に届け出てください。所定の手数料を徴収のうえ再発行します。 

＊ 貴重品等の管理 

学内での盗難や紛失については，ロッカー内に格納していた場合を含め，大学は責任を負いません。貴重品について

は各人が責任をもって管理してください。大学内での落し物は管財グループ（2号館 1階）に届けられます。 
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④自習室備え付け図書 

学習の便宜のために自習室内に一定の図書を備え付けています。これらの図書については，法科大学院生の自治によ

り管理してください。図書の紛失等がある場合には運用を中止する場合があります。 

 

⑤自習室内のパソコン及びプリンタの利用について 

【利用時間について】 

自習室内のパソコンは自動的に 23 時にシャットダウンします。データの保存に注意してください。 

【持ち込み端末について】 

自習室の各机には有線ネットワーク用の LAN コンセントがあります。自習室・ラウンジでは法科大学院無線 LAN の

接続が可能です。設定マニュアルは自習室に置いてあります。利用の際には入学時にお渡しした総合メディアセン

ターのアカウントが必要となります。各自の持ち込み端末から自習室のプリンタへの出力も利用可能です。設定は

各自で行ってください。 

【印刷ポイントについて】 

プリンタが設置してある部屋では印刷する事が出来ますが，印刷はポイント制になっています。法科大学院生は各

学期 3000 ポイントまでは無料で印刷ができます。モノクロプリンタでの印刷の場合，用紙１枚あたり１ポイントが

カウントされます。カラー印刷は 3 階コンピュータルームで可能ですが，用紙１枚あたり 8 ポイントがカウントさ

れます。 

【プリンタ利用上の注意】 

プリンタへの用紙の補充は各自で行ってください。自習室内のキャビネットにおいてあるコピー用紙等は自習室内

のプリンタに利用するためのものです。他の目的に利用しないでください。 

【わからないことがあったら】 

総合メディアセンターウェブサイト http://ccweb.cc.sophia.ac.jp をご覧ください。 

それでも解決しない場合は，事務･施設関係一覧の問い合わせ窓口をご利用ください。 

なお E-mail による通常の問い合わせ・質問は media-support@sophia.ac.jp にて受け付けています。 

 

・ラウンジ（2-209） 

グループ学習や休憩に使用してください。ラウンジは 2 号館ホールに接していますので，大きな声で話さないようにし

てください。また，通路に面していますので，ソファーに寝る，足を投げ出す等，見苦しい格好で利用することのない

ようにしてください。 

 

・第一グループ学習室（2-205），第二グループ学習室（2-204） 

両室とも 24 名程度まで利用できます。利用に際しては，法科大学院自習室内のホワイト・ボードの横にあるグループ

学習室利用予約表に記載して利用してください。特定のグループが占有したりしないよう，譲り合って利用してくださ

い。また，学習以外の目的でグループ学習室を占拠することのないようにしてください。 

＊ グループ学習室がふさがっている場合，大学・法科大学院の教育研究，行事等と重ならない範囲で，2 階の教室を

グループ学習のために利用することができます。利用を希望する場合には，法科大学院事務室に備え付けの利用表

に記載してください。なお，利用表に記載した場合であっても，後から，大学・法科大学院の教育研究，行事等に

より，利用が認められなくなる場合があります。 

 

・コピー室（2-206） 

2 号館にはコピー室にコピー機が 2台設置されているほか，法科大学院図書室内に 1台および法科大学院自習室に 1 台

コピー機が設置されています。コピーはコピーカードおよびコインで使用できます。コピーが故障した場合には，法科

大学院図書室の利用相談デスク，または，オーエーリックス（内線 3083 または内線 3010：L 号館 5 階）に連絡してく

ださい。 

＊ コピーカードは中央図書館 1階，中央図書館 5階複写室，2号館 2階，2号館 3階，3 号館 1階，ホフマン・ホール

3階で販売しています。中央図書館 5階の複写室ではファックス（送信のみ）と簡易製本，カラーコピー，USB メモ

リへのデータ保存およびプリントアウトができます。 

 

 

IDストラップの着用 

 

2 号館 2F は法科大学院の専用フロアですが，法科大学院生以外でも出入りは可能な状況です。法科大学院生は，入学時に

配布する ID ケース付ストラップ（紫色）のケースに，法科大学院自習室入室用カードを入れて，常時着用してください。

なお，自習室入室用カードは磁気の強いものと一緒にしないで下さい。ストラップ，入室カードを紛失した場合には，直

ちに法科大学院事務室に届け出てください。他者の利用を防ぐため，即時無効にし，再発行します。 
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2. 法科大学院修了者の司法試験研修生制度について 
 

 

研修期間 

 

① 3 月募集 

2 ヶ月間コース（受験まで） 4 月 1日から 5 月 31 日 

6 ヶ月間コース（発表まで） 4 月 1日から 9 月 30 日 

② 6 月募集 

4 ヶ月間コース（発表まで） 6 月 1日から 9 月 30 日 

③ 9 月募集 

6 ヶ月間コース 10 月 1 日か翌年 3月 31 日 

以降，更新可。但し，法科大学院長が特に認めた場合を除き，研修期間の合計が 3年を超えることはできません。 

 

 

研修内容 

 

① 研修生証（ID カード）の交付 

② 市谷キャンパス研修生用自習室の利用（利用時間 8：00～22：00） 

個人用ロッカーの貸与 

四谷キャンパス中央図書館（貸出は，別途館友会員の申請が必要）および法科大学院図書室（但し，貸出し及び勉強ス

ペースの長時間の占有は不可）の利用 

注． 講義の聴講は不可 

 通学定期券の購入不可 

 

 

研修費用 

 

登録料： 免除 

研修費： 2 ヶ月間 10,000 円，4ヶ月間 20,000 円，6 ヶ月間 30,000 円（消費税別） 

 研修期間前の所定の期日までに，一括納入 

 

 

申込要領 

 

募集の詳細は，別途掲示等でお知らせします。 

① 研修を希望する者は，法科大学院事務室備付けの申込書に写真一枚（縦 3×横 2.5cm）を添えて，指定の期日までに法

科大学院事務室に提出します。 

② 受入れの可否は，法科大学院長が決定する。 

③ 申込みを許可された者は，研修費を学事センター証紙販売機で購入します。研修費納入後，法科大学院事務室で研修生

証を発行し，ロッカーキーを配布します。 
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3. 学生生活について 
 

 

学費の納入について 

 

1．納入方法 

学費は，1年分を全額まとめて納入する方法（一括完納）を原則としていますが，都合により一括納入できない方は 2回

に分けて納入する方法（分納）を選択できます。分納できる額は，年間授業料及び在籍料の半額のみです。ただし，休

学・残余 12 単位減額により学費が減額される場合は分納できず，一括納入していただきます。 

本学から学費納入の案内とともに送付する振込依頼書を使用して，銀行振込により納入してください。送付先は，学生

本人または保証人のうち，入学時に指定された方となります。金融機関で発行する領収書は，本学の領収書に代るもの

なので，大切に保管してください。 

 

2．学費請求の送付日と納入期限 

学費請求の送付日および納入期限は次のとおりです。学費未納者は学則により退学となるので，必ず納入期限を厳守し

てください（大学院学則第 29 条）。 

 

           入学年度 

納入形態 
2015 年度 

3 年制コース 

2013-2014 年度 

2 年制コース 

  2014 年度 

3 年制コース 

  2012 年度以前 

2 年制コース 

2013 年度以前 

一括完納 or 分納一期 
発送日 

入学手続時 
 4 月 9 日（木） 5 月 7 日（木） 

納入期限  4 月 24 日（金） 5 月 22 日（金） 

分納二期 
発送日   9 月 28 日（月）  

納入期限  10 月 9 日（金）  

 

3．休学者に対する授業料等減額取扱手続 

休学期間中の授業料等学費は減額されます（新入生も含みます。なお，入学の際のみ必要として徴収した費目は減額の

対象とはなりません）。詳細は 2号館 1F 学事センター（学費）窓口へお問い合わせ下さい。 

 

 

奨学金制度 

 

奨学金制度は，一定の金額を給付または貸与することによって，学業に専念できる条件を整えることを目的としています。

上智大学で扱っているものには，給付・貸与の別，金額，出願資格などが異なった次のような奨学金があります。 

なお，学生センターでは奨学金制度について説明した「奨学金案内」を別途発行していますので，参照してください。 

 

■上智大学奨学金 

上智大学奨学金は，本学が独自に設けている奨学金制度で，大学院生対象には下記の 4種類があります。すべて給付で，

原則として返還の必要はありません。 

なお，一部を除いて上智大学奨学金と日本学生支援機構奨学金，地方公共・民間団体奨学金との併願は可能です。 

 

①上智大学大学院新入生奨学金 

上智大学大学院への入学を第一志望としながらも，経済的理由により入学が困難で，かつ本学に入学する以前の学校の

成績が優秀な者に，学資金の一部として給付される奨学金です。この奨学金の給付額は入学年度の授業料相当額，授業

料半額相当額，授業料 3分の 1相当額の 3種類があります。入学願書受付期間と同期間に受け付けるため，入学後の出

願はできません。 

 

②上智大学修学奨励奨学金 

学業成績が良好であるにもかかわらず，経済的理由によって学業の継続が困難と認められる学部生および大学院生に，

学資金の一部として給付される奨学金です。 

この奨学金の給付額は，授業料相当額，授業料半額相当額，授業料 3分の 1相当額のいずれかです。各年度ごとに募集

を行いますので，希望する場合は，毎年出願することが必要です。 

東日本大震災または 2014 年 4 月 1 日以降に発生した大規模災害の被害に遭われ，罹災証明書等が発行された方で，学

費減免等の経済支援を希望する場合は，当奨学金に出願する必要があります。詳しくは，学生センター窓口や掲示でご
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確認ください。 

 

③上智大学篤志家奨学金 

国内外の篤志家から提供され，それぞれの篤志家の意向に適合すると認められる学生に給付される奨学金で，それぞれ

募集対象や方法が異なります。 

 

④利子補給奨学金 

在学中に発生する学費の負担を少しでも軽減するために，上智大学が提携する金融機関とのローンを契約し学費を納入

した者を対象に給付される奨学金です。 

在学期間中のローンの利子について一部を給付します。入学後に毎年出願する必要があります。 

 

 

※その他新設される奨学金などについては，随時 Loyola 掲示板に掲載しますのでそちらをご確認ください。 

 

■日本学生支援機構奨学金 

日本学生支援機構奨学金は，採用された月から修了までの毎月貸与され，本学では約 300 人の大学院生が奨学生となっ

ています。 

この奨学金は，修了（退学）後返還しなければなりません。 

種類 募集時期 貸 与 額 

第一種 

（無利子） 
4 月 

博士前期（修士）課程 

法科大学院 
50,000／88,000 円から選択 

博士後期課程 80,000／122,000 円から選択 

第二種 

（有利子） 
4 月 

50,000／80,000／100,000／130,000／150,000 円から選択， 

法科大学院のみ 190,000／220,000 円からも選択可 

 

■その他の奨学金 

上記以外の奨学金として，地方公共団体（県・市），民間団体・企業が事業主体となっている奨学金があり，それぞれ出

願資格・出願方法が異なります。 

【奨学金の出願手順】 

奨学金の出願から採用までの流れは，奨学金の種類によって異なりますが，およそ以下のとおりです。出願の際は，学

生センターで確認してください。 

なお，各種奨学金の募集やガイダンス等は，すべて Loyola 内学生センター掲示板を通して随時告知しますので，必ず掲

示板で確認してください。また，詳細や不明な点がありましたら学生センター経済支援担当窓口へご相談ください。 

 

募集の掲示をみる 奨学金の募集・連絡は Loyola 掲示板を通じて行われます。 

↓ 

ガイダンスに出席する 上智大学修学奨励奨学金は募集ガイダンスを行います。 

↓ 

願書を受け取る 奨学金ガイダンスまたは学生センター窓口での受け取り，または Loyola 掲示板から

プリントアウトし，出願書類を入手します。 

※ 上智大学修学奨励奨学金は，ガイダンスでのみ願書を配付しますので，ガイダンス

に欠席すると出願できません。 
↓ 

出願する 奨学金の種類によって提出する種類は異なりますが次の提出書類は共通です。（願

書・成績証明書・所得に関する証明書・誓約書等） 
↓ 

面接を受ける 原則として学生生活委員（教員）との面接があります。面接の日程は Loyola 掲示板

でお知らせします。 

※日本学生支援機構奨学金の定期採用は，原則として面接を行いません。 ↓ 

大学の推薦・採否通知を受ける 推薦・採否の結果を通知します。奨学金は，本人の銀行口座に振り込まれる場合と，

学費からあらかじめ減額される場合があります。 
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学生金庫 

 

学生金庫は本学学生の一時的な緊急出費を援助するための貸付金制度です。 高 10,000 円の貸付を 1ヶ月を期限に無利子

で受けられます。取扱窓口は学生センターで，本人・連帯保証人（本学学生）とも学生証・印鑑を持参してください。 

※ただし，2・3月は新規貸付を行いません。 

 

健康・保健 

 

■保健センター 

ホフマン・ホールにあります。内科医・精神科医による健康相談や，専門医療機関への紹介，看護師による応急処置な

どを行っています。 

 

■学生教育研究災害傷害保険／法科大学院生教育研究賠償責任保険 

①学生教育研究災害傷害保険 

本学学生は，入学時に修了までの保険料を支払って全員加入しています。 

・保険金が支払われる事故の範囲 

正課中，学校行事中，またはその他の理由で学校施設内にいる間に被った急激かつ偶然な外来の事故による傷害に対

して保険金が支払われます。ただし，正課中，学校行事中の事故は平常の生活ができるようになるまでの実治療日数

が 1 日以上，その他の学校施設内での事故は 14 日以上のものが対象となります。また，通学中や学校施設間の移動

中の事故（実治療日数 4日以上）も対象となります。 

なお，事故が発生した時は速やかに学生センターまで報告してください。 

詳しくは「学生教育研究災害傷害保険加入者のしおり」を参照するか，2号館 1F 学生センターに問い合わせてくださ

い。 

②法科大学院生教育研究賠償責任保険 

法曹養成専攻の学生は①と同じく，全学生が加入しています。 

・保険の内容 

学生が万が一他人をけがさせたり，他人の物を壊したり，または人格権を侵害したりしたときに備えての保険です。 

・対象となる活動の範囲 

対人・対物賠償：正課・学校行事およびその往復における，他人へのケガ（対人賠償）及び他人の財物の損壊（対物

賠償） 

人格権侵害補償：正課・学校行事としての臨床法学実習中に，不当な身体の拘束又は口頭，文書，図面等による表示

（以下「不当行為」といいます。）により，他人の自由，名誉又はプライバシーを侵害した場合。なお，不当行為が

保険期間中に行われた場合に限ります。 

詳しくは「法科大学院生教育研究賠償責任保険（略称「法科賠」）加入者のしおり」を参照するか，2 号館 1F 学生セ

ンターに問い合わせください。 
 

アパート・マンションの紹介 

 

㈱学生情報センター及び学生マンション総合案内センター東京駅前店に業務委託し，通学に便利で経済的負担の少ない物

件を紹介しています。 

 

㈱学生情報センター新宿店 TEL 0120-066-749 FAX 03-5909-5790 

 東京都新宿区西新宿 1-23-1 TK 新都心ビル 4階 

学生マンション総合案内センター東京駅前店 TEL 0120-964-067 FAX 03-5204-8503 

 東京都中央区八重洲 1-3-22 八重洲龍名館ビル 4階 

 

アルバイトの紹介 

 

以下の職種に限って，学生センターで紹介しています。 

①家庭教師 

②官公庁からの求人 

③本学を勤務先とする仕事 

なお，他に㈱ナジック・アイ・サポートが運営する「上智大学アルバイト紹介システム」でアルバイト情報を閲覧できま

す。http://www.aines.net/sophia/ 
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厚生施設の利用 

 

以下の厚生施設の利用については，管財グループ（2号館 1階，内線 3112）まで問い合わせてください。 

1）秦野セミナーハウス 

秦野キャンパス内にある教育研修施設で，教員の引率が必要です。 

2）軽井沢セミナーハウス 

軽井沢にある教育研修施設で，ゼミ合宿やクラブ活動等に利用できます。 

3）八ヶ岳ヒュッテ 

北八ヶ岳の山中にある自炊の山小屋です。 

4）宝台樹ヒュッテ 

群馬県宝台樹山の一角にある自炊の山小屋です。 

 

 

各種相談 

 

■カウンセリングセンター 

学生生活の中で出会うさまざまな問題を，専門のカウンセラーと相談できるところです。場所は 10 号館 3階です。相談

希望の方は予約してください。 

ホームページ URL http://www.sophia.ac.jp/jpn/studentlife/counsel 

 

■キャリアセンター 

進路（就職）に関する各種ガイダンスの開催，個人相談，求人情報の提供等を行っています。 

OB・OG データ，就職活動報告書等もセンター内の Loyola 専用 PC で閲覧できます。 

進路決定後（就職せず含む）は速やかに Loyola「就職・キャリア支援‐進路決定入力」機能により届け出てください。 

場  所：2号館 1階 

開室時間：月～金 9：30～17：00（11：30～12：30 は資料室のみ利用可） 

 

■法科大学院の就職支援体制 

法科大学院生・修了生の進路を取り巻く環境の変化に対応するために，キャリアセンターと連携し，法科大学院主催に

おいても各種就職セミナーを開催しています（法律事務所への就職活動，企業，国家公務員）。TKC 法科大学院教育支援

システム上で随時お知らせしていますのでご参照下さい。法科大学院事務室窓口にて，求人票の閲覧が可能です。OB/OG

データーの閲覧はご相談下さい。進路決定後（就職せず含む）は法科大学院事務室に届け出てください。 

 

■チューター制度 

上智大学法科大学院を修了した弁護士が，様々な相談に応じたり，学習の支援を行うチューター制度があります。 

上智法曹会による学習支援等について，TKC 法科大学院教育支援システムの「お知らせ一覧」等で随時お知らせしていま

すのでご参照下さい。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ．付録 
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1. 上智大学学則（抜粋） （平成２７年４月１日改正施行予定） 
 

 

上智大学学則全文は，公式ホームページに公開しています。 

 

   第１章 設立目的及び使命 

 

第１条 上智大学（以下「本学」という。）は，イエズス会の設立にかかり，その法的設置者は学校法人上智学院である。 

第２条 本学は，カトリシズムの精神にのっとり，学術の中心として，真理を探求し，広い知識と深い専門の学芸を教授

し，知的，道徳的及び応用的能力の展開による人間形成につとめ，有能な社会の先導者を育成するとともに，文化の発

展と人類の福祉に寄与することを目的とする。 

第３条 本学は，教育研究水準の向上を図り，その目的及び社会的使命を達成するため，教育研究活動の状況について自

己点検及び評価を実施するものとする。 

２ 自己点検及び評価の実施体制並びに方法については，別に定める。 

３  本学は，教授法や授業運営などの改善や教育活動にかかる知識・技能・能力の獲得又は向上を組織的に支援するため

にファカルティ・ディベロップメント活動を実施するものとする。 

４ ファカルティ・ディベロップメント活動の実施体制並びに方法については，別に定める。 

 

   第２章 大学の組織 

 

第４条 教育研究上の基本組織として，本学に次の学部学科を置く。 

   神 学 部    神学科 

   文 学 部    哲学科，史学科，国文学科，英文学科，ドイツ文学科，フランス文学科，新聞学科 

   総合人間科学部    教育学科，心理学科，社会学科，社会福祉学科， 看護学科 

   法 学 部    法律学科，国際関係法学科，地球環境法学科 

   経 済 学 部    経済学科，経営学科 

   外 国 語 学 部    英語学科，ドイツ語学科，フランス語学科，イスパニア語学科，ロシア語学科， 

             ポルトガル語学科 

   総合グローバル学部    総合グローバル学科 

   国際教養学部    国際教養学科 

   理 工 学 部    物質生命理工学科，機能創造理工学科，情報理工学科，電気・電子工学科 

 ただし，理工学部電気・電子工学科については，第２４条に定める入学者の募集を停止する。 

２ 学生の履修上の区分に応じて，副専攻及び研究室等を置くことができる。これに関する事項については，別に定める。 

３ 各学部に共通する言語教育を行うために，言語教育研究センターを置く。言語教育研究センターに関する事項につい

ては，別に定める。 

４ 本学の教育のグローバル化を促進するために，グローバル教育センターを置く。グローバル教育センターに関する事

項については，別に定める。 

５ 第１項に定める学部及び学科ごとの教育研究上の目的及び人材の養成に関する目的については，第２条に定める各学

部共通の目的のほか，各学部の設置趣旨に基づき，別に定める。 

第５条 本学に大学院を置く。 

２ 大学院の学則は，別に定める。 

第６条 本学に図書館，研究機構，センターその他の附属教育研究機関を置く。これに関する事項については，別に定め

る。 

 

   第６章 修業年限，学年，学期及び休業日 

 

第１３条 本学の修業年限は，本規程に特別の定めのある場合を除いては４年とする。 

第１４条 学年は，４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

第１５条 学期は，学年を分けて，春学期および秋学期とし，それぞれ次の期間とする。 



 

- 57 - 

   春学期  ４月１日から９月２０日まで 

   秋学期  ９月２１日から翌年３月３１日まで 

第１７条 授業休業日は，次のとおりとする。 

 ただし，第６号から第８号の授業休業期間の始期及び終期は，年度により別に定める。 

 （１）土曜日 

 （２）日曜日 

 （３）国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

 （４）創立記念日（１１月１日） 

 （５）聖ザビエルの祝日（１２月３日） 

 （６）春期休業 

 （７）夏期休業 

 （８）冬期休業 

２ 学長は必要に応じ，前項各号以外の日を臨時に授業休業日とすることができる。 

３ 学長は必要に応じ，第１項各号に定める授業休業日を，授業日（補講日及び集中講義期間を含む）とすることができ

る。 

 

   第７章 授業科目及び単位 

 

第１９条 授業科目の種類は，全学共通科目，語学科目及び学科科目とし，各々を必修科目，選択科目及び自由科目に区

分する。 

２ 授業科目の編成は，別表第２(略)に定める。 

３ 前項で定めるもののほか，学長は臨時に授業科目を開設することができる。 

第２０条 授業科目を履修する場合，その授業に出席し，かつ，試験に合格した者には，その授業科目所定の単位を与え

る。 

２ 授業科目の単位は，前条別表第２(略)に定めるところによる。 

第２２条 授業科目の単位数は，１単位履修に４５時間の学修を要することを標準とし，次の基準によって授業時間に対

応した単位数を計算する。 

 （１）講義及び演習については，１５時間から３０時間の授業をもって１単位とする。 

 （２）実験，実習及び実技については，３０時間から４５時間の授業をもって１単位とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，卒業論文，卒業研究等については，これらの学修の成果を評価し，単位を付与することが

適切と認められた場合にはこれらに必要な学修等を考慮して，単位数を定めることができる。 

３ １単位の計算基礎となる授業時間については，学長がこれを決定する。 

 

   第８章 入学，編入学，転部科，休学，留学，退学及び再入学 

 

第２３条 入学時期は，学期の初めとする。 

第２４条 本学は，次の各号の一に該当する者につき選考の上，入学を許可する。 

 （１）高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者 

 （２）通常の課程による１２年の学校教育を修了した者 

 （３）外国において学校教育における１２年の課程を修了した者，又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの 

 （４）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者 

 （５）文部科学大臣の指定した者 

 （６）高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者 

 （７）その他相当の年齢に達し，高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると本学が認めた者 

２ 入学の許可は，学長がこれを決定する。 

第２５条 本学への入学を志願する者は，所定の入学検定料を納入し，入学願書に次の書類を添えて，指定の期日までに

願い出なければならない。 

 （１）出身高等学校長から提出される調査書又は成績証明書，認定試験合格者はその合格証明書及び合格成績証明書，

国際バカロレア資格を有する者は，ＩＢディプロマ及び成績評価証明書 
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 （２）その他必要書類 

２ 既納の入学検定料は，返還しない。 

第２６条 前条の入学志願者については，別に定めるところにより，選考を行う。 

第２７条 前条に基づき入学を許可された者は，次の書類に入学納付金を添えて，指定の期日までに提出しなければなら

ない。 

 （１）保証人連署の誓約書 

 （２）地方自治体の発行する「住民票の写し」（日本国籍以外の国籍を有する者は，「住民票の写し」及び在留カードの

写し） 

 （３）出身高等学校等の卒業（修了）証明書 

 （４）その他必要書類 

第２８条 保証人は，日本国内に居住し，一家計を立てる成年者で，入学者の学費と一身上に関する一切の責任を負うこ

とができる者で，原則として父母とする。ただし，日本国籍を有さない者については，国外に居住する者でも許可する。 

第２９条 本学を卒業又は中途退学し，再び入学しようとする者については，別に定める。 

第３０条 他の大学等（外国の大学，短期大学等を含む。）から本学に編入学を希望する者については，選考によって入学

を許可することができる。 

２ 編入学者に関する事項については，別に定める。 

第３１条 他学部，他学科への転部科を希望する者については，選考によって許可することができる。 

２ 転部科に関する事項は別に定める。 

第３２条 病気その他のやむを得ない理由で休学しようとする者は，その理由を詳記した休学願を提出し，学長の許可を

受けなければならない。この場合において，病気のために休学する者は，医師の診断書を添えなければならない。 

２ 休学の期間は，１学期又は１学年を区分とし，連続２年，通算４年を超えることができない。 

３ 許可された休学期間が満了した場合は，復学となる。ただし，病気によって休学の許可を受けた者は，医師の診断書

を添えた所定の復学届を提出しなければならない。 

４ 休学期間中に休学の事由がやみ，復学しようとする者は，所定の復学届を提出しなければならない。 

第３３条 本学との間に協定がある国外大学か，又は学長が許可した学位授与権をもつ国外大学に留学を希望する者があ

る場合，審査の上，本人の教育上有益であると認められたときは，これを許可することができる。 

２ 留学に関する事項は別に定める。 

３ 留学期間中に修得した単位の換算及び認定については別に定める。 

第３４条 本学が教育上有益と認めるときは，在学中に他の大学若しくは短期大学において履修した授業科目について修

得した単位（留学中に修得した単位を含む。）及び文部科学大臣が別に定める学修のうち，本学の授業科目に相当すると

認められる単位を，４０単位を超えない範囲で本学において修得したものとみなすことができる。 

２ 本学が教育上有益と認めるときは，本学へ入学前に大学若しくは短期大学等において履修した授業科目について修得

した単位及び文部科学大臣が別に定める学修のうち，本学の授業科目に相当すると認められる単位を，編入学の場合を

除き，３０単位を超えない範囲で本学において修得したものとみなすことができる。 

３ 前２項により，本学において修得したものとみなすことができる単位は，６０単位を超えないものとする。 

４ 第１項及び第２項において，上智社会福祉専門学校において修得した単位を本学において修得したものとみなすこと

ができる。 

５ 他の大学及び短期大学等並びに上智社会福祉専門学校での履修及び修得した単位の認定については別に定める。 

第３８条 本学に在学する年数は，８年を超えることができない。 

２ 前項の在学年数には，休学期間を含まないものとする。 

第３９条 退学しようとする者は，所定の様式による退学願を学生証とともに提出し，学長の許可を受けなければならな

い。 

２ 退学を願い出る者は，その時期までの授業料等を完納しなければならない。 

第４０条 連続する２か年において，学部学科が指定する授業科目を含む３２単位以上を修得できない者については，学

長が退学を決定する。 

 

   第９章 履修及び登録 

 

第４１条 全学共通科目については，体育２単位を必修とし，合計２６単位を修得しなければならない。 
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２ 第１項にかかわらず，総合人間科学部看護学科にあっては，外国語８単位，及び体育２単位を必修とし，合計３０単

位を修得しなければならない。 

３ 第１項にかかわらず，文学部英文学科，外国語学部英語学科及び国際教養学部にあっては，体育２単位を必修とし，

合計２２単位を修得しなければならない。 

４ 全学共通科目は，必修単位を除き，学科により教育上必要があるときは，学長の決定により，学科科目の単位に充当

することができる。ただし，国際教養学部を除く学部にあっては，充当できる単位の上限を１２単位とする。 

５ 学科科目のうち，所定の学科科目については，全学共通科目（必修を除く）の単位に充当することができる。ただし，

国際教養学部を除く学部にあっては，充当できる単位の上限を４単位とする。 

第４１条の２ 語学科目は，外国語（英語）４単位を必修とする。ただし，文学部英文学科，外国語学部英語学科及び国

際教養学部にあっては，外国語８単位を必修とする。 

２ 語学科目は，必修単位を除き，全学共通科目（必修を除く）の単位に充当することができる。ただし，国際教養学部

を除く学部にあっては，充当できる単位の上限を８単位とする。 

３ 語学科目は，必修単位を除き，学科により教育上必要があるときは，学長の決定により，学科科目の単位に充当する

ことができる。 

４ 第１項から第３項については，総合人間科学部看護学科には適用しない。 

第４１条の３ 学科により教育上必要があるときは，大学院研究科が指定した科目の範囲内で，別に定めるところにより

大学院開設科目の履修を認めることがある。この場合において，当該科目の修得単位は卒業に必要な単位としては算入

できないものとする。 

第４２条 学科科目については，各学科所定の 低基準以上の単位を修得しなければならない。 

２ 前項の 低基準は，必修科目及び選択科目をあわせて９４単位以上でなければならない。 

３ 前項の科目のうち，各学科所定の範囲内における単位を，他学科で開講される学科科目の単位で代えることができる。 

第４５条 教員の資格を得ようとする者は，教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）及び教育職員免許法施行規則

（昭和２９年文部省令第２６号）にのっとり，第１９条別表第２(略)に定める教職課程所定の科目を履修し，その単位

を修得しなければならない。 

２ 本学の学部，学科において取得できる教育職員免許状の種類は，別表第３(略)の定めるところによる。 

第４６条 教職に関する科目の単位（ただし，教育実習を除く。）は，あらかじめ各学部学科の定めるところに従い，学科

科目における選択科目の単位として計算することができる。 

第４７条 学芸員の資格を得ようとする者は，第１９条別表第２(略)に定める学芸員課程所定の科目を履修し，その単位

を修得しなければならない。 

２ 学芸員に関する科目の単位（ただし，博物館実習を除く。）は，あらかじめ各学部学科の定めるところに従い，学科科

目における選択科目の単位として計算することができる。 

第４９条 卒業論文については，あらかじめ各学部学科の定めるところに従い，期日までに提出しなければならない。 

第５０条 履修しようとする授業科目は，所定の期間に登録しなければならない。 

 

   第１０章 試験及び卒業 

 

第５２条 定期試験は大学が定める期間に行う。 

第５４条 病気その他やむをえない事情で定期試験を受けることができなかったと認められる者は，別に定める追試験料

を納付の上，追試験を受けることができる。 

第５５条 授業科目の成績評価は，上位よりＡ（１００～９０点），Ｂ（８９～８０点），Ｃ（７９～７０点），Ｄ（６９～

６０点），Ｆ（５９点以下），Ｐ，Ｘ，Ｉの評語をもって表示し，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｐを合格，Ｆ及びＸを不合格，Ｉを

評価保留とする。 

２ 前項にかかわらず，履修中止科目をＷ，認定科目をＮと表示する。 

３ 第１項の成績評価による学業結果を総合的に判断する指標として，総合平均点（いわゆるＧｒａｄｅ Ｐｏｉｎｔ Ａ

ｖｅｒａｇｅに相当するもの。以下「ＧＰＡ」という。）を用いる。 

４ 前項に定めるＧＰＡは，成績評価のうち，Ａにつき４．０，Ｂにつき３．０，Ｃにつき２．０，Ｄにつき１．０，Ｆ

につき０をそれぞれ評価点として与え，各授業科目の評価点にその単位数を乗じて得た積の合計を，登録科目（Ｗ，Ｎ，

Ｐ，Ｘ，Ｉとして表示された科目を除く）の総単位数で除して算出する。 

第５７条 第１３条に定める修業年限を満たし，卒業に必要な所定の授業科目の単位を修得した者については，学長が卒
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業を認定する。 

２ 卒業の期日は，毎年３月３１日又は９月２０日とする。 

３ 卒業に必要な単位は，１２４単位を下限として，学部学科別に次のとおりとする。(略) 

第５７条の２ 本学に３年以上在学し，前条第１項に定める単位を修得し，かつ当該単位を優秀な成績をもって修得した

者が第１３条に定める修業年限に満たない卒業（以下，「早期卒業」という）を希望する場合は，学長が卒業を認定する

ことができる。 

２ 早期卒業の有無及び早期卒業に関し必要な事項は，学部ないし学科ごとに別に定める。 

３ 前条第２項は，早期卒業についてもこれを準用する。 

第５８条 学長は，前２条の規定により卒業を認定した者に対し，学士の学位を授与する。 

２ 学位には学部学科別に次の専攻分野(略)の名称を付記する。 

 

   第１１章 賞罰 

 

第５９条 人物及び学術優秀な学生は，選考によって学長が授賞する。 

第６０条 本学学生としてその本分に反した行為があったと認められたときは，その軽重に従い，退学，停学又は訓告処

分とする。 

２ 前項の処分は，学長が行う。 

第６１条 次の各号のいずれかに該当する者は，学長の決定により退学させる。 

 （１）著しく性行不良で改善の見込みがないと認められた者 

 （２）学内の秩序を乱した者 

 （３）大学の名誉を著しく毀損した者 

 （４）その他本学に在学させることが不適当と認められた者 

 

   第１２章 納付金及び授業料等 

 

第６２条 第２７条に定める入学に必要な納付金は，別表第４(略)のとおりとする。 

第６３条 学生は，別表第４(略)の授業料等納付金を所定の期限内に全納しなければならない。ただし，所定の手続きに

よって分納することができる。 

第６４条 前条の授業料等納付金を所定の期日までに納付しない者は，退学させる。 

第６５条 休学，留学等の授業料等納付金については，別表第４(略)のとおりとする。 

第６６条 既納の授業料等諸納付金は，返還しない。 

 

   第１３章 奨学 

 

第６７条 本学は，学資金を給与又は貸与し，若しくは授業料の全額又は一部を免除することがある。 

２ 奨学制度に関する事項は，別に定める。 

第６８条 在学生及び卒業生から選抜した者を奨学生として海外に留学させること  がある。 

 

 

   第１４章 交換留学生，特別聴講生，科目等履修生及び聴講生 

 

第６９条 本学は，国外大学との学生交流協定に基づき，交換留学生の受入を許可することができる。 

第７０条 本学は，国内大学との単位互換協定に基づき，特別聴講生の受入を許可することができる。 

第７１条 本学は，本学に在学する者以外で一又は複数の授業科目を履修する者（以下「科目等履修生」という。）の受入

を許可し，単位を与えることができる。 

２ 科目等履修生の受入許可及び単位の付与については，別に定める。 

第７２条 本学所定の授業科目中一又は複数の授業科目の聴講を願い出る者があるときは，一般の授業に支障のない場合

に限り選考の上，聴講生として聴講を許可することができる。 

２ 聴講に関する事項は，別に定める。 
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   第１６章 学生の生活指導と課程外教育及び健康管理 

 

第７７条 本学は，学生の個人及び集団の生活指導と課程外の教育とのための諸機関を設ける。 

第７８条 本学は，学生及び教職員の健康を管理するため保健センターを置く。 

２ 保健センターに関する事項は，別に定める。 

第７９条 学生は，学年ごとに保健センターにおいて健康診断を受けなければならない。 

第８０条 学生は，傷病の際，保健センターを利用することができる。 

 

   第１７章 学生寮 

 

第８１条 本学は，本学の教育理念にのっとり，共同生活を通じ学生を訓育するため，附属学生寮を置く。 

２ 学生寮に関する事項は，別に定める。 

 

   第１８章 公開講座及び各種講習会等 

 

第８２条 本学は，文化向上，成人教育その他の諸研究教育活動のために，公開講座，講習会等を開設することができる。 

２ 前項に関する事項は，別に定める。 

 

   第１９章 助産学専攻科 

 

（設置） 

第８３条 本学に，助産学専攻科（以下「専攻科」という。）を置く。 

（目的・資格） 

第８４条 専攻科は，本学教育理念のもと，４年制大学における看護基礎教育の上に，助産に関する 新の知識と技術を

教授，研究し，もって母子保健の発展向上に寄与することのできる助産師を育成することを目的とする。 

２ 専攻科において取得できる資格は次のとおりとする。 

助産師国家試験受験資格 

（学生定員） 

第８５条 専攻科の学生定員は，次のとおりとする。 

    入学定員 １０名  

    収容定員 １０名 

（専攻科主任） 

第８６条 専攻科に専攻科主任を置く。 

（修業年限） 

第８７条 専攻科の修業年限は，１年とする。 

（在学年限） 

第８８条 専攻科学生は，２年を超えて在学することはできない。 

（入学資格） 

第８９条 専攻科に入学することができる者は，看護師資格を有するまたは看護師国家試験受験資格を有する者で，次の

各号の一に該当する者とする。 

 （１）大学を卒業した者 

 （２）学士の学位を授与された者 

 （３）外国において，学校教育における１６年の課程を修了した者 

 （４）外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における

１６年の課程を修了した者 

 （５）我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１６年の課程を修了したとされ

るものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学

大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 
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 （６）専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学 大臣が定める基準を満たすものに限る。）

で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 

 （７）文部科学大臣の指定した者（昭和２８年文部省告示第５号） 

（入学の出願） 

第９０条 入学を志願する者は，指定の期日までに入学検定料を納付し，本学所定の書類を提出しなければならない。提

出の時期，方法，提出すべき書類等については別に定める。 

２ 既納の入学検定料は，返還しない。 

（入学手続き及び入学許可） 

第９１条 前条の選考に基づき合格の通知を受けた者は所定の期日までに誓約書その他本学所定の書類を提出するととも

に，入学に必要な所定の納付金を納めなければならない。 

（教育課程及び履修方法） 

第９２条 専攻科の授業科目及びその単位数並びに履修方法については，学則別表第２(略)に定める。 

（休学期間） 

第９３条 専攻科の休学期間は，１年を超えることはできない。 

２ 休学期間は，第８８条の在学年限に算入しない。 

（修了） 

第９４条 本学の専攻科に１年以上在学し，学則別表第２(略)に定めるところにより３４単位以上を修得した学生につい

ては，教授会の議を経て，学長が修了を認定する。 

２ 学長は，前項の規定により修了を認定された者に，修了証書を授与する。 

３ 修了の期日は，毎年３月３１日とする。 

（専攻科の入学金，授業料その他の費用） 

第９５条 第９１条に定める入学に必要な納付金は学則別表第４(略)のとおりとする。 

（規定の準用） 

第９６条 専攻科に関し本章に定めるもののほか次の規定を準用する。 

 １４条，１５条，１７条，２０条，２２条，第２３条，第２８条，第３２条１項，３項，４項，第３９条，５０条から

５５条，第１１章，６３条から６７条，１６章，１７章。 

 

   第２０章 雑則 

 

第９７条 本学則に掲げる諸条項を実施するに当たり，必要ある場合は，細則を別に定めることができる。 

 

附  則 

１ 本学則は，２０１５年（平成２７年）４月１日から改正，施行する。 

２ この改正前の学生に係わる第５７条の適用については，なお従前の例による。 

〔グローバル教育センターの設置〕 

〔理工学部数学科の廃止〕 

〔助産学専攻科の設置〕 

〔条文整理〕 

〔学部学科別卒業所要単位表改正〕 

〔学費改定〕 

〔学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律（平成２６年法律第８８号）および学校教育法施行規則及び

国立大学法人法施行規則の一部を改正する省令（平成２６年文部科学省令第２５号）に伴う改正〕 

 

別表第１から第４(略) 
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2. 上智大学大学院学則 （平成２７年４月１日改正施行予定） 
 

 

   第１章 総則 

 

（設置） 

第１条 上智大学学則第５条に基づき，上智大学に大学院を置き，これを「上智大学大学院」（以下「本大学院」という。）

と称する。 

（課程） 

第２条 本大学院の課程は，修士課程，博士課程及び専門職学位課程とする。 

（標準修業年限） 

第３条 博士課程の標準修業年限を５年，修士課程の標準修業年限を２年とする。 

２ 博士課程は，これを前期２年及び後期３年の課程に区分し，前期２年の課程を博士前期課程，後期３年の課程を博士

後期課程（以下それぞれ「前期課程」「後期課程」という。）という。 

３ 第２項の規定にかかわらず，総合人間科学研究科社会福祉学専攻については，職業を有していることにより，標準修

業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に本大学院の教育課程を履修し修了することを希望する旨を申し出た者に対

しては，学長の決定により，その履修を博士前期課程では「長期履修学生」として３年まで認めることができる。 

４ 第３項の長期履修学生に関する事項は，別に定める。 

５ 前期課程は，これを修士課程として取り扱う。 

６ 法学研究科法曹養成専攻（法科大学院）の標準修業年限は３年とする。ただし，法学研究科法曹養成専攻（法科大学

院）において，必要とされる法律学の基礎的な学識を有すると認められる者（法学既修者）については，３０単位を超

えない範囲の単位を修得したものとみなし，１年を超えない範囲で当該単位の数に相当する期間，在学期間を短縮でき

ることとする。 

（在学期間の上限） 

第３条の２ 本大学院の在学期間は，休学期間を除き９年を限度とし，前期課程及び修士課程においては４年，後期課程

においては５年の期間を，それぞれ超えることができない。 

２ 専門職学位課程については，別に定める。 

（課程の目的） 

第４条 博士課程は，キリスト教精神を基盤とし，専攻分野についての研究者として，自立して研究活動を行い，又はそ

の他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。 

２ 前期課程及び修士課程は，キリスト教精神を基盤とし，広い視野に立って精深な学識を授け，専攻分野における研究

能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な，高度の能力を養うことを目的とする。 

３ 専門職学位課程は，キリスト教精神を基盤とし，高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した

能力を培うことを目的とする。 

（自己評価等） 

第４条の２ 本大学院は，教育研究水準の向上を図り，その目的及び社会的使命を達成するため，教育研究活動の状況に

ついて自己点検及び評価を実施するものとする。 

２ 自己点検及び評価の実施体制並びに方法については，別に定める。 

３ 前２項に基づき，第三者評価機関による評価を受けるものとする。 

（ファカルティ・ディベロップメント） 

第４条の３ 本大学院は，課程の目的，教育内容・方法についての組織的な研究・研修に努めるとともに，教員の教育・

研究指導能力の向上を期し，個々の教育研究活動の評価を行うものとする。 

２ ファカルティ・ディベロップメント活動の実施及び個々の教育研究活動の評価方法については，別に定める。 

（研究科及び専攻） 

第５条 本大学院に次の表の左欄に掲げる研究科を置き，それぞれの研究科に同表の中欄に掲げる専攻を置く。 
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研究科名 専攻名 課程の区分 

神学研究科 神学専攻 前期課程 

  組織神学専攻 後期課程 

哲学研究科 哲学専攻  

文学研究科 心理学専攻 後期課程 

 史学専攻  

 国文学専攻  

 英米文学専攻  

 ドイツ文学専攻  

 フランス文学専攻  

 新聞学専攻  

 文化交渉学専攻  

総合人間科学研究科 教育学専攻  

 心理学専攻  

 社会学専攻  

 社会福祉学専攻  

 看護学専攻 修士課程 

法学研究科 法律学専攻  

 法曹養成専攻（法科大学院） 専門職学位課程 

経済学研究科 経済学専攻  

 経営学専攻  

外国語学研究科 言語学専攻  

グローバル・スタディーズ 国際関係論専攻  

研究科 地域研究専攻  

  グローバル社会専攻  

理工学研究科 理工学専攻  

地球環境学研究科 地球環境学専攻  

 

 ただし，文学研究科心理学専攻については，第２６条に定める入学者の募集を停止する。 

２ 前項により置かれる研究科ごとの教育研究上の目的及び人材の養成に関する目的については，第４条に定める各研究

科共通の目的のほか，各研究科の設置趣旨に基づき，別表第１において個別に定める。 

３ 前項に規定する以外の事項については，各研究科の定める細則及び内規によるものとする。 

（収容定員） 

第６条 各研究科の収容定員は，次の表のとおりとする。 

 

研究科 専攻名 

前期課程 後期課程 専門職学位課程 収容定員

入学 

定員 

収容 

定員 

入学 

定員 

収容 

定員 

入学 

定員 

収容 

定員 
合計 

神学研究科 神学専攻 20 40     40

  組織神学専攻   4 12   12

   計 20 40 4 12   52

哲学研究科 哲学専攻 20 40 4 12   52

文学研究科 心理学専攻 ― ― ― ―   ―

  史学専攻 10 20 3 9   29

  国文学専攻 10 20 3 9   29

  英米文学専攻 10 20 3 9   29

  ドイツ文学専攻 10 20 3 9   29

  フランス文学専攻 10 20 3 9   29

  新聞学専攻 10 20 3 9   29

  文化交渉学専攻 16 32 3 9   41

   計 76 152 21 63   215

総合人間科学研究科 教育学専攻 20 40 5 15   55

  心理学専攻 20 40 5 15   55

  社会学専攻 10 20 3 9   29

 社会福祉学専攻 10 20 3 9   29

  看護学専攻 9 18   18

   計 69 138 16 48   186



 

- 65 - 

研究科 専攻名 

前期課程 後期課程 専門職学位課程 収容定員

入学 

定員 

収容 

定員 

入学 

定員 

収容 

定員 

入学 

定員 

収容 

定員 
合計 

法学研究科 法律学専攻 20 40 4 12   52

  法曹養成専攻（法科大学院）     60 240 240

   計 20 40 4 12 60 240 292

経済学研究科 経済学専攻 15 30 2 6   36

経営学専攻 15 30 2 6   36

   計 30 60 4 12     72

外国語学研究科 言語学専攻 33 56 5 15     71

グローバル・ 

スタディーズ研究科 

  

国際関係論専攻 15 30 6 18     48

地域研究専攻 15 30 5 15     45

グローバル社会専攻 30 60 3 9     69

  計 60 120 14 42     162

理工学研究科 理工学専攻 250 500 20 60   560

地球環境学研究科 地球環境学専攻 60 120 10 30     150

合 計 638 1,266 102 306 60 240 1,812

 

   第２章 大学院委員会及び研究科委員会 

 

（大学院委員会） 

第７条 本大学院に，大学院委員会を置く。 

２ 本学則に別段の定めがあるものを除き，大学院委員会の開催に必要な事項については，別に定める。 

（大学院委員会の組織及び任期） 

第８条 大学院委員会は，学長，副学長，学事センター長，入学センター長及び各研究科委員長をもって組織する。 

２ 委員の任期は，２年とする。ただし，再任を妨げない。 

（大学院委員長） 

第９条 大学院委員会の委員長は，学長がこれにあたる。 

２ 委員長は大学院委員会を招集し，その議長となる。 

３ 委員長は，あらかじめ代行者を指名し，その職務を代行させることができる。 

（大学院委員会の意見具申事項） 

第１０条 大学院委員会は，次に掲げる大学院全般にわたる事項について，学長が決定を行うにあたり，意見を述べるも

のとする。 

 （１）学位の授与 

 （２）その他学長が必要なものとして定めるもの 

（研究科委員会） 

第１１条 各研究科に研究科委員会を置き，別に定める「大学院担当教員選考基準及び審査手続」により任用された教員

をもって組織する。 

２ 研究科委員会の委員長は，当該研究科委員会において互選する。 

３ 委員長の任期は，２年とする。ただし，再任を妨げない。 

４ 研究科委員会は，学長が次に掲げる事項について決定を行うにあたり，意見を述べるものとする。 

 （１）学生の入学及び課程の修了 

 （２）学位の授与 

 （３）前２号に掲げるもののほか，教育研究に関する重要な事項で，研究科委員会の意見を聴くことが必要なものとし

て学長が定めるもの 

５ 研究科委員会は，前項に規定するもののほか，各研究科の教育研究に関する事項について審議し，及び学長の求めに

応じ，意見を述べることができる。 

６ 各研究科委員会に関する事項は，当該研究科が別に定める。 

（専攻） 

第１２条 研究科は，それぞれの専攻分野の教育研究を行うために専攻を置き，各専攻に，専攻主任を置く。 

２ 各専攻に関する事項は，当該専攻が別に定める。 
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（事務組織） 

第１３条 本大学院に，大学院の事務を処理するため，必要な事務組織を置く。 

 

   第３章 教育方法等 

 

（教育方法等） 

第１４条 本大学院の教育は，授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」という。）によって

行う。ただし，法学研究科法曹養成専攻（法科大学院）については，学位論文の作成に対する指導を除く。 

２ 研究科において教育上の必要があると認められる場合には，夜間その他の特定の時間又は時期において授業又は研究

指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。 

３ 授業科目の編成は，別表第２に定める。 

４ 研究指導に関する細目は，別に定める。 

（単位の計算基準） 

第１５条 各研究科の授業科目の単位の計算基準については，上智大学学則の規定を準用する。 

（指導教員） 

第１６条 各専攻は，所属する学生に対し，各々専任教員１名を指導教員として定める。ただし，法学研究科法曹養成専

攻（法科大学院）については，この限りではない。 

（授業科目の履修） 

第１７条 各研究科において，指導教員が教育研究上有益と認めたときは，他の研究科又は学部の授業科目を履修させる

ことができる。 

２ 前項の規定により修得した単位は，学部の授業科目を除き，８単位を超えない範囲で，当該研究科において修得した

ものとみなすことができる。 

（単位認定） 

第１８条 各研究科において教育研究上有益と認めたときは，他の大学の大学院等（国外の大学の大学院等を含む。）の授

業科目を履修させ，１０単位を超えない範囲で，本大学院において修得したものとみなすことができる。 

２ 各研究科において教育研究上有益と認めたときは，本大学院入学以前に本大学院を含む大学院において修得した単位

（科目等履修生として修得した単位を含む。）を１０単位を超えない範囲で本大学院において修得したものとみなすこと

ができる。 

３ 前２項の規定により修得した単位は，合計１０単位を超えない範囲で当該研究科において修得したものとみなすこと

ができる。 

４ 前項にかかわらず，法学研究科法曹養成専攻（法科大学院）については，３０単位を超えない範囲で当該研究科にお

いて履修したものとみなすことができる。 

（研究指導） 

第１９条 研究指導は，別に定める「大学院担当教員選考基準及び審査手続」に定める教員が行うものとする。 

２ 各研究科において教育研究上有益と認めたときは，他の大学院又は研究所等（国外の大学の大学院又は国外の研究所

等を含む。）とあらかじめ協議の上，当該他大学院又は研究所等において，必要な研究指導を受けさせることができる。

ただし，前期課程の学生については，研究指導をうける期間は，１年を超えないものとする。 

３ 前条第１項及び第２項に定める国外の大学の大学院又は国外の研究所等への留学に関する事項は，別に定める。 

 

 

（教育職員免許） 

第２０条 教員の資格を得ようとする者は，教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）及び教育職員免許法施行規則

（昭和２９年文部省令第２６号）にのっとり所定の科目及び単位を修得しなければならない。 

２ 本大学院の専攻において取得できる教育職員免許状の種類及び教科は別表第３に定めるところによる。 

 

   第４章 課程の修了要件 

 

（修士課程及び前期課程の修了要件） 

第２１条 修士課程及び前期課程の修了の要件は，本大学院に２年以上在学し，３０単位以上を修得し，かつ，必要な研
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究指導を受けた上，本大学院の行う修士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，優

れた業績を上げた者については，大学院に１年以上在学すれば足りるものとする。 

２ 前項の場合において，当該課程の目的に応じ適当と認められるときは，特定の課題についての研究の成果の審査をも

って修士論文の審査に代えることができる。 

（博士課程の修了要件） 

第２１条の２ 本大学院の博士課程の修了の要件は，大学院に５年（修士課程，前期課程又は専門職学位課程に２年以上

在学し，当該課程を修了した者にあっては，当該課程における標準修業年限期間を含む。）以上在学し，３０単位以上（修

士課程，前期課程又は専門職学位課程において修得した単位を含む。）を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，本

大学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を上げた

者については，本大学院に３年（修士課程，前期課程又は専門職学位課程に２年以上在学し，当該課程を修了した者に

あっては，当該課程における２年の在学期間を含む。）以上在学すれば足りるものとする。 

２ 前条第１項ただし書きの規定による在学期間をもって修士課程又は前期課程を修了した者の本大学院の博士課程の修

了の要件は，大学院に修士課程又は前期課程における在学期間に３年を加えた期間以上在学し，３０単位以上（修士課

程又は前期課程において修得した単位を含む。）を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，本大学院の行う博士論文

の審査及び試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては優れた研究業績を上げた者については，大学院に

３年（修士課程又は前期課程における在学期間を含む。）以上在学すれば足りるものとする。 

３ 第１項及び前項の規定にかかわらず，学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第７０条の２の規定によ

り，大学院への入学資格に関し，修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者が，後期課程に入学し

た場合の本大学院の後期課程の修了の要件は，大学院に３年以上在学し，必要な研究指導を受けた上，本大学院の行う

博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を上げた者については，

大学院に１年以上在学すれば足りるものとする。 

（専門職学位課程の修了要件） 

第２１条の３ 法学研究科法曹養成専攻（法科大学院）の修了の要件は，３年以上在学し，各年次で所定の成績を修め，

９３単位以上を修得することとする。ただし，必要とされる法律学の基礎的な学識を有すると認められた者（法学既修

者）については，２年以上在学し，各年次で所定の成績を修め，６５単位以上を修得することとする。 

２ 各年次で修得すべき単位及び所定の成績については，別に定める。 

（修了認定） 

第２１条の４ 学長は，前３条に規定する要件により課程の修了を認定する。 

第２２条 学位論文の審査方法等については，別に定める。 

第２３条 学位に関する試験の方法等については，別に定める。 

 

   第５章 学位 

 

（学位の授与） 

第２４条 学長は，課程を修了した者に対し，課程に応じて博士，修士又は法務博士（専門職）の学位を授与する。 

２ 学位に関する細目は，上智大学学位規程の定めるところによる。 

（学位に付記する専攻分野の名称） 

第２５条 学位には研究科専攻別に次の専攻分野の名称を付記する。 

 

研究科名 専攻名 修士専攻分野 博士専攻分野 

神学研究科 神学専攻 神学   

  組織神学専攻   神学 

哲学研究科 哲学専攻 哲学 哲学 

文学研究科 心理学専攻  心理学 

  史学専攻 史学 史学 

  国文学専攻 文学 文学 

  英米文学専攻 文学 文学 

  ドイツ文学専攻 文学 文学 

  フランス文学専攻 文学 文学 

  新聞学専攻 新聞学 新聞学 

  文化交渉学専攻 文学 文学 
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研究科名 専攻名 修士専攻分野 博士専攻分野 

総合人間科学研究科 教育学専攻 教育学 教育学 

  心理学専攻 心理学 心理学 

 社会学専攻 社会学 社会学 

  社会福祉学専攻 社会福祉学 社会福祉学 

  看護学専攻 看護学  

法学研究科 法律学専攻 法学 法学 

  法曹養成専攻（法科大学院） 法務博士（専門職）  

経済学研究科 経済学専攻 経済学 経済学 

 経営学専攻 経営学 経営学 

外国語学研究科 言語学専攻 言語学 言語学 

グローバル・スタディーズ 国際関係論専攻 国際関係論 国際関係論 

研究科 地域研究専攻 地域研究 地域研究 

  比較日本研究 比較日本研究 

 グローバル社会専攻 国際経営開発学  

  グローバル社会研究 グローバル社会研究 

理工学研究科 
理工学専攻 

理学 理学 

 工学 工学 

地球環境学研究科 地球環境学専攻 環境学 環境学 

 

２ 前項の規定にかかわらず研究科において必要と認めた場合は，前項に規定された博士専攻分野の名称に代えて「学術」

の名称を付記することができる。 

 

   第６章 入学，進学，編入学，休学，退学及び再入学 

 

（入学資格） 

第２６条 本大学院の前期課程，修士課程及び専門職学位課程に入学することのできる者は，次の各号の一に該当する者

とする。 

 （１）大学を卒業した者 

 （２）学士の学位を授与された者 

 （３）外国において学校教育における１６年の課程を修了した者 

 （４）文部科学大臣が指定した者 

 （５）大学に３年以上在学し，本大学院において，所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者 

 （６）大学教育修了までの学校教育の課程が１５年である国において修了した者で，本    大学院において，所定の

単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者 

 （７）本大学院において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で，２２

歳に達した者 

 （８）その他本大学院において，大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 

２ 後期課程に進学又は編入学することのできる者は，修士の学位，専門職学位を有する者又は修士の学位を有する者と

同等以上の学力を有する者と認められる者とする。 

３ 前項の場合において，修士の学位を有する者と同等以上の学力を有すると認められる者は，次の各号の一に該当する

者とする。 

 （１）外国において修士の学位に相当する学位を授与された者 

 （２）文部科学大臣の指定した者 

 （３）本大学院において，個別の入学資格審査により，修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で，

２４歳に達した者 

 （４）その他本大学院において，修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者 

４ 第１項及び第２項に規定する入学，進学及び編入学の許可は，学長がこれを決定する。 

（選抜試験） 

第２７条 前期課程，修士課程及び専門職学位課程への入学，後期課程への進学又は編入学を志願する者に対しては，そ

れぞれ各研究科の定めるところに従って選抜試験を行う。 

２ 外国人留学生に対しては，特別に選考の上，入学を許可することができる。 
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（休学，復学及び退学の願い出） 

第２８条 休学又は退学しようとする者は，それぞれ所定の願い書を提出し，学長の許可を受けなければならない。 

２ 休学の期間は，１学期または１学年を区分とし博士課程通算５年を超えることができない。ただし，修士課程及び専

門職学位課程においては，２年を限度とする。 

３ 許可された休学期間が満了した場合は，復学となる。ただし，病気によって休学の許可を受けた者は，医師の診断書

を添えた所定の復学届を提出しなければならない。 

４ 休学期間中に休学の事由がやみ，復学しようとする者は，所定の復学届を提出しなければならない。 

（留年） 

第２８条の２ 法学研究科法曹養成専攻（法科大学院）において，各年次の所定の単位を修得できない場合又は各年次で

所定の成績を修めることができない場合には，当該年次に留まる。この場合における各年次の所定の単位及び所定の成

績については，別に定める。 

（退学及び懲戒処分） 

第２９条 次の各号の一に該当する者は，学長の決定により退学させる。 

 （１）授業料その他，学費を納入しない者 

 （２）第３条の２に定める在学期間の上限を超えた者 

 （３）成業の見込みがないと認められる者。ただし，認定事由は，各研究科において，別に定める。 

第２９条の２ 本学学生にしてその本分に反した行為があったと認められたときは，その軽重に従い，退学，停学又は訓

告処分とする。 

２ 次の各号の一に該当する者は，退学させる。 

 （１）著しく性行不良で改善の見込みがないと認められた者 

 （２）学内の秩序を乱した者 

 （３）大学の名誉を著しく毀損した者 

 （４）その他本学に在学させることが不適当と認められた者 

３ 前二項の処分は，学長が行う。 

（再入学） 

第３０条 本大学院を退学し，再入学をしようとする者は，所定の願い書を提出し，学長の許可を受けなければならない。 

２ 再入学の願いが出た場合は，学長はこれを許可することができる。 

（入学時期） 

第３１条 本大学院の入学時期は，学期の初めとする。 

（在学期間） 

第３２条  削除 

 

   第７章 学年，学期及び休業日 

 

（学年，学期及び休業日） 

第３３条 学年は，４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

第３３条の２ 学年を分けて次の２学期とする。 

  春学期  ４月１日から９月２０日まで 

  秋学期  ９月２１日から翌年３月３１日まで 

第３３条の３ 授業休業日は，次のとおりとする。 

ただし，第５号から第７号の授業休業期間の始期及び終期は，年度により別に定める。 

 (１)日曜日 

 (２)国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

 (３)創立記念日（１１月１日） 

 (４)聖ザビエルの祝日（１２月３日） 

 (５)春期休業 

 (６)夏期休業 

 (７)冬期休業 

２ 学長は必要に応じ，前項各号以外の日を臨時に授業休業日とすることができる。 
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３ 学長は必要に応じ，第１項各号に定める授業休業日を，授業日(補講日及び集中講義期間を含む)とすることができる。 

 

   第８章 交換留学生，特別聴講生，聴講生及び研究生 

 

（交換留学生） 

第３４条 本大学院は国外大学大学院との交換留学協定に基づき，交換留学生の受け入れを許可することができる。 

（特別聴講生） 

第３５条 本大学院は国内大学院との単位互換協定に基づき，特別聴講生の受け入れを許可することができる。 

（聴講生） 

第３６条 本大学院の特定の授業科目について聴講を願い出る者に対しては，選考の上，聴講生として聴講を許可するこ

とができる。 

２ 聴講生に関する事項は，別に定める。 

（科目等履修生） 

第３６条の２ 本大学院は学位取得を目的としないで一又は複数の授業科目を履修する者（以下「科目等履修生」という。）

に対し単位を与えることができる。 

２ 科目等履修生に関する事項は，別に定める。 

（研究生） 

第３７条 本大学院において特定事項の研究を願い出る者に対しては，選考の上，研究生としてこれを許可することがで

きる。 

２ 研究生に関する事項は，別に定める。 

 

   第９章 入学納付金及び授業料等納付金 

 

（入学手続） 

第３８条 本大学院に入学，進学又は編入学を許可された者は，所定の期限内に，所定の書類を提出し，別表第４で定め

る入学に必要な納付金を納付しなければならない。 

（授業料等納付金） 

第３９条 本大学院在学生は，別表第４の授業料等納付金を所定の期限内に全納しなければならない。ただし，所定の手

続きにより各学期の初めに分納することができる。 

２ 休学，留学等の授業料等納付金については，別表第４のとおりとする。 

 

   第１０章 その他 

 

（規定の準用） 

第４０条 本学則に規定していない事項については，上智大学学則の規定を準用する。 

 

附 則 

１ この学則は，2015 年（平成 27 年）4 月 1日から改正，施行する。 

〔文学研究科教育学専攻後期課程の廃止〕 

〔経済学研究科経済制度・組織専攻後期課程の廃止〕 

〔外国語学研究科地域研究専攻後期課程の廃止〕 

〔収容定員の変更〕 

〔学費改定〕 

〔退学及び懲戒処分に関する条文整理〕 

〔学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律（平成２６年法律第８８号） 

および学校教育法施行規則及び国立大学法人法施行規則の一部を改正する省令 

（平成２６年文部科学省令第２５号）に伴う改正〕 
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3. 上智大学学位規程（抄） 
 

制定 昭和43年4月1日 

改正 平成27年4月1日 
（目  的） 

第 1 条 この規程は，学位規則（昭和 28 年文部省令第 9 号），上智大学大学院学則及び上智大学学則に基づき，上智大学

（以下「本学」という。）が授与する学位について必要な事項を定めることを目的とする。 

（学位の種類） 

第 2 条 本学において，学長が授与する学位は，博士，修士，専門職学位及び学士とする。 

（博  士） 

第 3 条 博士の学位は，専攻分野について，研究者として自立して研究活動を行い，又はその他の高度に専門的な業務に

従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる学識を有する者に授与する。 

（修  士） 

第 4 条 修士の学位は，広い視野に立って精深な学識を修め，専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業

等に必要な高度の能力を有する者に授与する。 

（専門職学位） 

第 4 条の 2 専門職学位は，高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を有する者に授与す

る。 

（博士の学位授与の要件） 

第 5 条 博士の学位は，本学大学院学則第 21 条の 2 により，博士課程を修了した者に授与する。 

第 6 条 前条に定める者のほか，博士の学位は，本学大学院の行う博士論文の審査に合格し，かつ，本学大学院を修了し

た者と同等以上の学力を有することを試問により確認された者に授与する。 

（修士の学位授与の要件） 

第 7 条 修士の学位は，本学大学院学則第 21 条により，博士前期課程を修了した者に授与する。 

（学士の学位授与の要件） 

第 7 条の 2 学士の学位は，本学学則第 57 条により，本学を卒業した者に授与する。 

（専門職学位の授与要件） 

第 7 条の 3 法務博士（専門職）の学位は，本学大学院学則第 21 条の 3 により，専門職学位課程を修了した者に授与する。 

（学位論文の提出） 

第 8 条 第 5 条の規定により博士論文の審査を申請し得る者は，研究科委員会が本学大学院学則で定める修了の期日に修

了し得ると認めた者で，かつ修了の期日まで在籍し得る者。 

第 9 条 第 7条の規定により修士論文の審査を申請し得る者は，研究科委員会が本学大学院学則で定める修了の期日に修了

し得ると認めた者で，かつ修了の期日まで在籍し得る者。 

２ 修士論文提出については，あらかじめ指導教員の承認を受けるものとする。 

（申請方法及び申請書類） 

第 10 条 博士後期課程（以下「後期課程」という。）に在学する者が博士の学位を受けようとするときは，論文審査願に

論文目録，論文，論文要旨及び履歴書各3部を添え，学長に提出するものとする。 

２ 第 6 条の規定により博士の学位を申請しようとする者は，学位申請書に論文目録，論文，論文要旨，履歴書各 3 部を

添え，その申請する学位の専攻分野の名称を指定して，学長に提出するものとする。 

３ 修士の学位を受けようとする者は，所定の学位論文提出票に論文を添え，学長に提出するものとする。この場合，論

文の部数及び提出期限は，各研究科の定めるところによる。 

４ 前 3 項の規定により提出する論文は，主論文 1 篇に限る。ただし，参考として他の論文を添付することができる。 

（申請の受理） 

第 11 条 学位論文の申請に関する事務は，学事局学事センターがこれを取り扱う。 

２ 第 6 条の規定による学位申請の受理は，学長が決定する。 

３ 前項により学位論文の受理を決定したとき，学位申請者は，別に定める審査料を納付しなければならない。 

４ 前項の定めにかかわらず，学位申請者が次の各号の一つに該当する場合は，審査料を免除する。 

（1）上智学院が設置する学校の専任教職員 

（2）本学大学院の後期課程に3年以上在学し，所定の単位を修得し，かつ，必要な研究指導を受けて退学したときから1
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年以内に学位申請のあった者 

５ 受理の決定した学位論文及び納付された審査料は返還しない。 

（論文審査委員会） 

第 12 条 学位論文が受理された場合，研究科委員会は論文審査委員会を設ける。 

２ 論文審査委員会は，主査 1 名および 2 名以上の副査により構成する。 

３ 主査は，当該研究科に所属する大学院担当教員のうち指導教員の資格要件を備えるものと認められる者から選出し，

論文審査委員会の委員長となる。 

４ 副査は，当該研究科に所属する大学院担当教員から選出する。 

５ 前項の規程にかかわらず，当該研究科委員会が論文審査のために必要があると認めたときは，当該研究科委員会の議

により，本学の他研究科又は学部の教員もしくは他の大学院又は研究所等の教員等を副査として招聘することができる。 

（論文の審査） 

第 12 条の 2 論文審査委員会は，本学大学院学則第21条及び第21条の2に規定する論文の審査及び試験並びに第6条に規定す

る論文の審査及び学力の確認（以下，「試問」という）を行う。 

２ 論文審査委員会は，論文審査のために必要があると認めたときは，模型又は標本その他を提出させることができる。 

（試  験） 

第 13 条 本学大学院学則第21条及び第21条の 2 に規定する試験は，専攻学術と外国語について行う。 

２ 前項に定める試験は，博士の場合，公開により行い，学位申請者，申請学位名，論文題目，日時，場所及び論文審査

委員名を大学掲示板に公示する。 

３ 専攻学術についての試験は，学位論文を中心として広く関連した科目につき口述により行う。 

４ 外国語についての試験は，修士の場合は 1 か国語，博士の場合は 2 か国語を課する。 

５ 前項の規定にかかわらず，博士の場合，研究科委員会が認めた場合は，1 か国語にすることができる。 

６ 第 4 項の規程にかかわらず，学位申請書の学位の種類や学位論文の性格に応じ，外国語試験を行う必要がないと研究

科委員会が認めた場合は，これを免除することができる。 

（試  問） 

第 14 条 第 6 条に規定する学力の確認（試問）は，専攻学術と外国語について行う。 

２ 前項に定める試問は，博士の場合，公開により行い，学位申請者，申請学位名，論文題目，日時，場所及び論文審査

委員名を大学掲示板に公示する。 

３ 専攻学術についての試問は，本学大学院の後期課程を修了して博士の学位を授与される者と同等以上の学力を有する

か否かについて行う。 

４ 外国語についての試問は，2 か国語を課する。 

５ 前項の規定にかかわらず，研究科委員会が認めた場合は，1 か国語にすることができる。 

６ 第 6 条の規定により博士の学位を申請した者が，本学大学院の後期課程に 3 年以上在学し，所定の単位を修得し，か

つ，必要な研究指導を受けて退学した者であるときは，研究科委員会の議により学力の確認を免除することができる。 

（審査期間） 

第 15 条 博士論文の審査及び試験又は学力の確認は，学位申請を受理したときから1年以内に終了しなければならない。た

だし，特別の理由があるときは，研究科委員会の議を経て，その期間を延長することができる。 

２ 第 5 条の規定により博士の学位を申請した者は，審査期間中休学又は留学することはできない。 

３ 第 7 条の規定による修士の学位についても，第 1 項及び第 2 項の規定を準用する。 

（研究科委員会の審査及び報告） 

第 16 条 研究科委員会は，論文審査及び試験又は学力の確認の終了後，論文審査委員会からの文書による報告に基づいて，

学位授与の可否を審査し，可決のものについては，その結果を大学院委員会に報告する。 

２ 前項に定める審査は，研究科委員の 3 分の 2 以上が出席し，出席者の 3 分の 2 以上の同意を要する。ただし，公務又

は出張のため研究科委員会に出席することができない委員については，委員の数に算入しない。 

（意見具申） 

第 17 条 大学院委員会は，研究科委員会の報告に基づいて，学位授与につき学長に意見を述べる。 

２ 大学院委員会が前項により意見を述べるにあたっては，委員の 3 分の 2 以上の出席及び出席者の 3 分の 2 以上の同意

を必要とし，本学大学院学則で定める修了の期日以前にこれを行う。 

（学位の授与） 

第 18 条 学長は，大学院委員会の意見を徴し，学位の授与を決裁の上，学位の授与及び学位記の交付を行う。 
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２ 第 5 条，第 7 条で定める学位の授与日は，本学大学院学則で定める修了の期日とする。 

（論文要旨等の公表） 

第 19 条 本学は，博士の学位を授与したときは，博士の学位を授与した日から3か月以内に，その論文の内容の要旨及び論

文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表する。 

（学位論文の公表） 

第 20 条 博士の学位を授与された者は，博士の学位を授与された日から 1 年以内に，当該博士の学位に係る論文の全文を

印刷公表しなければならない。ただし，当該博士の学位を授与される前にすでに印刷公表したときは，この限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず，やむを得ない事由がある場合は，本学の承認を得て，当該博士の学位に係る論文の全文に

代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合において，本学は当該論文の全文を求めに応じて閲

覧に供する。 

３ 第 2 項の規定により論文を公表する場合には，上智大学審査学位論文である旨を明記しなければならない。 

（学位の名称） 

第 21 条 学位を授与された者が学位の名称を用いるときは，「上智大学」と付記しなければならない。 

２ 学位の名称は，上智大学学則第58条 2 項に基づき別表 1（略）のとおりとする。 

３ 学位の名称は，上智大学大学院学則第25条に基づき別表 2（略）のとおりとする。 

４ ただし，前項にかかわらず上智大学大学院学則第25条第 2 項にもとづき，「学術」の名称を付記することができる。 

（学位授与の取消し） 

第 22 条 学長は，次の各号に該当する場合，大学院委員会の議を経て，学位の授与を取り消し，学位記を返還させ，かつ，

その旨を公表する。 

（1）学位を授与された者が不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき。 

（2）学位を授与された者が，その名誉を汚辱する行為をしたとき。 

２ 大学院委員会において前項の議決をするには，委員の 3 分の 2 以上が出席し，出席者の 3 分の 2 以上の賛成を必要と

する。この場合，第 16 条第 2 項ただし書きの規定を準用する。 

（学位授与の報告） 

第 23 条 博士の学位を授与したときは，学長は，学位規則第 12 条の定めるところにより，文部科学大臣に報告する。 

（学位記及び書類の様式） 

第 24 条 学位記及び学位申請関係書類の様式は，別記様式のとおりとする。 

 

附 則 

 この規程は，2015年（平成27年）4月1日から改正，施行する。 
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別記様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五 （課程博士）                             六 （論文博士） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甲第    号 

学位記 
 

氏名○○○○ 
○○○○年○○月○○日生 

 
本学大学院○○研究科○○専攻の博士課程を修了

したので博士（専攻名）の学位を授与する 
 

○○○○年○○月○○日

上智大学長 ○○ ○○ ○印

 
SOPHIA  UNIVERSITY 

Tokyo,  Japan 
Confers  the  academic  degree  of 

DOCTOR OF ○○○○○ 
Upon 

JOCHI  TARO 
Who  has  satisfied  all  the 

University’s  requirements 
GIVEN  UNDER  THE  SEAL  OF  THE  

UNIVERSITY 
this  ○○ th  day  of  ○○20○○ 

signature 
President ○○ ○○

甲第    号 

学位記 
 

氏名○○○○ 
○○○○年○○月○○日生 

 
本学大学院○○研究科○○専攻の博士後期課程を

修了したので博士（専攻名）の学位を授与する 
 

○○○○年○○月○○日 
上智大学長 ○○ ○○ ○印  

 
SOPHIA  UNIVERSITY 

Tokyo,  Japan 
Confers  the  academic  degree  of 

DOCTOR OF ○○○○○ 
Upon 

JOCHI  TARO 
Who  has  satisfied  all  the 

University’s  requirements 
GIVEN  UNDER  THE  SEAL  OF  THE   

UNIVERSITY 
this  ○○ th  day  of  ○○20○○ 

signature 
President ○○ ○○ 

乙第    号 

学位記 
 

氏名○○○○ 
○○○○年○○月○○日生 

 
本学に学位論文を提出しその審査に合格し，かつ，

所定の学力を有するものと認められるので，博士（専

攻名）の学位を授与する 
 

○○○○年○○月○○日

上智大学長 ○○ ○○ ○印

 
SOPHIA  UNIVERSITY 

Tokyo,  Japan 
Confers  the  academic  degree  of 

DOCTOR  OF  ○○○○○ 
Upon 

JOCHI  TARO 
Who  has  submitted  a  dissertation  and  passed 

The  required  examinations 
GIVEN  UNDER  THE  SEAL  OF  THE   

UNIVERSITY 
this  ○○ th  day  of  ○○20○○ 

signature 
President  ○○  ○○

第    号 

学位記 
 

氏名○○○○ 
○○○○年○○月○○日生 

 
本学○○学部○○学科所定の課程を修め本学を卒

業したので学士（専攻名）の学位を授与する 
 

○○○○年○○月○○日 
上智大学長 ○○ ○○ ○印  

 
SOPHIA  UNIVERSITY 

Tokyo,  Japan 
Confers  the  academic  degree  of 

BACHELOR  OF  ○○○○○ 
Upon 

JOCHI  TARO 
Who  has  satisfied  all  the 

University’s  requirements 
GIVEN  UNDER  THE  SEAL  OF  THE   

UNIVERSITY 
this  ○○ th  day  of  ○○20○○ 

signature 
President   ○○   ○○ 

年  月  日

上智大学長 
氏 名殿 

 
氏 名○印 

論文審査願 
 学位規程第 10 条の規定により，

博士（○○）論文の審査をお願い

いたします。 

年  月  日 
上智大学長 

氏 名殿 
 

氏 名○印  
学位申請書 

 学位規程第 10 条の規定により，

博士（○○）の学位授与を申請い

たします。 

一 

（第
五
条
に
よ
る
場
合
一
・進
学
者
） 

二 

（第
五
条
に
よ
る
場
合
二
・編
入
者
） 

三 

（第
六
条
に
よ
る
場
合
） 

四 

（
第
七
条
の
二
に
よ
る
場



 

- 75 - 

七                         八 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

論 文 目 録 
 

学位申請者 氏 名○印  
 
 
論  文 
 １ 題  目 
 ２ 公表の方法および時期 
 ３ 部  数 
 
（参考論文） 
 １ 題  目 
 ２ 公表の方法および時期 
 ３ 部  数 
 
 

年  月  日 

履 歴 書 
 

氏 名○印  
年  月  日生

 
本 籍 
現住所 
 
 
学   歴 
   年  月  日 
 
職   歴 
   年  月  日 
 
 研究歴および研究業績 

年  月  日

第     号

学位記 
氏名○○○○ 
○○○○年○○月○○日生 

本学大学院○○研究科○○専攻の博士

前期課程を修了したので修士（専攻名）

の学位を授与する 
 

○○○○年○○月○○日

上智大学長 ○○ ○○ ○印

 
SOPHIA UNIVERSITY 

Tokyo, Japan 
Confers the academic degree of 

MASTER OF ○○○○○ 
Upon 

JOCHI TARO 
Who has satisfied all the 

University’s requirements 
GIVEN UNDER THE SEAL OF  

THE  UNIVERSITY 
this ○○th day of ○○20○○ 

signature 
President ○○ ○○

九 

（第
七
条
の
三
に
よ
る
場
合
） 
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4. 上智大学法科大学院履修規程 
 

 
制定 平成 18 年 4 月 1 日 
改正 平成 19 年 4 月 1 日 平成 20 年 4 月 1 日 
   平成 22 年 4 月 1 日 平成 23 年 4 月 1 日 
   平成 24 年 4 月 1 日 平成 25 年 4 月 1 日 
   平成 26 年 12 月 1 日 平成 27 年 4 月 1 日 
 （趣旨）  

第 1 条 この規程は，上智大学大学院学則（以下，「大学院学則」 という。）第 12 条第２項の規定に基づき，大学院学

則に定めるもののほか，上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻 （以下，「法科大学院」 という。） の授業科目， 履
修方法，修了及び進級の要件その他必要な事項を定めることを目的とする。  

 
 （標準修業年限による区分）  

第 2 条 法科大学院の学生は，次の各号のとおり，標準修業年限により区分する。  
(1)法学未修者 大学院学則第３条第４項本文の標準修業年限の学生 

  (2)法学既修者 大学院学則第３条第４項ただし書の規定により在学期間が短縮される学生 
2 法科大学院教授会は，入学者選抜における法律科目試験の成績その他の判定資料に基づき，法学既修者として入学を許

可する者を選考する。  
3 この規程の適用に当たっては，法学既修者は，入学を許可された年度において２年次に在学するものとみなす。  
 
 （在学年限）  

第 3 条 大学院学則第３条の２第２項の在学期間の上限は，休学期間を除き，法学未修者については６年，法学既修者に

ついては４年とする。  
 
 （修了要件）  

第 4 条 大学院学則第 21 条の３の修了要件は，法科大学院が開講する授業科目から，別表第Ⅰに定めるところに従って

単位を修得し，各年次で所定の成績を修めることにより充足しなければならない。  
 
 （前提科目）  

第 5 条 別表第Ⅱに掲げる授業科目は，同表における前提科目の単位を修得していない限り，履修することができない。  
 
 （他大学大学院で修得した単位）  

第 6 条 大学院学則第 18 条第４項の規定により，他の大学の大学院の授業科目を履修して修得した単位について，法科

大学院において修得したものとして認定することを希望する者は，入学後２箇月以内に所定の手続により申請しなけれ

ばならない。  
2 前項の規定により法科大学院において修得したものとして認定する単位数は，次項に定める単位を含めて，法学未修者

については 30 単位，法学既修者については２単位を限度とする。  
3 早稲田大学大学院法務研究科との単位互換協定により修得した単位については，別に定めるところによる。  
 
 （履修登録の手続）  

第 7 条 履修登録に関する必要事項は，各年度において法科大学院教授会の審議を経てこれを定める。  
 
 （履修登録単位の上限）  

第 8 条 各年度において履修科目として登録することのできる単位数は，１年次生及び２年次生については原則として

36 単位以内とし，３年次生については 44 単位以内とする。ただし，別表第Ⅴに掲げる科目については登録上限単位数

に含めないこととする。 
2 早稲田大学大学院法務研究科との単位互換協定により履修する授業科目の単位数は，前項の単位数に算入する。 
3 進級が認められた場合に再履修する授業科目の単位数は，４単位を限度として，第１項の登録上限単位数に含めないこ

ととする。 
4 第１項のただし書及び第３項にかかわらず，いずれの年次においても 44 単位を超えて登録することはできない。 
 
 （クラス指定）  

第 9 条 受講者数その他の事由により教育上必要があると認めるときは，法科大学院教授会の審議を経て，同一の授業科

目を複数のクラスに分けて開講することができる。  
2 前項の授業科目を履修する学生は，指定されたクラスで受講しなければならない。ただし，必修科目の履修が必要であ

ることその他の正当な事由があるときは，この限りでない。  
3 前項ただし書の事由があるとして指定外のクラスを受講するための手続は，別に定める。  
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 （予備登録）  

第 10 条 法科大学院教授会は，授業科目の性質その他の事由により教育上必要があると認めるときは，当該科目の受講者

数を制限することを決定することができる。  
2 前項の授業科目を履修する学生は，あらかじめ，予備登録をしなければならない。  
3 予備登録の手続その他必要な事項は，法科大学院教授会の審議を経てこれを定める。  
 
 （クリニック， エクスターンシップ）  

第 11 条 クリニック及びエクスターンシップを履修する学生は，関連法令を遵守すること及び取り扱った事件に関して知

り得た秘密を漏らさないことについて，担当教員の指導及び監督に服さなければならない。  
 
 （自主研究・論文作成）  

第 12 条 自主研究・論文作成を履修する学生は，担当教員を選定した上で履修登録をしなければならない。  
2 自主研究・論文作成の単位を修得するために必要な提出論文の要件及び提出の手続は，別に定める。  
 
 （受験資格）  

第 13 条 授業欠課数が当該授業科目の開講時間数の４分の１を超える学生は，その学期における当該科目の学期末試験を

受験することができない。  
 
 （成績評価）  

第 14 条 法科大学院教授会は，大学院学則第 40 条の規定により準用する上智大学学則第 55 条の規定の適用に当たり， 考
慮すべき学生の成績分布その他の教育上必要な事項を定めることができる。  

2 前項の事項は，厳正な成績評価を旨とするものとする。  
3 成績評価に対する確認願い及び再確認願いについては，別に定める。  
 
 （進級・留年判定）  

第 15 条 大学院学則第 28 条の２後段の所定の単位及び所定の成績は，別表第Ⅲ及び別表第Ⅳのとおりとする。 
2 大学院学則第 28 条の２前段の規定が適用される学生（以下，本条において「留年者」という。）は，既に修得した授業

科目の単位を改めて修得することを要しない。 ただし，別表第Ⅳに掲げる GPA の 低基準を満たさなかった留年者は，

当該年次に履修した必修科目の成績評価が Dである場合には，当該科目を再履修しなければならない。 
3 留年者は，法科大学院が開講する授業科目のうち，基礎法学・隣接科目，展開・先端科目に属するものに限り，法科大

学院長の許可を得て，配当年次にかかわらず，これを履修することができる。  
 
 （退学）  

第 16 条 大学院学則第 29 条第３号ただし書の事由は，次のとおりとする。  
(1)  大学院学則第 28 条の２及び前条第１項の規定により同一年次に２年を超えて在学することとなる場合。 ただし， 休

学期間はこれに含めない。  
(2)  履修態度，出欠その他の学修状況又は学生生活全般を通じた態度，行動その他の状況等から合理的に判断して大学院

学則第４条第３項の目的を達成することが困難であると法科大学院長が認める場合。 
 
 
  附 則 

1 この規程は，2006 年（平成 18 年）４月１日から施行する。  
2 法学研究科法曹養成専攻（法科大学院）における履修に関わる運用細則は，廃止する。  
3 2004 年度及び 2005 年度における授業科目の開講，履修方法の指定，修了及び進級の要件の判定並びにこれらに関連

する事項は，この規程により実施されたものとみなす。  
 ただし，これらの事項に関して既に生じた効力は，この規程の規定により妨げられない。  

 
  附 則 

1 この規程は，2007 年（平成 19 年）４月１日から施行する。  
2 2006 年度以前に入学した学生については，第６条，第 15 条第３項，別表第Ⅰ及び別表第Ⅱを改正する規定にかかわら

ず，なお従前の例による。  
 
  附 則 

1 この規程は，次の各号に掲げる区分に応じ，それぞれ当該各号に定める日から施行する。  
(1) 第６条を改める部分  2007 年（平成 19 年）10 月１日 
(2) 別表第Ⅱを改める部分 2008 年（平成 20 年）４月１日 

2 2007 年度に入学した既修者については，改正後の第６条第１項の規定中「入学後２箇月以内」とあるのは，「2007 年

11 月 30 日までに」と読み替えるものとする。  
3 2006 年度以前に入学した既修者については，改正後の第６条の規定にかかわらず，なお従前の例による。  
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  附 則 

  この規程の第４条，第 15 条及び別表第Ⅳは，法学未修者については 2010 年度入学者から，法学既修者については 2011
年度入学者から，それぞれ適用する。 

 
  附 則 

１ この規程は，2011 年（平成 23 年）4 月 1日から改正，施行する。 

２ 新第 8 条第 1 項ただし書きは，施行日以後に行われる履修登録について適用する。ただし，別表第Ⅴに掲げる 1 年次

生については，2010 年度の履修から適用する。 

３ 新別表第Ⅱは，施行日以後に行われる履修について適用する。 

４ 新別表第Ⅳは，法学未修者については 2011 年度入学者から，法学既修者については，2012 年度入学者から適用する。 

 
  附 則 

１ この規程は，2012 年（平成 24 年）4 月 1日から改正，施行する。 

２ 新別表第Ⅴは，施行日以後に行われる履修について適用する。 

 
  附 則 

１ この規程は，2013 年（平成 25 年）4 月 1日から改正，施行する。 

２ 新別表第Ⅳは，施行日以後に行われる履修について適用する。なお，2010 年度以降，2012 年度までに入学した学生で，

別表第Ⅳに掲げる GPA の 低基準を満たさなかった留年者については，第 15 条第 2 項の規定にかかわらず，2012 年度

以降に履修した成績評価が Dであるすべての科目について，別に届け出ることにより，再履修をすることができる。 
３ 新別表第Ⅳは，法学未修者については 2011 年度入学者から，法学既修者については，2012 年度入学者から適用する。 

 

  附 則 

この規定は，2014 年（平成 26 年）12 月 1 日から改正，施行する。 

 

  附 則 

１ この規程は，2015 年（平成 27 年）4 月 1日から改正，施行する。 

２ 新別表第Ⅰは，施行日以後に行われる履修について適用する。 

 

   別表第Ⅰ （第４条関係） 
法学未修者  
必修科目 68 単位 

法律実務基礎科目から 6 単位以上 

基礎法学・隣接科目から 4 単位以上 

展開・先端科目から 12 単位 

選択として法律基本科目以外の科目から 3 単位以上 

法学既修者 

必修科目 40 単位 

法律実務基礎科目から 6 単位以上 

基礎法学・隣接科目から 4 単位以上 

展開・先端科目から 12 単位 

選択として 3 単位 

 
   別表第Ⅱ （第５条関係）  

配当年次 科目名 前提科目 
２年次 憲法 憲法基礎 

行政法 行政法基礎 
民法Ⅰ 民法基礎Ⅰ，民法基礎Ⅱ及び民法基礎Ⅲ 
民法Ⅱ 民法基礎Ⅰ，民法基礎Ⅱ及び民法基礎Ⅲ 
商法Ⅰ 商法基礎 
商法Ⅱ 商法基礎 
民事訴訟法Ⅰ 民事訴訟法基礎 
民事訴訟法Ⅱ 民事訴訟法基礎 
刑法 刑法基礎 
刑事訴訟法Ⅰ 刑事訴訟法基礎 
刑事訴訟法Ⅱ 刑事訴訟法基礎 
訴訟実務基礎（民事） 
 

民法基礎Ⅰ，民法基礎Ⅱ，民法基礎Ⅲ，商法基礎及び民事訴

訟法基礎の 5 科目のうち 4 科目以上 
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３年次 公法（総合） 憲法基礎及び行政法基礎 
並びに憲法及び行政法から１科目以上 

民事法（総合） 民法基礎Ⅰ，民法基礎Ⅱ，民法基礎Ⅲ，  
商法基礎及び民事訴訟法基礎 
並びに民法Ⅰ，民法Ⅱ，商法，民事訴訟法Ⅰ 
及び民事訴訟法Ⅱから２科目以上 

刑事法（総合） 刑法基礎及び刑事訴訟法基礎 
並びに刑法，刑事訴訟法Ⅰ及び刑事訴訟法Ⅱから１科目以上

訴訟実務基礎（刑事） 刑法基礎及び刑事訴訟法基礎 
並びに刑法，刑事訴訟法Ⅰ及び刑事訴訟法Ⅱから１科目以上

 

別表第Ⅲ 

   ◇法学未修者 

    第１年次において修得すべき単位   必修科目 24 単位 

    第２年次において修得すべき単位   必修科目 20 単位を含む 24 単位 

    ただし，必修科目の修得単位は，当該年次に配当された授業科目の単位に限る。 

 

   ◇法学既修者 

    第２年次において修得すべき単位   必修科目 20 単位を含む 24 単位 

 

   別表第Ⅳ 

   ◇法学未修者 

    第１年次乃至第３年次において充足すべき GPA の 低基準   各年次 1.6 

 

   ◇法学既修者 

     第２年次及び第３年次において充足すべき GPA の 低基準    各年次 1.6 

 

GPA は，上智大学学則第 55 条による。  

ただし，留年者が，留まる年次において，当該年次で F評価の科目を再履修する場合，次の進級・修了判定におい

て成績要件として用いる GPA については，当該再履修科目に従前付されていた F は除外して算出するものとする。

また，留年者で上記の GPA の 低基準を充足しなかった者が，留まる年次において，当該年次で履修した D 評価の

必修科目を再履修する場合，次の進級・修了判定において成績要件として用いる GPA については，当該再履修科目

に従前付されていた Dは除外して算出するものとする。 

 

なお，2010 年度以降，2012 年度までに入学した学生については，留まる年次において，当該年次で F 評価の科目

を再履修する場合，次の進級・修了判定において成績要件として用いる GPA については，当該再履修科目に従前付

されていた F は除外して算出するものとする。また，留年者で上記の GPA の 低基準を充足しなかった者が，留ま

る年次において，当該年次で履修した D 評価の科目を再履修する場合，次の進級・修了判定において成績要件とし

て用いる GPA については，当該再履修科目に従前付されていた Dは除外して算出するものとする。 

 
別表第Ⅴ 

年次 科 目 
1 年次 「法学実務基礎Ⅰ」（2 単位）「法学実務基礎Ⅱ」（1 単位） 

「エクスターンシップⅠ」（1 単位）「エクスターンシップⅡ」（1 単位） 
2 年次 「行政法基礎」（2 単位） 

「エクスターンシップⅠ」（1 単位）「エクスターンシップⅡ」（1 単位） 
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5. 年譜 
 

 

1911 年（明治 44 年） 財団法人上智学院設立。 

1913 年（大正 2 年） 専門学校令による上智大学開設。 

1928 年（昭和 3 年） 大学令による上智大学開設。 

1951 年（昭和 26 年） 新制大学院神学研究科（神学専攻），哲学研究科（哲学専攻），西洋文化研究科（西洋文化専攻），

経済学研究科（経済学専攻）の修士課程を開設。 

1955 年（昭和 30 年） 神学研究科（組織神学専攻），哲学研究科（哲学専攻），西洋文化研究科（英米文学専攻及びドイ

ツ文学各専攻），経済学研究科（経済制度・組織専攻）の博士課程を開設。 

1966 年（昭和 41 年） 文学研究科（教育学専攻），法学研究科（法律学専攻），理工学研究科（機械工学専攻，電気・電

子工学専攻，応用化学専攻，化学専攻及び物理学専攻）の修士課程を開設。 

西洋文化研究科（西洋文化専攻）の修士課程を文学研究科（史学専攻，英米文学専攻及びドイツ

文学専攻）の修士課程に改組。 

西洋文化研究科（英米文学専攻及びドイツ文学専攻）の博士課程を文学研究科（英米文学専攻及

びドイツ文学専攻）の博士課程に改組 

1968 年（昭和 43 年） 文学研究科に教育学専攻及び日本史学専攻の博士課程を増設。 

文学研究科に国文学専攻及びフランス文学専攻の修士課程を増設。 

法学研究科（法律学専攻）及び理工学研究科（機械工学専攻，電気・電子工学専攻，応用化学専

攻，化学専攻及び物理学専攻）の博士課程を開設。 

1969 年（昭和 44 年） 理工学研究科に数学専攻の修士課程を増設。 

1970 年（昭和 45 年） 文学研究科に国文学専攻の博士課程を増設。 

外国語学研究科（言語学専攻）の修士課程を開設。 

1971 年（昭和 46 年） 文学研究科にフランス文学専攻及び史学専攻（日本史学専攻を改組）の博士課程を増設。 

文学研究科に新聞学専攻の修士課程を，外国語学研究科に国際関係論専攻の修士課程を増設。 

1972 年（昭和 47 年） 文学研究科に社会学専攻の修士課程を，理工学研究科に数学専攻の博士課程を増設。 

1973 年（昭和 48 年） 外国語学研究科に言語学専攻及び国際関係論専攻の博士課程を開設。 

1974 年（昭和 49 年） 文学研究科に新聞学専攻及び社会学専攻の博士課程を増設。 

1976 年（昭和 51 年） 大学院学則を改正し，博士前期，後期課程に変更。 

1978 年（昭和 53 年） 理工学研究科に生物科学専攻の修士課程を増設。 

1979 年（昭和 54 年） 外国語学研究科に比較文化専攻の修士課程を増設。 

1981 年（昭和 56 年） 理工学研究科に生物科学専攻の博士後期課程を増設。 

1992 年（平成 4 年） 文学研究科に心理学専攻の修士課程を増設。 

1994 年（平成 6 年） 文学研究科に心理学専攻の博士後期課程を増設。 

1997 年（平成 9 年） 外国語学研究科に地域研究専攻の博士課程（前期・後期）を増設。 

2001 年（平成 13 年） 文学研究科心理学専攻博士前期課程に臨床心理学コースを設置。 

2004 年（平成 16 年） 法学研究科に法曹養成専攻（法科大学院）専門職学位課程を増設。 

2005 年（平成 17 年） 文学研究科（教育学専攻，心理学専攻及び社会学専攻）の博士課程（前期・後期）を総合人間科

学研究科（教育学専攻，心理学専攻，社会学専攻及び社会福祉学専攻）の博士課程（前期・後期）

に改組。 

地球環境学研究科（地球環境学専攻）の博士課程（前期・後期）を開設。 
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2006 年（平成 18 年） 外国語学研究科（国際関係論専攻及び地域研究専攻）の博士課程（前期・後期）をグローバル・

スタディーズ研究科（国際関係論専攻及び地域研究専攻）の博士課程（前期・後期）に改組。 

外国語学研究科比較文化専攻博士前期課程をグローバル･スタディーズ研究科グローバル社会専

攻の博士前期課程に改組。 

グローバル・スタディーズ研究科にグローバル社会専攻の博士後期課程を増設。 

2007 年（平成 19 年） 経済学研究科に経済学専攻の博士後期課程及び経営学専攻の博士課程（前期・後期）を増設。 

文学研究科教育学専攻及び社会学専攻の博士前期課程を廃止。 

2008 年（平成 20 年） 理工学研究科（機械工学専攻，電気・電子工学専攻，応用化学専攻，化学専攻，数学専攻，物理

学専攻及び生物科学専攻）の博士課程（前期・後期）を理工学研究科（理工学専攻）の博士課程

（前期・後期）に改組。 

文学研究科心理学専攻の博士前期課程を廃止。 

外国語学研究科国際関係論専攻の博士前期課程を廃止。 

外国語学研究科比較文化専攻を廃止。 

外国語学研究科地域研究専攻博士前期課程を廃止。 

2009 年（平成 21 年） 理工学研究科機械工学専攻，電気・電子工学専攻，物理学専攻，応用化学専攻及び化学専攻の博

士前期課程を廃止。 

2010 年（平成 22 年） 理工学研究科数学専攻博士前期課程を廃止。 

2011 年（平成 23 年） 総合人間科学研究科に看護学専攻の修士課程を増設。 

文学研究科に文化交渉学専攻の博士課程（前期・後期）を増設。 

理工学研究科生物科学専攻の博士前期課程，応用化学専攻，化学専攻，物理学専攻の博士後期課

程を廃止。 

地球環境学研究科地球環境学専攻の博士課程（前期・後期）に国際環境コースを設置。 

2012 年（平成 24 年） 理工学研究科数学専攻の博士後期課程を廃止。 

2013 年（平成 25 年） 外国語学研究科国際関係論専攻の博士後期課程を廃止。理工学研究科電気・電子工学専攻，生物

科学専攻，機械工学専攻の博士後期課程を廃止。 

2014 年（平成 26 年） 文学研究科社会学専攻博士後期課程の廃止。 
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6. 施設 MAP 
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 四谷キャンパス 

 
 
 

掲示板（2号館１階） 
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１・３・４・８・９号館 
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２号館 
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中央図書館・総合研究棟（Ｌ号館） 

 

 

   
 

 

 

１０号館 
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１１号館・上智紀尾井坂ビル 
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１１号館 
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１２号館 
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グルップホール・マシンホール 
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中央図書館・総合研究棟 
 

９Ｆ 中央書庫（専門・研究図書，大型本，ピーター・ミルワードコレクション），閲覧席 

上智大学史資料室，会議室 

８Ｆ 中央書庫（専門・研究図書，研究所所蔵図書），閲覧席 

中世思想研究所，キリスト教文化研究所，キリシタン文庫，会議室，研究個室 

７Ｆ 中央書庫（専門・研究図書，和装本，EU情報センター資料，研究所所蔵図書），閲覧席 

フランス文学研究室，フランス語研究室，アメリカ・カナダ研究所，グローバル・コン

サーン研究所，哲学研究室，英米文学研究室，英語研究室，ヨーロッパ研究所，EU情報

センター，神学研究科研究室，研究個室 

６Ｆ 中央書庫（専門・研究図書，研究所所蔵図書），閲覧席 

イベロアメリカ研究所，国文学研究室，教育学研究室，グローバル社会専攻研究室，ド

イツ文学研究室，アジア文化研究所，大学院地球環境学研究室，会議室 

５Ｆ 中央書庫（専門・研究図書），閲覧席 

社会学研究室，社会福祉研究室，言語学研究室，国際言語情報研究所，史学研究室，経

済学研究室，看護学専攻院生用研究室，複写サービス室，会議室，研究個室，スタッフ

用印刷室 

４Ｆ 中央書庫（専門・研究図書）， 閲覧席 

法学研究室，国際関係論研究室, ロシア語研究室，新聞学研究室，文化交渉学研究室，

看護学研究室，地球環境研究所，地域研究専攻研究室，新カトリック大事典編纂事務局，

会議室，研究個室 

３Ｆ 雑誌書庫（人文・社会系雑誌バックナンバー），新聞書庫（新聞バックナンバー），大

学紀要，閲覧席，タイプ室，共同研究室 

地球環境学研究科研究室，研究個室，職員ラウンジ 

２Ｆ 専門・研究図書（理工系），雑誌書庫（理工系雑誌バックナンバー），理工系新着雑誌，

レファレンス資料（理工系），閲覧席，コンピュータールーム L1・L2，OPAC コーナー 

図書館事務室（館長室），モニュメンタ・ニポニカ，研究推進センター 

１Ｆ OPACコーナー，カード目録，レファレンス資料（人文・社会系），新着図書展示書架，

人文・社会系新着雑誌，新聞コーナー，閲覧席，貸出カウンター，レファレンスカウン

ター，AVコーナー，展示コーナー 

図書館事務室（総務・雑誌・選書・図書・レファレンス・閲覧） 

Ｂ１ 学部学生用図書，閲覧席，ラーニング・コモンズ，グループ学習室，学生ラウンジ，拡

大読書機室 

Ｂ２ 学部学生用図書，閲覧席 

図書館事務室（システム室），集密書庫 
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 市谷キャンパス教室 

 
本館 
          <1 階> 

 
 
          <2 階> 

 
 
研究棟 
          <1 階> 
 

 
 



 

 



 

【上智大学キャンパス所在地】 
 
 

○四谷キャンパス 
 〒102－8554 東京都千代田区紀尾井町 7 番 1 号 
 学事センター 
 ☎ 03－3238－3515 （教務担当） 
 ☎ 03－3238－3519 （学籍・証明書担当） 
 ☎ 03－3238－3195 （学費担当） 
 法科大学院事務室 
 ☎ 03－3238－3259  
 
○市谷キャンパス 
 〒102－0081 東京都千代田区四番町 4 
 ☎ 03－3238－4019 (守衛所) 
 
○石神井キャンパス 
 〒117－0044 東京都練馬区上石神井 4 丁目 32 番 11 号 
 ☎ 03－5991－0343 
 
○秦野キャンパス 
 上智大学短期大学部 
 〒257－0005 神奈川県秦野市上大槻山王台 999 
 ☎ 0463－83－9331 （代表）  
 
○目白聖母キャンパス 
 聖母大学 
 〒161－8550 東京都新宿区下落合 4－16－11 
 ☎ 03－3950－0171 
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